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第 1章 監査の概要 

 

１.監査の種類 

 

地方自治法第 252 条の 37第 1 項及び第 2項の規定に基づく包括外部監査 

 

２.選定した特定の事件（テーマ） 

 

テーマ 1・・・県立 4病院における財務事務と経営管理について 

 

テーマ 2・・・環境事業に関する財務事務の執行について 

 

３.特定の事件(テーマ)を選定した理由 

 

（１）テーマ 1について 

近年、高度の専門医療の充実に対する県民の要請が強まる中で、県立病院として、

高度・専門・政策医療の提供、地域医療支援による県医療水準の向上及び県民ニーズ

に応じた医療の提供といった役割を果たす責務がある。また、適正な収益の確保と費

用の削減を図り、健全な経営をなすことも不可避の課題である。これに対して、県で

は、平成 21 年 3 月に「埼玉県立病院経営健全化第 3次フォローアッププラン」を策定

し、病院改革を推進している最中であるが、策定から 2 年以上経過したこともあり、

当該プラン遂行の進捗状況を検証することが重要であると考える。また、保有する資

産・設備等の保全管理の状況や、業務が健全かつ有効・効率的に運営されるような体

制が整っているかにつき、第三者の立場から検証することが有用であると考える。以

上の観点から、当該テーマを選定した。 

 

（２）テーマ 2について 

県は、環境基本計画を策定し、環境の保全及び創造に関する施策に取り組み、「環境

への負荷の尐ない循環型社会の構築」を目指している。環境事業に関しては社会的要

請が強まる中で、県は総合的・計画的に施策を推進しているが、これらの事業の財務

執行は、社会的機運としても容易に認められやすいと考えられることから、環境事業

の主な施策展開の内容及び財務執行の状況を検証し、当該事業の客観的な評価を行う

ことが有意義であると考え、当該テーマを選定した。 
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４.監査の視点 

 

（１）テーマ 1 

① 埼玉県立病院経営健全化第 3次フォローアッププランの遂行状況の検証 

② 県立病院としての経営の健全性の検証 

③ 病院局が作成する財務報告書の適正性の検証 

④ 病院設備の管理状況の把握と将来の修繕計画に関する検証 

 

（２）テーマ 2 

① 県の環境政策の実施内容及び環境基本計画の進捗管理に関する検証 

② 主な環境事業施策の目的、実施状況、成果の評価及び実施後のモニタリング体

制の検証 

③ 主な環境事業施策の財務執行や補助金等の交付手続きの法令・規制への準拠性

と合理性の検証 

 

５.監査の実施 

 

（１）監査の実施期間 

平成 23 年 7 月 20 日から平成 24 年 2 月 28 日まで 

 

（２）監査対象部局等 

① 病院局（経営管理課、循環器・呼吸器病センター、がんセンター、小児医療セ

ンター、精神医療センター） 

② 環境部（環境政策課、温暖化対策課、大気環境課、水環境課、資源循環推進課、

自然環境課、みどり再生課、環境科学国際センター、環境整備センター） 

③ 農林部（森づくり課、農村整備課） 

④ 県土整備部（水辺再生課） 

 

（３）監査の主な手続 

監査の視点に沿って、具体的には以下の手続きを実施した。 

① 諸規程、県作成資料の閲覧 

② 関係者（担当職員等）への質問 

③ 管理資料の閲覧と内容検討 

④ 施設の視察 

⑤ その他必要と認めた手続 
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（４）監査従事者 

 

包括外部監査人 

公認会計士  中 島 茂 喜 

 

包括外部監査人補助者 

公認会計士 飯 塚 正 貴 公認会計士 
沢 味 健 司 

公認会計士 大 屋 浩 孝 サステナビリティ情報審査人 

サステナビリティ情報審査人 荻 巣 和 紀 公認会計士 宍 戸 祐 介 

公認会計士 岸   弘 公認会計士 千 田 哲 平 

公認会計士 古 賀 聡 子 公認会計士 浜 田 陽 介 

公認会計士 小 宮 山 榮 公認会計士 藤 本 庸 介 

サステナビリティ情報審査人 
笹 生 梨 恵 

公認会計士 森 田 忠 宏 

米国公認会計士   

 

（５）指摘と意見 

 

① 件数 

 指摘 意見 合計 

テーマ 1 13 件 39 件 52 件 

テーマ 2 1 件 32 件 33 件 

合 計 14 件 71 件 85 件 

   

② 指摘と意見の一覧 

 

県立 4病院における財務事務と経営管理について 

Ⅱ.一般会計繰入金 

【意見 1】一般会計繰入金について、繰入金の算定方法の妥当性を検討した結果、積算基

準及び計算過程について再検討すべき事項が見受けられた。繰入金は県民の税金を使用

することから、繰入金の積算基準及び計算方法について県民の理解を十分に得られるよ

う、より合理的かつ明確に定めるべく再検討する必要がある。 

Ⅲ.埼玉県立病院経営健全化第 3次フォローアッププラン 

【指摘 1】「県民の方を向いた、患者さんのための医療」が県立病院の使命であることか

ら、県民にとって分かりやすい形でフォローアッププランの達成状況を開示すべきであ

る。 
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【意見 2】第 3 次フォローアッププランの達成状況のモニタリング（目標達成状況の進捗

管理、未達成項目の洗い出し、対応方針の策定等）が十分に行われていない。また達成

状況も目標値と対比する形で開示されていないことから、県民がその達成状況を把握す

るのは困難である。モニタリングの実施頻度・方法等を具体的に検討し、県民への開示

も含め、適切な管理体制を構築すべきである。 

Ⅳ.経営形態（地方独立行政法人化）の検討 

【意見 3】個別病院ごとの地方独立行政法人化について検討が行われていない。将来地方

独立行政法人化を検討するに当たっては、個別病院で移行する場合と県立病院全体で移

行する場合のメリット・デメリットを勘案した上で、移行の意思決定をすべきである。 

【意見4】地方独立行政法人化の検証に当たり、具体的な計数を用いた分析が行われてい

ない。県立4病院すべてが専門病院であるという特殊性からは、地方独立行政法人化した

病院のうち専門病院を有する法人の財務指標との比較を行うなど、具体的な計数を用い

た分析を行い、経営改善の余地がないか検討する必要がある。 

Ⅴ.地域医療の推進 

【指摘 2】現在、地域医療連携に当たっての具体的施策の立案及び進捗管理は各病院任せ

となっているが、「県民の方を向いた、患者さんのための医療」という県立病院の使命を

果たすに当たっては、地域医療の推進は非常に重要な要素であるため、各病院が独自に

対応するだけでなく、病院局がその中心となって地域医療の推進を図ることが必要であ

る。具体的には、各県立病院がその地域で果たすべき役割や、具体的な目標を明確にし

た上で、病院局が各病院に対して働きかけ、また各病院の連携状況を管理していくこと

が必要と考えられる。なお、地域連携を推進するに当たり、地域連携クリティカルパス

は有用なツールであるため、その導入を積極的に検討すべきである。 

【意見 5】現在の小児医療センターでは、急性期の治療を終え慢性期に入った患者が長期

入院しているケースが見受けられるが、同様の状況が移転後の小児医療センターでも生

じた場合には、周産期医療及び救急医療といった移転後の小児医療センターが果たすべ

き役割に特化できない可能性がある。慢性疾患や難病など治癒が困難な患者の受け入れ

体制の強化は県全体で取り組む必要がある重要な課題であるため、長期的治療を要する

患者への医療の提供に関する県の方針を踏まえた上で、移転後の小児医療センターが有

する機能について十分かつ慎重に検討する必要がある。 

 また検討に当たっては現在の小児医療センターが有する施設の利用方法も含め、検討

すべき項目の洗い出しを行い、具体的な検討スケジュールを作成した上で、計画的に取

り組む必要がある。 
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Ⅵ.DPC の導入 

【意見 6】小児医療センター及びがんセンターの DPC 準備病院移行に当たり、具体的な影

響度分析が実施されないまま、平成 22 年度に病院局として DPC に移行する方針を決定し

ているが、より具体的な検討を実施した上で決定すべきであったと考えられる。また今

後も DPC 調整係数の改訂等、DPC に関する情報を入手し、県立病院への影響を適時に把握

することが望まれる。 

【意見 7】小児医療センター及びがんセンターの DPC 準備病院への移行については早期移

行を目指し、具体的な検討を実施すべきであった。なお、平成 21年度に DPC 対象病院と

なった循環器・呼吸器病センターでは、実際に年間約 2 億 3 千万円の増収となっている

ため、小児医療センター及びがんセンターについても早期に移行していた場合には、増

収となっていた可能性が高い。 

【意見 8】小児医療センターやがんセンターの DPC 導入スケジュールについて、実際の対

応に乖離が見受けられる。移行に当たって相当の事務対応が必要となるため、計画的に

対応すべきである。 

Ⅶ.患者未収金 

【指摘 3】患者未収金について、財務会計システムと医事会計システムとの間に発生して

いる 1,980 千円の差異は、主として過年度に発生した、もはや原因調査及び解消が困難

な差異である。したがって、解消が困難な差異は一括で修正処理を行い、財務会計シス

テムの残高を医事会計システム残高に減額修正すべきである。 

【意見 9】外来患者が当日に診療費を支払わない場合の対応をマニュアル化することが望

ましい。その際、支払期限を明確に定めた支払誓約書を入手するとともに、当該誓約書

は支払予定日ごとに適切に管理し、予定日を経過しても支払いを受けられない患者に対

しては、催促を行う必要がある。 

【意見 10】現在の未収金回収マニュアルの督促状発行時期は、未収金の早期回収の観点か

らは、明らかに遅いと考えられる。発行期日を例えば、納入期限後の 15 日程度に短縮す

ることを検討するとともに、督促状を発行した場合には、そのフォローを迅速に行うべ

きである。 

【意見 11】未収金の発生防止及び回収に関して、より実務的な対応が明文化されていない。

現在、現場において行われている実務を明文化するとともに、今後も大きな課題となる

未収金問題に備え、民間の債権管理・取組事例を参考にしつつ、より強力な債権管理体

制を構築していくことが望ましい。 

【意見 12】未収金情報を共有する施策が講じられていない。病院局及び各病院は、例えば

毎月開催されている経営調整会議等で未収金の情報を共有化し、未収金への対応策を立

案・実施することが望ましい。 
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【意見 13】クレジットカード決済の実効性を確保し、もって、未収金発生の防止や診療報

酬の納入を促進するためには、クレジットカード決済が可能である旨を、院内で患者及

び患者家族に明らかになるよう、4病院で院内掲示することが望ましい。 

【意見 14】現在の地方公営企業法においては貸倒引当金の計上は強制されていないが、平

成 26年度以降は改正後の地方公営企業法により会計処理を行うことになり、貸倒引当金

の計上が予定されている。当該改正に備えて、債権管理規程等を整備して債権を区分し、

区分に応じた管理を行うことが望ましい。 

【意見 15】過年度未収金の回収率は非常に低く、全額回収は極めて困難と考えられる。資

産の実在性の観点から、滞留未収金について、債務者の支払能力等の回収見込みに照ら

し、回収の見込めない未収金については、一定の方針に基づき、会計上は貸倒処理を行

うことが望ましい。 

Ⅷ.領収書管理 

【指摘 4】4 病院において、医事会計システムから出力された納入通知書（請求書）兹領

収書は請求連番管理となっており、窓口現金横領のリスクが高い状況となっている。し

たがって、窓口現金横領のリスクを軽減させるための防止策を講じる必要がある。例え

ば、窓口収納分にかかる領収書については請求番号とは別に入金番号が領収書に付番さ

れるように様式を見直すことも視野に入れ、医事会計システムを改修する等、入金時の

連番管理が可能な体制を構築することが防止策の一つとして考えられる。また、領収書

の入金連番管理を行う際は、当該入金番号が付された領収書控えについて、医事業務の

委託先に加え病院職員自らも、連番確認作業を行う必要がある。 

【指摘 5】4 病院において、システム上全く同じ番号の納入通知書を再発行することが可

能である。そのため、常に再発行の納入通知書の区別がつくよう、再発行した納入通知

書にも別途連番を付す必要がある。なお、当該対応が困難である場合は、システム画面

上又はリストにより再発行したことが完全に履歴として残るようにし、別の担当者が当

該履歴を確認することなどが代替案として考えられる。 

Ⅸ.医業未収金 

【指摘 6】小児医療センターでは、尐なくとも 125 件以上の再請求可能なレセプトが滞留

しているため、速やかに請求すべきである。 

【意見 16】小児医療センターにおいては、再審査請求可能なレセプトの滞留を防ぐために、

再請求可能なレセプトについて管理台帳を作成し、再請求時に請求日を記入することで

未請求分を明確にし、毎月上席によるチェックを行うことが望ましい。 

Ⅹ.医薬品及び診療材料 

【意見 17】県立病院の後発医薬品割合は、循環器・呼吸器病センターを除き、低い割合で

あるため、使用促進について、薬剤部任せにするのではなく、病院長のトップダウンに

より病院全体として取り組むべきである。 
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【意見 18】県立病院で後発医薬品の使用実績があり、評価された品目については、県立病

院全体で情報を共有し、使用を一層検討するべきである。 

【意見 19】県立病院全体として後発医薬品の使用を促進していくならば、各病院任せにす

るだけではなく、病院局が、各病院に具体的数値目標や期限を設定させ、進捗管理をす

ることが必要である。 

【意見 20】4 病院とも消費払い方式による SPD は導入しておらず、具体的な検討が十分で

ない。多くの公的病院が既に SPD を導入し、大きな在庫削減を図っていることと、がん

センターと小児医療センターでは DPC 導入を控えていることを勘案し、病院局も含め県

立病院は、早期に SPD の導入による効果を一層具体的に検討すべきである。 

【指摘 7】診療材料の共同購入については、年間診療材料費に対する割合が平成 18 年度に

比較して上昇しているものの、平成 22年度で 6.1％であり、低い割合である。診療材料

に対する共同購入の促進が必要である。 

【意見 21】共同購入に関しては、具体的な目標値の設定をしていない。共同購入推進のた

めには、具体的な達成目標を設定することが有効である。例えば、短期・中期的に対象

品目をどれだけ増やすかを設定することが考えられる。 

【意見 22】共同購入による費用削減効果について、診療報酬の改定や相場の変動のため測

定が困難な場合もあるが、例えば、共同購入する前後の予定価格と落札額との比率でと

らえる手法等により、実質的な効果を把握する必要がある。 

【意見 23】診療材料等の共同購入について、規格の統一を検討し、統一できる品目は積極

的に共同購入に切り替えるべきである。 

【意見 24】共同購入の目標の設定・決定は病院のトップの判断で行うべきであるが、その

目標を具体的に実行する段階においては、専門的知識をもった医師の理解・協力が必要

なため、「診療材料ワーキング・グループ」の検討状況を病院幹部会議などで医師に伝え、

理解・協力を得る仕組み作りが望まれる。 

【意見 25】小児医療センターは医薬品の廃棄について、その原因を分析して極力、廃棄を

なくすよう努力すべきである。また、医薬品の使用頻度を勘案して定期的に適正在庫高

の見直しを行い、必要な場合には適正在庫高の変更を検討すべきである。 

【指摘 8】薬剤室に保管する医薬品を資産計上しないのであれば、短期間に使用消費する

と予想される数量を適正在庫数量に設定し、この基準に沿った倉庫払出しを行わなけれ

ばならない。 

【指摘 9】診療材料について各病院とも購入時に費用処理しているので、期末に中央材料

室等に未使用で在庫になっていても、貸借対照表上に棚卸資産として計上していない。

貸借対照表は、財産の状況を適正に表示するという観点から重要な診療材料については

基準を設けて期末に棚卸をして、これを貸借対照表に計上しなければならない。 
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Ⅺ.固定資産 

【指摘 10】医療機器等については、埼玉県病院事業財務規程第百十三条の二により、年 1

回の実地棚卸を行うことになっているが、実施されていない。速やかに実地棚卸を行い、

現物と固定資産台帳の突合を行って、不一致が発見されたら、その原因を調査し必要な

処理を行わなければならない。また、現物の劣化・陳腐化及び使用・未使用の有無も調

査・報告し、今後の対応を検討する必要がある。 

【指摘 11】行政監査において指摘された事項が、病院局と各病院との間で適切に伝達され

ていなかった。病院局は適切に各病院に示達し、各病院はこれを実行し、病院局は適時

モニタリングする必要がある。 

【意見 26】医療機器購入の際の購入業者の選定・契約については、本体価格のみで、これ

を決定しているが、保守費・修繕費も含めたトータルコストで判断する必要がある。 

【意見 27】循環器・呼吸器病センター及び精神医療センターについては、中長期的な保全・

修繕計画を策定し、将来発生すると見込まれる施設の維持管理コストを把握する必要が

ある。同時に、これらに関して将来支払う資金の捻出についても併せて検討する必要が

ある。また、新病院移転を行うがんセンター及び小児医療センターについては、建物竣

工後に中長期修繕計画を策定すべきである。 

Ⅻ.委託契約 

【意見 28】委託業者の業務評価は、業者の業務に対する改善指導及び要望を適切に行うた

めに、また、次年度の契約に厳密に反映させるために必要となる。したがって、仕様書

に基づいた項目を検査項目としてチェックリスト化し、詳細な評価を実施する必要があ

る。 

ⅩⅢ. IT システムの導入と全般管理 

【意見 29】電子カルテ導入に当たっての ITコンサルティング会社のノウハウ（①仕様作成、

②調達、③開発進捗管理等）が十分に共有できていない。IT コンサルティング会社のノ

ウハウを県に残し、電子カルテシステム更新等に活かす必要がある。 

【意見30】従来に比べ病院のIT依存度が高くなってきており、経常的にITシステム全般に

ついて管理していく必要があるため、現在のようにITに関する業務全般を取引業者に委

託するのではなく、県職員による対応（人材の内製化）も検討すべきである。また、各

病院のIT管理については、各病院の担当者もしくはITコンサルティング会社により個別

に行われており、県立病院のシステムを一元管理する専門部署、専門家が不在となって

いるため、その必要性を具体的に検討することが望まれる。 

【指摘 12】現状の医事会計システムは、入金管理上のリスクがある。当該リスクに対処す

るためには、個人ごとの ID とアクセス権の設定、パスワード管理、例外操作の操作ログ

管理をしっかりと行うべきである。 
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ⅩⅣ.病院職員のモチベーション及び患者満足度 

【意見 31】各病院とも、今後も業務の効率化、県に対し業務量に合わせた人員の要求、適

切な人員配置などを推進し、病院職員の時間外勤務時間を減尐させて労働条件を改善さ

せることが望まれる。 

【意見 32】病院局及び各病院は、長時間労働となっている職員に関し、業務の効率化を含

めた具体的な改善措置を今後も継続して検討することで、職員の心身の健康を維持させ、

疲弊による離職を事前に防止することが望まれる。 

【意見 33】がんセンター以外の各病院は、長時間労働者への対応に関し、病院局から通知

された内容に準拠して適切に運用すべきである。 

【意見 34】がんセンターと小児医療センターは、職員が年休を取得しやすい環境を整備し、

それ以外の病院もさらに取得が可能な状況を継続して検討することで、職員のモチベー

ション向上のために対策を講ずるべきである。 

【指摘 13】循環器・呼吸器病センター及びがんセンターでは、非常勤職員が月次で作成し

た出勤簿に対して上長が確認した証跡が残されていないため、早急に改善すべきである。 

【意見 35】職務満足度調査は看護師だけではなく、人材確保が極めて困難な医師も調査対

象に含めて実施することが望まれる。 

【意見 36】職務満足度調査の結果、改善すべき項目について、病院局は引き続き具体的に

改善を図るべくプランニングし、これによって病院職員の職務満足度が上がるように検

討を重ねていくことが望まれる。 

【意見 37】建築年月が古く入居率の低い職員公舎に関して、病院局は具体的な利活用方法

等を検討すべきである。 

【意見 38】病院局及び各病院は、毎年継続して患者の不満項目となっている事項に関して

は、具体的に改善するためのフォローを行うことが望まれる。また、患者満足度の調査

方法全般、結果の集計や分析等につき、病院局が中心となってすべての県立病院で統一

化すべきである。 

ⅩⅤ.会計制度 

【意見 39】現在、退職給与引当金に関する会計処理について、財務規程が十分に整備され

ていない。平成 26年度以降は改正後の地方公営企業法により会計処理を行う必要がある

ため、会計処理に当たり、より明瞭性や継続性等が求められる。当該改正に備え、財務

規程の整備・充実を図っていく必要がある。 

環境事業に関する財務事務の執行について 

Ⅰ.埼玉県環境基本計画 

【意見 40】環境基本計画の役割は、環境の保全及び創造のための施策を総合的かつ計画的

に推進することにある。しかしながら、各施策は単純な費用対効果で測りにくいもので

あるため、各施策の全体としての進捗状況や環境の保全及び創造のための施策がどのよ

うに総合的に調整されているのかについて、よりわかりやすく伝える工夫が期待される。 
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Ⅱ.大気汚染常時監視測定局整備事業費（環境部大気環境課） 

【意見 41】測定機器の設置台数は環境省が定めた「大気汚染防止法第 22条の規定に基づく

大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」に準拠するべきであるが、この

基準台数に満たない測定機があるため、経済的負担も考慮し、優先順位をつけて整備を

図る必要がある。 

【意見 42】測定機器は、更新時期に近付くと故障が増える傾向にあり、緊急を要する修繕

には、更新費に近いコストがかかる場合もある。したがって、機器の使用年数や故障実

績をふまえ、経済的な観点からより適切な更新時期についても検討すべきである。 

【意見 43】光化学オキシダントについて施策を講じるものの、光化学スモッグ注意報発令

日数は、埼玉県は全国でワースト 1の状況が継続している。発令日数の削減を目指して、

国とも連携し、更なる対策の推進に努めることが必要である。 

Ⅳ.浄化槽整備促進事業費（環境部水環境課） 

【意見 44】平成 23年度から開始した合併転換のための取組の継続により、合併処理浄化槽

への転換を促進し、「埼玉県生活排水処理施設整備構想」の目標を着実に実行することが

望まれる。 

【意見 45】浄化槽法第 7 条に基づく浄化槽設置後の水質検査について、現在県が行ってい

る受検率向上のための取組を今後も徹底し、継続することが必要である。 

【意見 46】浄化槽法第 11 条に基づく浄化槽の定期検査の受検率向上について、平成 23 年

度から新たな制度を導入するとともに、地域コミュニティを活かした啓発活動に市町村

等と連携して取り組んだ。受検率向上のための新たな制度の定着に向けて、今後も浄化

槽業界へ指導するとともに、県民への啓発活動を継続して行う必要がある。 

Ⅴ.まちのエコ・オアシス保全推進事業費（環境部自然環境課） 

【意見 47】本事業においては、県有地の保全管理を県民や地域主体で行うことを掲げてい

る。これを担保するために地元と協定を締結することが望ましいが、第 3 号地において

は、現在、ムサシトミヨ保全推進協議会規約の中に、保全地の管理に関する内容を織り

込むことを調整中である。保全地の維持管理に関しての責任の所在を明確にするため及

び持続可能な維持管理を実現させるために、当該調整を早急に完了するよう、努めるべ

きである。 

【意見 48】本事業においては、現状、将来に亘っての具体的な保全管理計画が一部の保全

地において策定されていない。保全地が県有地であることを鑑みると、長期的な保全が

有効に実施されるべく、具体的な計画を保全地ごとに策定するなど、県が適切な保全管

理に努めるべきである。 

Ⅵ.みどりの園庭・校庭促進事業費（環境部みどり再生課） 

【意見 49】芝生化した園等に対し、5 年以内に尐なくとも 1 回は維持管理の状況確認を実

施するスケジュールを策定し、訪問結果や再訪問する理由等も記載した一覧性のある管

理表を作成して、効率的な管理を行う必要がある。 
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Ⅶ.緑のトラスト運動推進費（環境部みどり再生課） 

【意見 50】本事業における保全管理委託業務の完了検査実施プロセスに客観性がないため、

緑のトラスト保全地保全管理業務委託契約書の仕様書をより詳細に定めるほか、完了検

査項目チェックリスト作成などの「可視化」が必要である。 

【意見 51】本事業における保全整備基本構想は、取得から相当年数経過した保全地に対す

るものであっても、未だ見直しがなされていない。尐なくとも、見直しの必要性の有無

に関し、定期的に検討すべきである。 

Ⅷ.公共関与による資源循環モデル事業費及び彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業費（環境部資

源循環推進課） 

【意見 52】環境整備センターの廃棄物埋立手数料単価を現行の 1,800 円から約 17％アップ

の 2,100 円に改定することにつき、市町村や民間搬入事業者に対して理解と協力を得て

目標埋立数量を達成できるよう引き続き営業努力すべきである。また、埋立実績の推移

を注視し、必要に応じて料金の見直しや事業計画の再検討を実施し、適時議会での説明

を行う必要がある。 

【意見 53】現在工場誘致は大幅に遅れているので、本事業の趣旨に沿った工場の発掘に向

け、厳格な審査を行いつつも、企業への訪問や説明会の開催など最大限の誘致活動に努

める必要がある。 

【意見 54】第Ⅱ期資源循環工場事業の収支予測は、現在の状況から判断すると達成可能性

が危ぶまれる。今後の事業推移を分析して、必要と思われる場合は適時・適切に事業収

支計画を見直し、議会に報告することに留意しなければならない。 

Ⅹ.排出量取引制度・CO2削減設備導入支援事業費（環境部温暖化対策課） 

【指摘 14】多くの採択案件の「補助額/法定耐用年数期間中 CO2 削減総量」は、「募集事業

の種別基準の目安」と乖離しており、費用対効果の点で改善の余地がある（例：「トップ

ランナー」の募集事業の種別基準の目安：800 円/トンに対し、「トップランナー」として

採択された案件の平均：2,725 円/トン、最も効率の悪い案件：24,480 円/トン）。今後、

類似事業を実施する際には、各事業の CO2排出削減効果に関して、合理的かつ客観的な下

限値を検討する等、引き続き費用対効果の改善のための施策を検討することが望まれる。

また、費用対効果のより優れた案件の応募が増えるよう、企業側の計画期間や準備期間

を考慮し、複数年度の事業ビジョン・計画を示すことが望まれる。 

【意見 55】各事業の温室効果ガス排出削減効果に関する確認・検証プロセスの強化が必要

である。 

【意見 56】本事業による削減目標や達成指標等の効果指標が明確になっていないため、明

確化が望まれる。 

Ⅺ．環境科学国際センター事業費（環境部環境政策課） 

【意見 57】研究評価については、外部専門家の利用など一定の取組がなされているが、よ

り成果指標を明確化し、競争意識を高める施策を積極的に導入することが望まれる。 
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【意見 58】重点研究課題や個別研究テーマが環境基本計画に基づく 17 の重点施策へどのよ

うに貢献しているかを明確に示すべきである。 

【意見 59】埼玉県においては光化学スモッグ環境基準の未達成が続き、健康被害も起きて

いる。この分野については、早期に有効な施策を講じるために必要な調査・研究に対し

て重点的に資源を配分すべきである。 

【意見 60】環境科学国際センターにおいては事業や研究テーマごとの採算管理や成果評価

を強化する余地が大きい。採算管理の強化に当たっては、例示したような施策を検討す

ることが望ましい。 

Ⅻ.社会資本整備総合交付金（河川）事業（水辺）(県土整備部水辺再生課) 

【意見 61】同一地点に対する BOD 目標値が、当該事業と環境基本計画で異なっている。今

後は、関連する事業目標値と環境基本計画の目標値を整合させる必要がある。 

【意見 62】水質に関する指標である BOD 値及び DO値については成果指標が設定されている

が、水量については成果指標が明確になっていない場合があるため、明確化の検討が望

まれる。 

【意見 63】水質の目標を達成していない地点が依然として複数見受けられる。このような

未達成の地点については、更なる改善施策の検討及び実行が必要である。 

ⅩⅢ.水辺再生 100 プラン推進費（県土整備部水辺再生課）及び水と緑の田園都市・水辺再生

事業（農林部農村整備課） 

【意見 64】今後、県民公募によるような同類の事業実施の場合には、事業の歳出や実施効

果について県民によりわかりやすく説明する必要がある。 

【意見 65】事業実施が及ぼす生態系への影響などについて、「川の再生懇談会」等で専門的

な意見を聴くなどチェック機能が有効に働くように改善することが望まれる。 

ⅩⅤ.県民参加による里山・平地林再生事業（農林部森づくり課） 

【意見 66】制度設計上、公平性の観点が十分に担保されていない。対象地の選定方法は、

現地調査のほか、森林簿や航空写真等を基礎資料として、市町村と調整の上、決定する

こととされているが、客観的で明確化された基準がない。 

【意見 67】協定内容について維持管理の仕組みが不十分であり、検討の余地がある。事業

の実施に際しては、①ボランティア等の有無や協定期間の長さも踏まえて選定に優先順

位を付す、②協定期間内の所有権移転については、県にも連絡を求めるなど締結方法の

改善を検討する余地があるものと思われる。 

【意見 68】事業実施後の整備状況について、適切な方針を定めて状況を把握し、維持・管

理を図るべきである。 
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ⅩⅥ.森林整備加速化・林業再生事業（農林部森づくり課） 

【意見 69】今後、間伐等により森林整備を加速化し、間伐材等を活用して県内の林業・木

材産業の再生を図る事業を継続して実施するのであれば、間伐材の利用率を更に増大さ

せる必要がある。そのためには、県が林業事業体に本事業を活用して森林整備を実施す

る際の条件とした、集約化実施計画（効率的かつ低コストで森林整備を実施するために

策定する計画）が、着実に実行されることが必要である。 

ⅩⅦ.彩の国ゆたかなむらづくり整備事業（農業集落排水事業）（農林部農村整備課） 

【意見 70】すでに農業集落排水施設が整備されている区域における各戸の下水管への未接

続率は平成 23年 3月末で 20％を超えている。農業集落排水施設を整備しても、各戸の宅

地内配管と接続しなければ生活雑排水は処理されず、農業用排水路へ流入してしまう。

接続によって環境への負荷が大幅に改善されることを啓発し、接続への働きかけを活性

化することが必要である。 

【意見 71】農業集落排水処理施設の普及率を 100％とするため、末端受益戸数 2 戸までの

管路施設に対する県の補助を復活することが望ましい。 

 

６.利害関係 

 

包括外部監査の対象とした事件につき、県と包括外部監査人（包括外部監査人補助者

を含む。）との間には、地方自治法第 252 条の 29の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次頁以降の報告書中の表の合計は、端数処理の関係で各々の数字合計と一致しない場合

がある。 
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第２章 監査結果の概要 

 

Ⅰ.県立 4病院における財務事務と経営管理について 

 

１.病院事業運営の基本方針 

 

県は、循環器・呼吸器病センター、がんセンター、小児医療センター、精神医療セン

ターの 4 つの専門病院で医療事業の運営を行っている。県立病院は、医業収益のほか県

民の税金を財源として運営している病院であり、「高度・専門・政策医療の提供」、「地

域医療支援による本県医療水準の向上」、「県民ニーズに応じた医療の提供」という基

本的役割を果たす責務を有している。 

この役割を着実に実行し、高度で良質な患者本位の医療を提供することにより、県民

から信頼される県立病院を確立する必要がある。そのために、埼玉県立病院の事業運営

における基本理念を、｢県民の方を向いた、患者さんのための医療｣としている。 

この基本理念を実現するには、公立病院としての役割を果たすとともに、経営効率化

による経常収支黒字を達成しなければならないとして、県は以下の 3 つの取り組みの方

針を定め、経営改善に向けた取組を職員一人ひとりが創意工夫による業務改善を積み重

ねることにより、着実に推進してゆくとしている。 

〈3つの取り組みの方針〉 

① 医療の充実で県民の安心を確保 

高度・専門医療機関としての自覚を持ち、県民の健康を守るための医療を提供す

るとともに、県民に信頼される医療機関として、医療安全を何よりも優先し、徹

底した医療安全管理対策を推進する。 

② 優れた人材の確保・育成 

優れた病院運営は、優秀なスタッフにより支えられている。そこで、医療の質と

患者サービスの向上を図るため、優れた人材の確保・育成を図る。 

③ 安定的な経営 

安定的・継続的に高度・専門的で良質な医療を提供していくため、類似病院との

徹底した比較を行い、適正な収益の確保と費用の縮減を図ることにより経営基盤

を安定させる必要がある。 

 

２.責任体制の一本化による経営の改善 

 

県立 4 病院は、高度・専門・政策医療の提供という重要な役割を担っており、その性

質上、経営は一般会計からの繰入金に大きく依存しており、その額は平成 11 年度決算で

は 120 億円を超えていた。そこで県では、平成 12 年 1 月に「県立病院改革推進委員会｣
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を設置し、①平成 15 年度に一般会計繰入金を 90 億円、②平成 16 年度以降は 81.7 億円

以下とする提言を、同年 8月に取りまとめた。 

この提言に従い、県は平成 14年 4月には地方公営企業法を全部適用して、病院事業管

理者に責任体制を一本化し、多くの患者の利用により収益の確保を図るとともに、効率

的な病院運営による費用の縮減に努めてきた。その結果、平成 15 年度決算では一般会計

繰入金を 89.1 億円とし、平成 17 年度決算では 77.7 億円として、提言の目標を達成した。

その後はやや増えてはいるものの、80億円強で推移してきている。 

病院事業会計決算の推移は（表 2章-Ⅰ-1）のとおりである。 

 

（表 2 章－Ⅰ-1）病院事業会計決算の推移 

年度 純利益(百万円) 繰入金総額(百万円) 病床数(床) 

平成 12 1,272 11,524 1,188 

13 813 10,811 1,188 

14 810 9,800 1,188 

15 1,515 8,910 1,139 

16 1,115 8,360 1,139 

17 503 7,773 1,139 

18 56 7,877 1,219 

19 △470 7,719 1,219 

20 △761 8,184 1,219 

21 165 8,287 1,219 

22 951 8,183 1,219 

出典：病院局作成資料 

 

また、平成 22年度の各病院の業績は（表 2章－Ⅰ－2）のとおりである。 
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（表 2 章－Ⅰ－2）平成 22 年度病院ごとの業績 

(単位：百万円) 

 循環器・呼吸

器病センター 

がん 

センター 

小児医療 

センター 

精神医療 

センター 
合計 

医業収益 8,480 11,565 8,408 1,269 29,722 

医業費用 9,770 12,705 10,356 2,610 35,442 

医業損益 △1,291 △1,140 △1,948 △1,341 △5,719 

医業外損益 1,473 1,680 2,153 1,365 6,671 

純利益 182 540 204 25 951 

出典:平成 22 年度埼玉県病院事業会計決算事業報告書から作成 

 

３.検討すべき課題 

 

以上のように、病院局は、不断の経営努力により、「県立病院改革推進委員会」の提

言の目標を達成し、平成 22 年度に 4病院ともに純利益を計上していることは、十分に評

価できるものと考える。 

しかし、県財政や県立病院経営をとりまく環境はますます厳しさを増しており、新た

な手法の導入等による業務改革に本格的に取り組み、より一層の経営改善を推進しなけ

ればならない状況となっている。 

病院局が検討すべき課題については、第 3 章で詳細に述べるが、ここではその主な要

点を記載することとする。 

 

（１）一般会計繰入金 

地方公営企業には、独立採算の原則に基づき、常に企業の経済性を考慮して効率的

運営を行うことが求められている。しかし、事業の性質上経営に伴う収入を充当する

ことが適当でない行政的経費や、経営収入のみをもって充てることが困難な不採算経

費等については、一般会計から繰り入れることができる。繰入金の具体的な金額の積

算基準や設定する細目は、地方公営企業法や同法施行令に基づき、各公営企業が合理

的に判断するものとされている。病院局においては、これらについては予算編成時に

決定している。 

今回一般会計繰入金の算定方法の妥当性を検証した結果、積算基準及び計算過程に

ついて再検討すべき事項が見受けられた。具体的には、高度医療を行うための職員の

充実に要する経費、研究施設の運営に要する経費、結核病床の運営に要する経費、リ

ハビリテーション部門の運営に要する経費、デイケアセンターの運営に要する経費、

保健・遺伝部門の運営に要する経費、精神医療センターの運営に要する経費、小児医

療センターの運営に要する経費、企業債償還元金に要する経費についての算定方法が
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挙げられる。 

一般会計繰入金は、県民の税金を使用することから、繰入金の算定方法について県

民の理解を十分に得られるよう、より合理的かつ明確に定めるべく再検討する必要が

ある。 

 

（２）埼玉県立病院経営健全化第 3次フォローアッププラン 

県は、平成 19年に総務省から示された「公立病院改革ガイドライン」に沿った「埼

玉県立病院経営健全化第 3 次フォローアッププラン」を策定し、当プランに従って平

成 21年度から平成 23 年度までにわたって経営改善に取り組んでいる。 

① プラン達成状況の公表 

プラン達成状況の公表は、病院局のホームページに開示されていたり各病院の

ホームページに開示されていたりと、一元的な開示がなされておらず、県民に

分かりにくい公表方法となっている。また、本来はプランに掲げられた項目す

べてについて達成状況を開示すべきと考えられるが、一部項目が開示されてお

らず、その理由の説明がなされていない。「県民の方を向いた、患者さんのた

めの医療」が県立病院の使命であることから、県民に分かりやすい形でプラン

の達成状況を開示すべきである。 

② プラン達成状況の県によるモニタリング 

プランの達成状況の県によるモニタリングすなわち、目標達成状況の進捗管理、

未達成項目の洗い出し、対応方針の策定等が十分に行われていない。また、達

成状況も目標値と対比する形で開示されていないため、県民がその達成状況を

把握するのは困難である。モニタリングの実施頻度・方法等につき検討し、適

切な管理体制を構築すべきである。 

 

（３）経営形態（地方独立行政法人化）の検討 

第 3次フォローアッププランにおける経営形態見直し計画として、平成 21年度中に

地方独立行政法人に移行することの是非を検討することが掲げられ、先行事例の収支

の改善状況を検証すること及び 4 病院一括あるいは個別病院ごとのどちらが有利かを

検討する旨、記載されている。 

平成 23年 3月に病院局から地方独立行政法人化の検討結果が公表され、その中で「当

面、全部適用を継続することとして、独立行政法人制度は導入しない。」という結論

が出されているが、個別病院ごとの移行については検討されていない。地方独立行政

法人化を検討するに当たっては、個別病院で移行する場合と県立病院全体で移行する

場合のメリット・デメリットを勘案した上で意思決定をする必要がある。 

また、この検討に当たり、具体的な計数を用いた分析が行われていない。県立 4 病

院すべてが専門病院であるという特殊性からは、地方独立行政法人化した病院のうち
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専門病院を有する法人の財務指標との比較を行うなど、具体的な計数を用いた分析を

行い、経営改善の余地がないか検討する必要がある。 

 

（４）地域医療の推進 

第 3 次フォローアッププランにおいて「地域医療支援病院として地域医療機関を支

援し、継続した医療を提供する。」と記載されているが、紹介率・逆紹介率ともに下

降傾向で推移している。 

現在、地域医療連携に関する具体的施策の立案及び進捗管理は各病院任せとなって

いるが、地域医療の推進は「県民の方を向いた、患者さんのための医療」という使命

を果たすために非常に重要な要素であるため、各病院が独自に対応するだけでなく、

病院局がその中心となって地域医療の推進を図ることが重要である。 

なお、地域連携を推進するに当たり、地域提携クリティカルパスは有用なツールで

あるため、その導入を積極的に検討すべきである。地域連携クリティカルパスとは、

急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療

を受けるすべての医療機関で共有した上で、各医療機関の役割分担を含めた診療内容

をあらかじめ患者に提示・説明することにより、患者が安心して医療を受けることを

可能とするツールである。またこのツールを利用することにより、医療機関ごとの診

療内容と治療経過、最終ゴール等が診療計画として明示され、回復期病院では患者が

どのような状態で転院してくるかを把握できるため、改めて状態を観察することなく、

転院早々からリハビリを開始できることとなる。地域連携クリティカルパスの作成に

より、医療連携体制に基づく地域完結型医療が実現できると考えられる。 

 

（５）DPC の導入 

DPC とは、従来の診察行為ごとに計算する「出来高払い」方式とは異なり、入院患者

の病名や症状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省が定めた 1 日

当たりの診断群分類点数をもとに、医療費を計算する新しい定額払いの会計方式をい

う。DPC 導入の下ではコスト管理の徹底と医療の質の向上が求められるが、膨大な診療

情報やデータを有効活用することで、ベンチマーキングが可能となり、DPC によって医

療の質、効率性及び収益力を高めることができることは、病院経営にとって大きなメ

リットとなる。 

循環器・呼吸器病センターは、平成 21年度から DPC 対象病院として運営を行ってい

る。がんセンター及び小児医療センターは、平成 23 年 10 月に平成 24 年 4 月から DPC

準備病院へ移行する届出を行い、平成 26 年度に DPC 対象病院となる予定であるが、が

んセンター及び小児医療センターの DPC 準備病院移行に当たり、具体的な影響度分析

が実施されないまま、平成 22年度に病院局として移行する方針を決定している。 

また、平成 21年度に DPC 対象病院となった循環器・呼吸器病センターでは、年間約
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2 億 3千万円の増収となった分析結果があるため、上記 2病院の DPC 準備病院への移行

については、早期移行を目指し、具体的な検討を実施すべきであった。 

 

（６）患者未収金 

患者未収金は、財務会計システムと医事会計システムとの間で 1,980 千円の差異が

生じており、もはや原因調査及び解消が困難であるため、財務数値を減額修正する必

要がある。 

1 年を超えて滞留している過年度未収金は、退院患者の後払い又は分割未払い分と外

来患者の未払いが長期に滞っているものであり、平成 18 年度末残高 133 百万円に比べ

平成 22 年度末残高は 204 百万円と年々増加しており、患者未収金残高の 74％を占めて

いる。したがって、未収金の発生や回収の対応により努めるべきであるが、現在の対

応につき下記の点を検討する必要がある。 

① 外来患者が診療当日に支払わない場合、患者は納入通知書に記載されている 15

日以内に支払うこととなっており、長期間の支払猶予が与えられている。外来

患者の医療費は 1 件当たりの金額が相対的に小さいにもかかわらず、滞留すれ

ば回収には相応のコストが発生するため、回収コストが低くて済む短期間のう

ちに回収する必要がある。したがって、外来患者の回収対応を別途マニュアル

化し、実践する必要がある。 

② 現在の未収金回収マニュアルでは、支払期限の翌日から起算して 40日以内に督

促状を発行するとしているが、早期に確実に回収するという観点からは、明ら

かに遅い。発行期日を例えば納入期限後の 15 日程度に短縮することを検討する

とともに、督促状を発行した場合はそのフォローを迅速に行う必要がある。 

③ 滞留未収金の会計処理に関し、現在の地方公営企業法上貸倒引当金の計上は強

制されていないが、平成 26 年度より適用される新地方公営企業法においては、

当該引当金の計上が必要となる。これに備えて、債権管理規程等を整備して債

権を区分し、区分に応じた管理を行うことが必要である。 

 

（７）領収書管理 

医事会計システムから出力された納入通知書（請求書）兹領収書（以下「納入通知

書」という。）は、請求連番管理となっており、窓口不正のリスクが高い状況となっ

ている。このリスクを軽減させるための防止策を講じる必要がある。例えば、窓口収

納分にかかる領収書については、請求番号とは別に入金番号が領収書に付番されるよ

うに様式を見直すことも視野に入れ、医事会計システムを改修する等が考えられる。 

システム上、全く同じ番号の納入通知書を再発行することが可能となっており、こ

れを悪用した収納金の不正が発生するリスクがある。この防止策として、再発行した

納入通知書に別途連番を付すという方法があるが、この対応が困難であれば、システ
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ム画面上又はリストにより再発行したことが完全に履歴として残るようにし、別の担

当者が当該履歴を確認するという統制手法等が考えられる。 

 

（８）医業未収金 

病院は、診療月の翌月に受診した内容を診療報酬請求書（以下「レセプト」という。）

にまとめて審査支払機関に請求する。しかし、請求した額の全額の支払いを受けるわ

けではなく、形式的な不備があるレセプトは、病院に返却される（返戻）。また、請

求内容自体もチェックされ（査定）、診療内容に疑問があると判断された場合は請求

を減点して支払われる（査定減）。これに対し、病院は、査定内容に疑問があれば、

再審査請求を行うことができる。 

小児医療センターでは、全ての減点レセプトについて、院内の保険委員会で内容を

検討の上、再審査請求を行うかを検討している。しかし、再審査可能と判断したレセ

プトの再請求手続きが遅れており、平成 23 年 1 月の保険委員会で再審査請求可能と判

断した分以降、尐なくとも 125 件以上の再審査請求可能なレセプトが滞留しているの

で、これらを速やかに請求する必要がある。この滞留を防ぐために、再請求可能なレ

セプトについての管理台帳を作成し、再請求時に請求日を記入することで未請求分を

明確にし、毎月上席のチェックを受けることが望ましい。 

 

（９）医薬品及び診療材料 

① 後発医薬品の使用促進 

 後発医薬品は、一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品

に比べて薬価が安くなっているため、これを使用促進することは患者の医療費

負担の軽減、医療保険財政の改善になる。県立病院の後発医薬品割合は、平成

23 年度第 2四半期の薬剤料ベースで 3.9％、品目数ベースで 8.1％と低い割合で

あるため、使用促進について、薬剤部任せにするのではなく、病院長のトップ

ダウンにより病院全体として取り組むべきである。また、既に後発医薬品の使

用実績があり、評価された品目については、県立病院全体で情報を共有し、使

用促進をより一層図るべきである。さらに病院局が、各病院に具体的数値目標

や期限を設定させ、進捗管理をすることが必要である。 

② SPD の導入 

 SPD とは、主に診療材料等の物品・物流管理業務をいい、消費払い方式による

SPD では病院の在庫は業者の預託品とすることから、病院は在庫の削減が可能と

なる。そのため、他の公的病院では SPD の導入を目標に掲げ、在庫を 4 割削減

しているケースもある。 

 しかし、県立病院は消費払い方式による SPD は導入しておらず、具体的な検

討も十分ではない。多くの公的病院が既に導入し大きな在庫削減を図っている
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ことと、がんセンターと小児医療センターでは DPC 導入を控えていることを勘

案し、病院局も含め県立病院は、早期に SPD の導入による効果等につき、一層

具体的な検討を行う必要がある。 

③ 共同購入 

 医薬品は「医薬品共同購入委員会」によって、診療材料は「診療材料ワーキ

ング・グループ」によって共同購入を推進してきている。平成 22 年度の年間購

入額ベースでは、医薬品の共同購入の割合は 85％と高い水準であるが、診療材

料は 6％とまだ低い水準であり、診療材料の共同購入の促進が必要である。その

ための留意事項は以下のとおりである。 

 共同購入推進のためには、短期・中期的に対象品目をどれだけ増やすかな

ど具体的な達成目標を設定することが有効である。 

 診療材料の規格の統一を積極的に検討し、統一できる品目は共同購入に切

り替えるべきである。 

 共同購入の目標の決定は病院のトップの判断で行うべきであるが、その目

標を具体的に実行する段階では、専門的知識を持った医師の理解や協力が

必要なため、「診療材料ワーキング・グループ」の検討状況を病院幹部会

議などで報告する等、理解・協力を得る仕組みづくりが必要である。 

 共同購入による費用削減効果について、診療報酬改定や相場の変動により

その測定が難しい場合もあるが、例えば共同購入する前後の予定価格と落

札額との比率でとらえる手法等により、実質的な効果を測定する必要があ

る。 

④ 医薬品・診療材料の会計処理 

 医薬品については、医薬品倉庫に在庫するものは棚卸資産に計上し、医薬品

倉庫から薬剤室等へ出庫された時に費用処理している。これは、倉庫から払い

出された医薬品はおおむね 1 週間以内に使用されると判断されることから、棚

卸資産に計上しないこととしている。このような実態であれば、かかる会計処

理は容認できるが、現実には倉庫在庫とほぼ同じ金額の在庫が薬剤室に存在し、

また薬剤室にある医薬品の廃棄が発生していることからも、薬剤室には必ずし

も短期的に使用されるもののみが保管されているとは限らないと推測される。

したがって、現在の会計処理を継続適用するためには、薬剤室等での適正在庫

数量をより厳格に定め、この基準に従った倉庫払出しを徹底する必要がある。

この運用は、医薬品の不正持ち出しの牽制にもつながるものと考える。 

 診療材料は、購入時にすべて費用として処理されているが、尐なくとも中央

材料室にある重要な診療材料については基準を設けて、期末に棚卸を実施して

棚卸資産として貸借対照表に計上しなければならない。 
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（１０）固定資産 

① 医療機器等は、埼玉県病院事業財務規程において年 1 回の実地棚卸を行うこと

となっているが、実施されていない。速やかに実地棚卸を行い、現物と固定資

産台帳の突合を行って不一致があれば、その原因を調査して必要な処理を行わ

なければならない。また使用状況の有無等も調査・報告し、今後の対応の検討

を行う必要がある。 

② 現在、医療機器購入の際の一般競争入札では、医療機器の本体価格のみで判断・

決定している。しかしこれらの中には、購入後に定期的に保守・修繕費用が発

生し、その金額も多額になるものもあるため、単に本体価格だけで判定するの

ではなく、保守・修繕費用も含めて判定するという方法を採用することを検討

すべきである。 

③ 現在、病院施設の中長期的な修繕計画が策定されていない。特に、循環器・呼

吸器病センターと精神医療センターについては、現有施設を今後も長期にわた

って使用する予定であるため、当該計画を策定して将来発生すると予測される

施設の維持管理コストを把握し、資金の捻出についてもあらかじめ検討してお

く必要がある。また、施設移転を予定しているがんセンターや小児医療センタ

ーについては、建物竣工・移転後に、中長期修繕計画を策定するべきである。 

 

（１１）委託契約 

経営効率化のための経費削減・抑制対策として、委託業務についても委託費の削減

を推し進めている。委託業務の中には、県民の医業行為に直接・間接に影響を与える

ものが多いため、業務の委託によってサービスの質を低下させることがあってはなら

ない。したがって、毎事業年度に、委託業者の業務を評価し、その結果、不都合があ

れば業務の改善要求又は契約継続の適否の判断をする必要がある。 

しかし、現状各病院は、毎月の委託料の支払い時に、職員による業務内容の確認は

なされているものの、委託業務の実施状況の統一的な評価は行ってはいない。契約時

に取り交わした仕様書に基づいた項目につきチェックすべき点をチェックリスト化し、

詳細な評価を実施して、必要に応じ業務改善指導や次期契約への反映に有効利用する

必要がある。 

 

（１２）IT システムの導入と全般管理 

① 循環器・呼吸器病センターでは、平成 22年 4 月から新オーダリングシステムを

稼働させ、平成 22年 7月から電子カルテシステムを稼働させる予定であったが、

オーダリングシステム稼働時に不具合が生じたため電子カルテシステムの稼働

は 9 月へと延期となった。がんセンターの電子カルテシステムの導入に当たっ

ては上記の問題点を考慮し、IT コンサルティング会社にシステム開発の進捗管
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理を業務委託し、適時適切な助言を得ながら慎重に対応した結果、特に混乱も

なく平成 23 年 9 月より電子カルテシステムを稼働している。また、小児医療セ

ンターは平成 25 年 10 月からの電子カルテシステムの導入を予定し、外部の IT

コンサルティング会社が中心となってシステム機能の検討・調整を進めている。

以上の一連の電子カルテ導入の対応を見ると、電子カルテ導入に当たっての IT

コンサルティング会社の仕様・作成、調整、開発進捗管理等のノウハウが十分

に蓄積されていないといえる。これらを部局内に蓄積し、今後の電子カルテシ

ステムの導入・更新時に有効に活用する必要がある。 

② 病院の IT依存度は格段に高くなってきており、ITシステム全般の管理は経常的

に行う必要があるため、庁内における高度な IT技術を持つ人材を育成しなけれ

ばならない。また、各病院の IT 管理は各病院が個別に行っており、県立病院の

システムを一元管理する専門部署・専門家が不在となっているため、その必要

性につき具体的に検討することが望まれる。 

③ 現状の医事会計システムは、入金管理上のリスクがある。当該リスクに対処す

るために、個人ごとの IDとアクセス権の設定、パスワード管理、例外操作の操

作ログ管理をしっかりと行う必要がある。 

 

（１３）病院職員のモチベーション及び患者満足度 

病院運営においては、各施設で働く職員のモチベーション、労働環境などを適時・

適切に把握し、これらの水準を高く維持しなければならない。また施設に入院、来院

している患者からは、施設の利用や職員の応対等に対する満足を得るために、患者か

らの要望・不満を取り入れて改善していく必要がある。以上の観点での検討事項は以

下のとおりである。 

① 各病院とも、今後も業務の効率化、県に対し業務量に合わせた人員の要求、適

切な人員配置などを推進し、病院職員の時間外勤務時間の減尐など労働条件を

改善させることが望まれる。 

② 病院局及び各病院は、長時間労働となっている職員に対し、業務の効率化を含

めた具体的な改善措置を継続して検討することで、職員の心身の健康を維持さ

せ、疲弊による離職を事前に防止することが望まれる。 

③ 循環器・呼吸器病センター及びがんセンターでは、非常勤職員が月次で作成し

た出勤簿に対して上長が確認した証跡が残されていないため、早急に改善すべ

きである。 

④ 職員満足度調査は看護師だけではなく、人材確保が極めて困難な医師も調査対

象とすべきであり、調査の結果改善すべき項目について、病院局は引き続き具

体的な改善のプランニングを行う必要がある。 

⑤ 建築年月が古く入居率の低い職員公舎に関して、病院局は具体的な利活用方法
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を検討すべきである。 

⑥ 患者満足度調査の結果、毎年継続して不満項目となっている事項については、

具体的に改善策を検討・実施し、フォローを行う必要がある。 

 

（１４）会計制度 

地方公営企業法の政省令が改正され、平成 26 年度の予算・決算から新しい地方公営

企業会計制度が適用されることとなった。新会計制度の主な改正点は、借入資本金の

負債計上、みなし償却の廃止、各種引当金の計上義務化、減損会計の導入、キャッシ

ュ・フロー計算書の作成義務付けなどが挙げられる。平成 26年度からの適用とはいえ、

これらの改正に対応するためには相当な準備を要するため、病院局は今年度中にも導

入のスケジューリングを行う必要があると考える。予算も対象となるため、平成 25年

度半ばまでには、会計システムの改修を含めた新会計制度への対応を完了させる必要

がある。 
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Ⅱ.環境事業に関する財務事務の執行について 

 

１.埼玉県環境基本計画 

 

県の環境基本条例の基本的理念である「健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境へ

の負荷の尐ない持続的に発展することができる循環型社会の構築」を図るため、環境の

保全及び創造に関する施策を総合的・計画的に推進するために「環境基本計画」が策定

された。環境基本計画は、平成 8年 3月に初めて作られ、平成 19年 3月に第 3次計画（平

成 19年度から平成 28 年度までの 10 年間）が策定された。なお、社会経済や環境の状況

等の変化に対応するため、おおむね 5 年を目途に計画を見直すこととしており、平成 23

年度中に見直す予定である。この計画の役割と性格は以下のとおりである。 

① 環境の保全と創造に関する長期的な目標と施策の全体像を明らかにすることによ

り、県行政の各部門における環境の保全と創造に対する共通認識を形成し、施策

相互の有機的連携を図る。 

② 環境に影響を及ぼす県の各種計画の策定や施策の実施に対し、環境の保全と創造

を図る上での指針を示す。 

③ 県民、事業者、行政等の各主体の環境の保全と創造に関する協働による取組を進

めるための指針を示す。 

第 3 次環境基本計画においては「恵み豊かで安心・安全な地域社会の実現」、「持続

可能な循環型社会の構築」、「環境の保全と創造を推進する協働社会の構築」という 3

つの長期的な目標を設定している。そして、この 3つの目標ごとに 17 の施策展開の方向

を示している。さらに当該計画策定時において、今後 5 年間で重点的に取り組む施策と

して 28 の重点取組施策を設定し、44 の重点取組施策指標により進行管理を行うとしてい

る。 

環境基本計画の推進・管理については、環境部（環境政策課）が指標の達成状況の把

握及び評価を行い、各部局ではその評価に基づき、目標達成に向けた改善を検討し事業

を推進するというマネジメントサイクル（Plan→Do→Check→Action）に基づき行われて

いる。 

また、計画の進捗状況の評価は、県環境審議会や「環境の状況に関する年次報告書」

により県議会に報告するとともに、環境白書及び県のホームページを通じて、広く情報

の開示を行い、意見・提言を求めている。 

 

２.環境事業実施後の事業評価 

 

以上、県の環境政策に対する取組を概説したが、環境事業の推進は、長期的展望に立

って行われることによって県民に歓迎されるものである。しかし一方で、県財政は厳し
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い状況が続いており、環境事業への適切な財源配分ということにも努めなければならな

いことは言うまでもない。また、実施した事業施策を事前に設定した目標数値とどのよ

うに対比して、どのように評価するかということも重要である。 

環境基本計画では、17 の施策展開の方向ごとに、28 の重点取組施策と 44 の重点取組

施策指標を設けている。個別の施策によっては、直接的にある指標に関連するものがあ

るものの、多くの場合は関連する各施策の組み合わせによって目標達成を図るものとな

っており、現状ではこれらの各施策と指標との関係が明確となっていない。このため、

各々の目標達成に誰が責任を持ち、どれだけの予算措置がされているのか、各施策が目

標達成のためにどのように貢献しているのかといった点が曖昧となっている。 

しかしながら、一般的に環境関連の施策については、その成果の評価を単純な費用対

効果では図りにくい場合がある。したがって、部門を越えた情報共有、目的意識の醸成、

施策の連携を図るとともに、各施策の全体としての進捗状況や、各施策がどのように総

合的に調整されているのかについて、より分かりやすく情報発信する工夫と改善が期待

される。 

 

３.検討すべき課題 

 

県が実施している環境事業の中からいくつかの事業を選定し、その事業内容や実施手

続き等の監査を行った結果、検討すべき課題については、第４章で詳細に述べるが、こ

こではその主な要点を記載することとする。 

 

（１）大気汚染常時監視測定局整備事業費（環境部大気環境課） 

本事業は、大気汚染常時監視測定体制を整備、充実することにより、大気汚染状況

を的確に把握し、大気汚染から県民の健康を守り、生活環境を保全することを目的と

した事業である。現在、国が設置し県で管理している測定局及びまた大気汚染防止法

上の政令市等の測定局の計 87局で常時監視を行っている。自動測定機器の整備・保守

点検・更新を適切に行うことで、機器の安定的稼働を保っている。測定方法は「環境

大気常時監視マニュアル」に基づいて行われ、測定結果をとりまとめた報告書を毎年

作成し公表している。 

測定機の設置台数は、環境省の定めに準拠すべきであるが、この基準台数に満たな

い測定機があるため、経済的負担も考慮の上、優先順位をつけて整備を図る必要があ

る。 

光化学スモッグ注意報発令日数は、埼玉県は全国でワースト 1 の状況が継続してい

るので、その削減を目指して国とも連携し、更なる対策の推進を行うことが必要であ

る。 
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（２）浄化槽整備促進事業費（環境部水環境課） 

本事業は、水質汚濁の原因の約 72％を占める生活排水の対策として合併処理浄化槽

（し尿と生活雑排水を処理）の設置費を助成している市町村に補助金を交付し、合併

処理浄化槽の設置を促進させ、公共用水域の水質の改善を図ることを目的としている。

県は、浄化槽整備促進事業に昭和 63 年度から取り組んでいるが、本事業においては浄

化槽の本体及び本体工事費の補助と、単独処理浄化槽（し尿のみを処理）等の処分費

の補助を行っている。本体及び本体工事費の補助は、国庫補助事業にも相当するもの

である。これは市町村が、浄化槽設置者に対し、合併処理浄化槽の設置に要する費用

を補助する場合、県がその費用の一部を市町村に対し補助する事業である。一方、処

分費の補助は、合併処理浄化槽への転換促進のため、県の単独事業として行っている。 

平成22年度末における埼玉県の生活排水処理人口普及率は88％と全国平均を1.1ポ

イント上回り、浄化槽の設置基数は平成 21年度末において全国 3位であるが、合併処

理浄化槽の設置割合は 32.2％と全国平均を 4.4 ポイント下回っている。 

浄化槽を含む生活排水処理施設の普及を推進するため、県は平成 23年 3月に「生活

排水処理施設整備構想」を改定し、平成 37 年度に生活排水処理人口普及率を 100％と

することを目標とした。この目標実現に向けて、平成 23 年度から新たな補助制度を導

入し、合併転換への個人費用の負担軽減を図っている。この取組の継続によって、合

併処理浄化槽への転換を促進し、構想の目標を着実に達成することが望まれる。 

一方で、浄化槽の機能を適正に保ち、放流水の水質の技術上の基準を満たすために

は、浄化槽の維持管理が重要となる。浄化槽の管理者は、浄化槽法第 7条（以下「7条

検査」という。）に基づく設置後の水質検査と、浄化槽法第 11 条に基づく定期検査（以

下「11条検査」という。）を受けなければならないとされている。しかし、平成 21 年

度の埼玉県の受検率は、7条検査が 65.4％（全国平均より 25.4 ポイント低い）、11 条

検査が 5.5％（全国平均より 23.2 ポイント低い）という状況であった。 

7 条検査については、県は平成 21 年 1 月より浄化槽設置指導要綱を改正するなどの

取り組みにより大幅に改善されているので、受検率向上のための取組を今後も徹底し、

継続してほしい。11 条検査については、県は平成 23 年度から新たな制度を導入すると

ともに、地域コミュニティを活かした啓発活動に市町村等と連携して取り組んでいる。

受検率向上のための新たな制度の定着に向けて、今後も浄化槽業界への指導とともに、

県民への啓発活動を継続して行う必要がある。 

 

（３）まちのエコ・オアシス保全推進事業費（環境部自然環境課） 

本事業は、都市周辺の多様な生き物が暮らす水辺空間や平地林等で、地域住民のオ

アシスとして親しまれる身近で貴重なみどりを緊急に保全し、地域の自主・持続的な

活動によって守りながら、次世代に良好な自然環境空間を引き継いでいくことを目的

としている。「彩の国みどりの基金」を財源とし、平成 20 年度から 23 年度にかけて
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実施している事業である。みどりの基金とは、みどりの保全と創出のため、平成 20年

4 月に自動車税の一部を財源として創設された基金であり、毎年自動車税に係る歳入の

1.5％相当額と、寄付金を繰り入れている。（平成 22 年度の基金の規模は約 14 億円） 

県により保全地が取得された後は、主体が地域（住民、自然保護団体、企業、市町

村等）となり、保全管理が自主的・持続的な活動により実施される。保全管理の実効

性を担保するために、県は保全地の周辺地域と協定を締結することが望ましいとして

いる。しかし、第 3 号地においては協定を締結せずに、ムサシトミヨ保全推進協議会

規約中に保全地の管理に関する内容を織り込むことを調整中である。保全地の維持管

理に関する責任の所在を明確にするため及び実効性のある維持管理を行うため、当該

調整を早急に完了するよう努めるべきである。 

また、将来に亘っての具体的な保全管理計画が一部の保全地において策定されてい

ない。保全地が県有地であることから、長期的な保全が有効に実施される具体的な計

画を保全地ごとに策定するなど、県が適切な保全管理に努めるべきである。 

 

（４）みどりの園庭・校庭促進事業費（環境部みどり再生課） 

本事業は、ヒートアイランド現象の緩和を図るとともに、園児・児童がみどりにふ

れあうことでみどりの大切さを知り、将来に向けての環境意識の醸成を図ることを目

的とし、県内の幼稚園・保育所の園庭、小・中・高等学校等の校庭の芝生化を促進す

るため、芝生化を実施する施設管理者に対して補助金を交付する事業である。事業開

始は平成 21 年度からで、同年度は国からの補助金で実施し、その後は県の単独事業と

して、彩の国みどりの基金を財源として実施している。本事業は平成 23年度より「身

近なみどり重点創出事業」に統合されている。 

芝生化後は、県では実施した園を訪問して、その後の維持管理状況をチェックして

いる。但し現状においては、次年度以降の訪問計画が策定されていない。県としては

芝生化した園等に対し、必ず 1 回は訪問して維持管理の状況を確認する方針であるの

で、各年度において訪問する園のおおよその予定を策定し、一覧性のある管理表を作

成して効率的な管理を行う必要がある。 

 

（５）緑のトラスト運動推進費（環境部みどり再生課） 

本事業は、都市化の進展により緑が年々失われる現状において、緑の保全は緊急の

課題であることから、平成 2 年度より埼玉の優れた自然環境を緑のトラスト保全地と

して取得し、保全を行っている。昭和 60 年に設置された「さいたま緑のトラスト基金」

を財源としている。また、財団法人さいたま緑のトラスト協会と連携して、これまで

に取得した 11か所のトラスト保全地の保全管理を行うとともに、緑のトラスト運動の

普及啓発を積極的に推進していくことを目的としている。なお、保全地の取得に関す

る財政負担は県が 2/3、保全地のある市町村が 1/3 の割合となっている。取得後の保全
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管理は、県及び市町村がそれぞれ所有権を有する保全地に対して行っている。 

県は保全地の取得後、自然環境を調査し、各々の保全整備基本構想を立案している。

この基本構想において、保全地の整備内容と整備後の管理内容を策定し、トラスト協

会がこれを参考にして、県から委託された保全管理業務を行っていく。 

しかし、トラスト協会に保全管理を委託するに当たり、保全地ごとの仕様書を定め

ておらずすべての保全地に対する包括的な仕様書としている。保全管理の方法は、本

来各号地や年度で異なってくるはずであり、当然仕様書にも反映されるべきものであ

る。また、県による委託業務検査は、トラスト協会からの実績報告書などを基に実施

して、「合格」の検査意見を出しているが、当該意見に至ったプロセスにより客観性

を持たせて、保全管理が適切になされていることを明確にする必要がある。そのため、

保全地ごとにより具体的な仕様書を作成し、県による委託業務完了検査時において、

検査項目のチェックリストを作成し、検査実施のプロセスを文書化する等の仕組みを

作るべきである。 

また、保全整備基本構想は長期的なスパンを基に作成しているため、現時点では見

直しを行っていない。しかし、1 号地の取得からはすでに 20 年を経過しているなど、

今後も経過年数の多い保全地が増えていく。したがって、当初の整備構想のままで問

題ないかにつき、有識者も交えて検討すべきである。 

 

（６）公共関与による資源循環モデル事業費及び彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業費（環

境部資源循環推進課） 

本事業は、廃棄物の最終処分（埋立）事業と、彩の国資源循環工場整備事業であり、

環境整備センター（大里郡寄居町大字三ケ山）において事業が行われている。 

埋立事業は、廃棄物最終処分場の確保が困難な市町村、中小企業等の適正な処理を

確保するため、県営最終処分場を運営する事業である。現在、3号埋立地で最終処分を

行っており、センター構内での埋立キャパシティ 221 万トンに対し平成 22年度末時点

での埋立率は 65.2％となっている。景気の低迷やセメント工場のリサイクル実施など

の影響もあって、急速に埋立量が減尐してきており、平成 22 年度の年間埋立量は 4.2

万トンと当初予測の 10万トンを大きく下回っている。県は、環境整備センターの総事

業費を埋立手数料で賄うという方針であり、現在の手数料単価は 100 ㎏当たり 1,800

円となっている。 

彩の国資源循環工場整備事業は、循環型社会の実現に向けて環境分野をリードする

先端技術産業などを集積する事業である。埼玉県を持続可能な循環型社会に導くため

には、ゼロ・エミッション（あらゆる廃棄物の環境への排出をなくし、大気や水など

の環境への負荷を一切なくしていこうとする考え方）の実現を目指した廃棄物の適正

処理とリサイクルに向けた循環産業の育成が求められている。そこで県では、センタ

ーの敷地内に、環境分野での先端技術産業を誘導・集積し、民間の有する技術力・経
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営力と公共の有する計画性・信頼性を生かし、透明性の高い住民合意システムの下に

「彩の国資源循環工場」を整備し、事業を推進してきている。現在 8 企業の工場が稼

働している。資源化率（工場で分別処理・加工等によって廃棄物を製品化して再生利

用する率）が、本事業の重要な指標であり、平成 22 年度における 8工場の資源化率の

平均値は 94.6％と、計画値の 93％を上回っている。 

さらに、これらの継続事業として平成 17 年度より彩の国資源循環工場整備第Ⅱ期事

業構想を立ち上げ、平成 22 年度より実施している。これは、廃棄物の県内処理率を向

上させ安定的な最終処分の受け入れ先を確保し、より一層の循環型社会の実現を目指

すことが県に求められており、対象地がセンターに隣接しているので事業が効率的に

行われること、そして内陸県である埼玉県が他に最終処分場候補地を得ることが困難

ななか、既に自治体や近隣住民との間で十分な理解と信頼関係を築いている地域で事

業が継続できることなどの理由により実施されたものである。 

しかし平成 25 年度に完了予定の本事業の事業費見込み額は用地取得費を含めて 66

億円と多額であり、平成 23 年度に試算した環境整備センターの総事業費は累計で 667

億円にものぼると見込まれている。かかる大規模な事業に関しては、現状分析や将来

の社会情勢・環境状況を斟酌して綿密かつ合理的な事業計画を策定し、総事業費の予

測、総事業費からの埋立手数料の算定、事業収支の予測を行う必要がある。県が平成

23 年度に行った総事業費の算出は、平成 22 年度までの実績額、23 年度予算、24 年度

から 52 年度までの工事費、起債利子、人件費、運営費、埋立費の積み上げ額及び埋立

終了後の 53 年度から 10 年間の浸出水処理額を合計したものである。また、廃棄物の

年間埋立量は、4.2 万トンで推移すると予測している。これにより、埋立手数料は、現

在の100㎏当たり1,800円から平成24年4月より2,100円に改定することが決定した。 

本事業に関して県議会へは、平成 21 年 2 月、22 年 2 月、23 年 2 月の定例会におい

て、目的、事業内容、スケジュール、予算並びに最終処分場と工場用地の規模、企業

誘致の内容等を説明している。環境整備センターの総事業費予測値及びこれを基に算

定した埋立手数料についての説明は平成 23 年 12 月の定例会で行っている。本事業の

開始に当たり、本来は、環境整備センターの総事業費の予測値や埋立手数料、事業収

支予測などは事前に議会に説明し、了解を得る必要があったと考える。さらに、本事

業は県の財政から見て重要であり、事業目的や事業計画、総事業費の予測値等を県民

に公開し、県民の理解を得るための県の説明責任を果たすことが重要であると考える。 

埋立手数料単価を現行の 1,800 円から約 17％アップの 2,100 円に改定することにつ

いて、市町村や民間搬入業者に対して理解と協力を得て目標埋立量を達成できるよう

に引き続き営業努力すべきである。また、年間埋立量を 4.2 万トンと見込んでいるが、

この実績を注視し、必要に応じて料金の見直しや事業計画の再検討を行い、適時に議

会での説明をする必要がある。 

第Ⅱ期事業においては、資源循環工場と一般工場あわせて 7，8工場の誘致を平成 24
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年 2月までに完了し、その後事業者との契約締結、建物建設を実施して平成 25年度後

半から供用開始する計画である。しかし、平成 24年 1 月現在、選定対象事業者は 4事

業者と、計画に比べ誘致が遅れている。したがって、本事業の趣旨に沿った工場の発

掘に向け、厳格な審査を行いつつも、企業への訪問や説明会の開催など最大限の誘致

活動に努める必要がある。 

 

（７）排出量取引制度・CO2削減設備導入支援事業費（環境部温暖化対策課） 

本事業は、全国で東京都に次いで第 2 番目となる「目標設定型排出量取引制度」を

導入し、産業部門及び業務部門における地球温暖化対策を推進するに当たって、事業

者が実施する CO2排出削減設備導入を支援することにより、産業・業務部門の温室効果

ガスの削減取組みを促進するものである。平成 22年度から 2年間、補助事業を行うが、

全額、国の補助金を財源とする。この事業の実施によって生み出された CO2排出削減量

を、目標設定型排出量取引制度で活用することにより、効果的・効率的な地球温暖化

対策の更なる推進が期待されている。 

補助対象とする事業所によって補助メニューは「大規模排出事業所」と「県内中小

企業の事業所」用の 2 種類が設定され、前者は「トップランナー」「先端設備導入」

「通常」の 3種別を設けている。平成 22 年度は、大規模排出事業所の「通常」の案件

が 2件、県内中小企業が 7件と尐なかったが、平成 23年度は、大規模排出事業所の「ト

ップランナー」「先端設備導入」及び「通常」の案件がそれぞれ 4 件、2 件、11 件、

県内中小企業が 15 件の計 32 件が採択され、年間 CO2削減量は約 11,924 トン、法定耐

用年数 CO2削減量は約 178,856 トン、補助予算額は約 415,320 千円、補助予算額/法定

耐用年数 CO2削減量の平均は 2,322 円/トンとなっている。事業所採択の目安として補

助額/法定耐用年数 CO2削減量は、「トップランナーの」場合 800 円/トン以下、「先端

設備導入」の場合 1,000 円/トンと定められており、実績と目安とは乖離している。今

後、類似事業を実施する際には、各事業の CO2排出削減効果に関して、合理的かつ客観

的な下限値を設定する等、引き続き費用対効果の改善のための施策を検討する必要が

ある。また、費用対効果のより優れた案件の応募が増えるよう、企業側の計画期間や

準備期間を考慮し、複数年度の事業ビジョン・計画を示すことが望まれる。 

温室効果ガス排出削減効果は応募者が算定し、実績報告をすることになっているが、

県の確認・検証プロセスを強化する必要がある。また、本事業による削減目標や達成

指標等の効果指標は特に設定されていないため、事業の評価・改善が行われにくいと

考えられる。今後、類似事業については効果指標の明確化が必要である。 

 

（８）環境科学国際センター事業費（環境部環境政策課） 

本事業は平成 12 年に開設した環境科学国際センターにおいて、以下の 3つの目的を

果たすために実施されている。 
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① 環境情報の提供と環境科学の振興 

環境問題について総合的な調査・研究を行うとともに、環境情報の提供、大学

や企業との共同研究を進めるなど環境科学の振興に取り組む。 

② 環境学習の推進 

学校における環境教育等とともに当センターを拠点とした環境学習を行う。 

③ 国際協力の推進 

当センターを活用して海外の研究機関などとの研究・人的交流を図ることによ

り、国際社会が取り組むべき地球環境問題に、県もその一員としての役割を果

たす。 

環境科学国際センターは、試験研究・環境学習・国際貢献・情報発信の 4 つの機能

を有し、試験研究は、行政令達事業（県の委託事業）・自主研究事業・共同研究・外

部研究費を活用した調査研究に 4分類される。 

平成 21 年 2 月に策定された「環境科学国際センター研究所中期計画」には、行政令

達事業を除く試験研究の長期的展望とこれに基づく重点研究課題が定められている。

この重点研究課題は、研究進捗状況の確認、研究部会等での検討、部内各課等との協

議を経て環境部長決裁により設定される。試験研究の成果評価は、研究評価部会（内

部評価）、研究審査会（外部有識者）及び研究評価委員会（環境部幹部）の各段階で、

研究グループに対する評点付けを行い、その結果を各研究グループにフィードバック

しているが、研究テーマ間の評点比較は十分に行っているとは言えない。定量的な研

究評価手法や、外部有識者による研究審査会のより積極的な活用によって、さらに研

究者の競争意識を高める施策を検討すべきである。 

現状、個別研究テーマが、環境基本計画に基づく 17の重点施策にどのように関連し、

貢献しているのかが明確になっていない。しかし、現在進められている中期計画の見

直しにおいて、環境基本計画「施策展開の方向」と中期計画の重点研究課題の関係を

明確化する方向で作業を進めているので、この成果に期待したい。 

また、埼玉県においては光化学オキシダント環境基準の未達成が続き、健康被害も

起きている。光化学スモッグ発生を抑制する有効な対策の実施に至っていないことか

ら、県がより主体的に近郊の研究機関との連携による研究を推進することが求められ

る。さらに、必要な調査・研究に対して重点的に資源を配分することも検討すべきで

ある。 

 

（９）社会資本整備総合交付金（河川）事業（水辺）（県土整備部水辺再生課） 

本事業は、「清流ルネッサンスⅡ」として、水質改善事業や河川環境に配慮した河

川整備を進め、良好な河川空間を創出し、県民の河川環境への意識向上を図ることを

目的とした事業である。清流ルネッサンスⅡは、水質汚濁の著しい河川や平常時の河

川流量の減尐する河川を対象に、河川管理者、下水道管理者、地元市町村や地域住民
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等が一体となって、水質改善や水量の確保に取り組み、水循環の健全化を図るもので

あり、対象河川を国土交通省が選定している。また、本事業の評価指標は、各河川水

質に関する生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）値等とされている。 

BOD について、環境基本計画の平成 23 年度目標値よりも緩やかな事業目標が設定さ

れている地点がある。これは、環境基本計画の目標値は環境部が平成 18年度に設定し

たが、清流ルネッサンスⅡの目標値は、有識者や関係自治体及び地元住民で構成され

る地域協議会が平成 14、15 年度に設定したことによるものと考えられる。しかし、目

標値の設定者や設定年度が違っていても、同一地点に対し BOD という同一の環境指標

を目標値としていることから、目標値が異なることは第三者にはわかりにくい。した

がって、今後は、環境基本計画における目標値と、関連する事業目標値とを整合させ

る必要がある。 

水質に関する目標未達成の地点が、例えばBODについては28地点中9地点あるなど、

依然として多く見受けられる。このような未達成の地点については、更なる改善施策

の検討及び実行が必要である。 

 

（１０）水辺再生 100 プラン推進費（県土整備部水辺再生課）及び水と緑の田園都市・

水辺再生事業（農林部農村整備課） 

本事業は、県 5 か年計画「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」の「ゆとり」を実現す

るために、河川などの貴重な空間である水辺を生かしたゆとり・にぎわいの創出を行

うことを目的としている。「川の国埼玉 川の再生基本方針」に示された、川の豊か

な環境を再生し、県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる「川の国 埼玉」

を実現するという目標を達成するために、「水辺再生 100 プラン推進費」で 70か所の

河川、「水と緑の田園都市・水辺再生事業」で 30か所の農業用水合わせて 100 か所を

対象としたリーディング事業として位置づけられている。本事業は、平成 20 年度から

平成 23 年度までの 4年間にわたり、県単独事業及び一部は国庫補助事業として実施し

ている。 

事業候補箇所は、県民提案を参考としながら、選定要件、優先度（事業効果の高さ、

地元の熱意や熟度の高さ）、地域的バランスを考慮して選定するとしている。また、

選定された箇所では、地域住民、河川環境に関する活動をしている団体、関係市町村

などが参加するワーキングチームを作り、具体的な整備内容や事業範囲、整備後の維

持管理体制について詳細を決めて事業が実施される。しかし選定箇所ごとの事業計画

では、歳出に対する事業の実施効果の把握が十分ではなかったと考えられる。 

本事業では、事業全体の規模があらかじめ想定されていなかったが、これら選定箇

所ごとに作成された整備計画に基づき実施した 4 年間の総事業費は、結果として 122

億円と多額になっている。今後、同類の事業を行う場合は、水辺再生箇所の公募案内

にも記載されているが、事業費、効果などについてこれまで以上に配慮しながら取り
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組みを進め、事業の実施効果について県民によりわかりやすく説明する工夫が必要で

ある。 

 

（１１）県民参加による里山・平地林再生事業（農林部森づくり課） 

本事業は、県民参加により放置された里山・平地林を再生し、景観の向上や生物多

様性の保全など、公益的機能の高度発揮を図るとともに、新たに森林を造成し、憩い

の場を創造するなど、森林に関する意識の造成を図ることを目的としている。「彩の

国みどりの基金」を主財源とし、主に私有林を対象として以下の 4 つの事業を行って

いる。 

① 里山の再生 

広葉樹林などに進入する竹を伐採することにより、健全な里山に再生すること

を目的とする事業。 

② 平地林の再生 

都市部に近い平地林に繁茂しているササなどを刈払うことにより健全な平地林

に再生することを目的とする事業。 

③ 本多静六博士の森づくり 

本多博士が明治神宮の森を造成した時のコンセプトを取り入れて森林の尐ない

地域に新たに森林を造成する事業。 

④ 武蔵野の森再生 

病害虫の被害を受けたスギ林を対象に、スギを伐採し落葉広葉樹を植栽するこ

とにより武蔵野の雑木林を再生する事業。 

本事業においては、対象地の選定は現地調査のほか、森林簿や航空写真等を基礎資

料として、市町村と調整の上決定することとされているが、客観的で明確化された選

定基準や選定記録が作成されていない。本事業は主に私有林を対象に整備を行うもの

なので、公平性の観点から、事業対象地の選定過程を明確化する必要がある。 

また、事業実施前に所有者との間で維持管理に関する協定書を交わしているが、現

協定書には下記の課題があり、維持管理が有効に行い得ないことも想定される。 

 維持管理義務については所有者に対して強制力がない。 

 ボランティアや自治会が参加する場合とない場合があり統一されていない。 

 協定期間が 5年の場合と 10 年の場合があり統一されていない。 

 協定期間内に所有権の移転があった場合は、事後に届け出ることになっている。 

したがって、事業実施後の適切な維持管理のためには、①ボランティア等の有無や

協定期間の長さを踏まえて選定に優先順位を付す、②協定期間内所有権移転について

は事前に県に連絡を求めるなどの改善を検討するべきである。 

 

 



35 

 

（１２）森林整備加速化・林業再生事業（農林部森づくり課） 

地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成と、木材・木質バイオマスを活用した

低炭素社会の実現が求められる中、本事業は、「埼玉県森林整備加速化・林業再生基金」

を活用することにより、間伐や路網整備といった川上の事業、県産木材加工施設の整

備や間伐材の流通の円滑化といった川中の事業、県産木材を利用した公共施設やバイ

オマス利用施設の整備といった川下の事業を地域一体で実施し、間伐材等の森林資源

を活用した林業・木材産業の再生を図ることを目的としている。実施期間は平成 21～

23 年度の 3 か年であり、国(林野庁)からの国庫補助金によって上記基金を造成し運用

益と合わせて事業財源としている。 

間伐材の生産量は、平成 21 年度から本事業を実施したことにより、平成 13 年度の

生産量 5,206 ㎥に比べ平成 22 年度は 25,282 ㎥と大幅に増加している。しかし間伐材

の利用率は、平成 13 年度の 33％から減尐傾向が続き、平成 22 年度は 24％となってい

る。これは、最近では搬出が困難な場所での間伐が多くなっており、費用対効果の面

から現状では間伐材の搬出率を増やすのは難しいという理由による。しかし、今後間

伐等により森林整備を加速化し、間伐材等を活用して県内の林業・木材産業の再生を

図る事業を継続して実施するのであれば、間伐材の利用率を更に増大させる必要があ

る。そのためには、県が林業事業主体に本事業を活用して森林整備を実施する際の条

件とした、集約化実施計画（効率的かつ低コストで森林整備を実施するために策定す

る計画）が着実に実行されることが必要である。 

 

（１３）彩の国ゆたかなむらづくり整備事業（農業集落排水事業）（農林部農村整備課） 

本事業は、農村地域における資源循環の促進を図りつつ、農業用排水路の水質保全、

農業用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質

保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水又は雤水を処理す

る施設、汚泥、処理水又は雤水の循環利用を目的とした施設等を整備し、もって生産

性の高い農業の実現、活力ある農村社会の形成及び循環型社会の構築に資することを

目的としている。農業集落排水事業は国の補助事業であり、補助率は 50％である。こ

の他に県は、汚水処理場の建築費の 15％を交付金として補助している。 

本事業で財政的支援がなされるのは、公共管路施設の建設までであり、トイレの改

造や個人の宅地内の引き込み管路設置費用は個人負担である。したがって、既に農業

集落排水施設が整備されている地区において、下水管の接続率は平成 23年 3 月末現在

79.9％であり、未接続のままのものが 20％を超えている。農業集落排水施設を整備し

ても、各戸の宅地内配管と接続しなければ生活雑排水は処理されず、農業用排水路へ

流入してしまう。接続によって環境への負荷が大幅に改善されることを啓発し、接続

への働きかけを活性化することが必要である。 

また、県は平成 17年度までに採択された本事業については、末端受益戸数 2戸まで
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の管路施設に対しても補助を行っていたが、平成 18 年度からはこれを廃止している。

県は、平成 37 年度までに生活排水処理人口普及率を 100％とする目標を定めた。目標

実現のためには、末端受益戸数 2 戸までの管路施設に対する補助を復活し、市町村負

担を軽減することが望ましいと考える。 
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第３章 監査の結果 － 県立 4 病院における財務事務と経営管理について 

 

Ⅰ.県立病院の概要 

 

埼玉県内には、以下のとおり 4 つの県立病院があり、それぞれ採算面で民間病院等では

困難な高度・専門的な医療の提供、地域医療連携による県内医療水準の向上、県民ニーズ

に合った医療の提供といった共通の目的を持って運営されている。 

一方、埼玉県の財政は依然として厳しい状況が続いており、病院事業会計に対して今以

上の一般会計繰入金（税金）の投入を期待することは厳しい状況である。 

こうした中で、県立病院が高度で良質な医療を安定的・継続的に提供していくためには、

医療の質・患者サービスの向上に努めつつ、引き続き経営改善に取り組むことが必要であ

る。 

 

１.県立病院の種類 

 

（１）循環器・呼吸器病センター（昭和 29年 1月開設） 

 

出典：埼玉県立循環器・呼吸器病センターのホームページ 

 

ⅰ） 所在地 

埼玉県熊谷市板井 1696 

ⅱ） 敷地面積 

89,659.07 平方メートル 

ⅲ） 構造・延べ面積 

鉄筋コンクリート 5階建て他、延べ面積 37,104.81 平方メートル 

ⅳ） 病床数 

一般病床 268 床 結核病床 51 床 

ⅴ） 職員数（平成 23 年 3 月 31 日現在で非常勤を含む。） 

472 人（うち医師 55 人、看護師 302 人） 
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ⅵ） 主な業務・診療科目 

循環器系及び呼吸器系の疾患に関する医療の提供 

循環器内科・心臓血管外科・脳神経外科・呼吸器内科・呼吸器外科・消化器外

科他 8科目 

ⅶ） 1 日当たりの入院患者数・外来患者数（平成 22年度） 

入院患者数 259.8 人・外来患者数 312.4 人 

ⅷ） 公立病院として今後果たすべき役割 

循環器系疾患及び呼吸器系疾患に関する高度で専門的な医療を担う公的医療

機関として、「誠意と熱意をもって患者さんに接する」という基本理念を掲げ、

全職員が「患者第一」を信条として、患者さん中心の医療を提供していく。 

 

（２）がんセンター（昭和 50年開設） 

 

出典：埼玉県立がんセンターのホームページ 

 

ⅰ） 所在地 

埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 

なお、平成 25年度に新病院完成、移設予定。 

ⅱ） 敷地面積 

122,228 平方メートル 

ⅲ） 構造・延べ面積 

鉄筋コンクリート 6階建て他、延べ面積 48,423 平方メートル 

ⅳ） 病床数 

一般病床 400 床 

ⅴ） 職員数（平成 23 年 3 月 31 日現在で非常勤を含む。） 

620 人（うち医師 103 人、看護師 360 人） 

ⅵ） 主な業務・診療科目 

悪性新生物疾患に関する医療の提供 

乳腺腫瘍内科・消化器内科・呼吸器科・胸部外科・脳神経外科他 18科目 
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ⅶ） 1 日当たりの入院患者数・外来患者数（平成 22年度） 

入院患者数 357.4 人・外来患者数 790.3 人 

ⅷ） 公立病院として今後果たすべき役割 

埼玉県の中核的がん専門医療機関として、医学、医療の進歩に対応した設備と

機能を確保し、県民のがん医療に対するニーズに応えるため、がん克服に向け

て、高度で専門的な医療を提供していく。 

 

（３）小児医療センター（昭和 58年開設） 

 

出典：埼玉県立小児医療センターのホームページ 

 

ⅰ） 所在地 

埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 2100 

なお、平成 27年度に新病院完成、移設予定。 

ⅱ） 敷地面積 

61,432 平方メートル 

ⅲ） 構造・延べ面積 

鉄筋コンクリート 4階建て他、延べ面積 26,692 平方メートル 

ⅳ） 病床数 

一般病床 300 床 

ⅴ） 職員数（平成 23 年 3 月 31 日現在で非常勤を含む。） 

625 人（うち医師 120 人、看護師 347 人） 

ⅵ） 主な業務・診療科目 

小児疾患に関する医療の提供 

小児科・アレルギー科・循環器科・神経科・精神科他 13 科目 

ⅶ） 1 日当たりの入院患者数・外来患者数（平成 22年度） 

入院患者数 233.3 人・外来患者数 561.2 人 

ⅷ） 公立病院として今後果たすべき役割 

小児専門病院として、小児各分野における高度で専門的な医療を充実させて、

小児疾患の 3次医療機関としての役割を果たしていく。 
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（４）精神医療センター（平成 2年開設） 

 

出典：埼玉県立精神医療センターのホームページ 

 

ⅰ） 所在地 

埼玉県北足立郡伊奈町小室 818-2 

ⅱ） 敷地面積 

30,331 平方メートル 

ⅲ） 構造・延べ面積 

鉄筋コンクリート 3階建て他、延べ面積 17,219.58 平方メートル 

ⅳ） 病床数 

精神病床 183 床 

ⅴ） 職員数（平成 23 年 3 月 31 日現在で非常勤を含む。） 

210 人（うち医師 28 人、看護師 127 人） 

ⅵ） 主な業務・診療科目 

精神障害に関する医療の提供 

精神科・内科・小児科・外科・歯科 

ⅶ） 1 日当たりの入院患者数・外来患者数（平成 22年度） 

入院患者数 112.8 人・外来患者数 135.2 人 

ⅷ） 公立病院として今後果たすべき役割 

埼玉県内唯一の公立精神科病院として、地域医療機関との機能分化による役割

分担を行いながら、高度で専門的な医療を提供していく。 

 

２.県立病院の業績等の推移 

 

（１）業務量 

近年、延べ入院患者数は 4 病院合計で年間 34～36 万人台で推移しており、平成 22

年度は精神医療センターを除き、前年度よりもおおむね 1～3千人増加する結果となっ

た。また、外来患者数は、4病院合計で 43 万人台（平成 22 年度）で前年度と大きな変

化はなかったが、県立病院から地域医療機関への逆紹介の推進が影響し、がんセンタ
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ーを除いては僅尐ながら減尐する傾向にある。 

平均在院日数は、精神医療センターを除いておおむね 15 日程度となっており、全国

平均（平成 22年度一般病床）の 19.9 日よりも短くなっている。 

 

ⅰ）循環器・呼吸器病センター 

 

 

ⅱ）がんセンター 

 

 

ⅲ）小児医療センター 

 

 

①循環器・呼吸器病センター

平成20年度 平成21年度 平成22年度

年 度 中 の 入 院 数 (人) 6,429 6,558 6,389

延 数 (人) 90,349 91,303 94,825

一 日 平 均 数 (人) 247.5 250.1 259.8

平 均 在 院 日 数 (日) 14.1 13.9 14.9

延 数 (人) 84,102 80,873 75,909

一 日 平 均 数 (人) 346.1 334.2 312.4

手 術 件 数 (件) 777 796 767

臨 床 検 査 の 件 数 (件) 1,239,545 1,245,089 1,281,750

薬 局 調 剤 件 数 (件) 275,693 241,351 191,555

入院患者数

外来患者数

手術件数

区分

平成20年度 平成21年度 平成22年度

年 度 中 の 入 院 数 (人) 8,260 8,438 8,601

延 数 (人) 126,926 128,045 130,434

一 日 平 均 数 (人) 347.7 350.8 357.4

平 均 在 院 日 数 (日) 15.4 15.2 15.2

延 数 (人) 185,392 185,828 192,031

一 日 平 均 数 (人) 762.9 767.9 790.3

手 術 件 数 (件) 2,926 2,787 2,908

臨 床 検 査 の 件 数 (件) 1,596,790 1,696,589 1,763,375

薬 局 調 剤 件 数 (件) 92,864 96,870 104,783

区分

入院患者数

外来患者数

手術件数

平成20年度 平成21年度 平成22年度

年 度 中 の 入 院 数 (人) 4,701 5,436 5,659

延 数 (人) 82,896 83,961 85,163

一 日 平 均 数 (人) 227.1 230.0 233.3

平 均 在 院 日 数 (日) 17.6 15.5 15.0

延 数 (人) 140,185 140,207 136,382

一 日 平 均 数 (人) 576.9 579.4 561.2

手 術 件 数 (件) 1,651 1,637 1,838

臨 床 検 査 の 件 数 (件) 1,393,359 1,420,569 1,530,040

薬 局 調 剤 件 数 (件) 167,993 166,122 163,297

区分

入院患者数

外来患者数

手術件数
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ⅳ）精神医療センター 

 

出典：埼玉県病院事業報告書 

 

（２）事業損益 

4 病院合計の平成 22 年度医業収益は、特にがんセンター及び小児医療センターの入

院収益が増加（合計 1,261 百万円の増加）した影響で、対前年度比 820 百万円の増加

となっている。また、医業費用については、循環器・呼吸器病センター以外は給与費

及び経費を中心として増加傾向にあり、4病院合計で対前年度比 322 百万円の増加とな

った。特に、職員給与費対医業収益比率は、前年度 58.3％から平成 22 年度は 59.4％

と 1.1 ポイント上昇した。以上の結果、平成 22 年度の医業損失は対前年度比 498 百万

円減尐して 5,719 百万円となり、赤字幅が縮小した。また、医業損失に医業外収益と

医業外費用を加減算した結果として、同年度には 951 百万円の純利益を計上した。こ

れは、前年度より 786 百万円増加しており、この結果、経常収支比率は 100.5％から

102.6％へと 2.1 ポイント上昇した。 

病床利用率は、県が掲げた目標値には達していないが、入院患者数の増加に伴って、

精神医療センターを除き増加する傾向にある。 

 

平成20年度 平成21年度 平成22年度

年 度 中 の 入 院 数 (人) 709 738 663

延 数 (人) 47,347 46,966 41,182

一 日 平 均 数 (人) 129.7 128.7 112.8

平 均 在 院 日 数 (日) 66.1 63.7 61.9

延 数 (人) 32,228 32,401 32,847

一 日 平 均 数 (人) 132.6 133.9 135.2

手 術 件 数 (件) 2 0 4

臨 床 検 査 の 件 数 (件) 96,751 95,719 83,614

薬 局 調 剤 件 数 (件) 68,923 71,882 61,186

外来患者数

手術件数

区分

入院患者数



43 
 

 

 

 

 

(
20 21 22

1 27,792,339 28,901,591 29,722,151
18,777,926 19,776,575 20,964,449
8,117,663 8,204,145 7,777,812

896,750 920,871 979,890
2 34,554,961 35,119,105 35,441,610

16,501,721 16,846,357 17,668,115
9,905,056 10,304,345 9,744,310
5,179,682 5,148,668 5,534,678
2,613,412 2,489,009 2,089,386

66,502 35,259 104,573
288,588 295,467 300,548

6,762,622 6,217,514 5,719,459
3 7,483,825 7,755,812 8,008,763

98,095 53,121 20,336
19,219 21,480 192,512

7,252,296 7,570,013 7,673,664
114,215 111,198 122,251

4 1,482,679 1,373,344 1,337,849
499,546 396,995 374,949
241,331 231,998 225,545
741,802 744,351 737,355

 761,476 164,954 951,455

( ) 97.6 97.9 99.4 100.5 101.4 102.6

( ) 59.3 59.4 59.4 58.3 58.7 59.4

( ) 78.4 78.1 82.4 78.7 82.2 79.0

2120 22
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(

1 8,734,467 ( 8,741,902 ) 8,938,424 ( 8,946,379 ) 8,479,513 ( 8,487,040 )
6,577,381 ( 6,577,551 ) 6,844,082 ( 6,844,084 ) 6,832,293 ( 6,832,303 )
2,005,468 ( 2,005,499 ) 1,918,924 ( 1,918,993 ) 1,466,179 ( 1,466,220 )

151,617 ( 158,852 ) 175,418 ( 183,302 ) 181,041 ( 188,517 )
2 10,443,978 ( 10,705,535 ) 10,494,515 ( 10,748,309 ) 9,770,217 ( 10,003,251 )

4,283,148 ( 4,285,693 ) 4,440,186 ( 4,442,917 ) 4,467,345 ( 4,469,624 )
3,825,077 ( 4,016,784 ) 3,776,873 ( 3,961,539 ) 3,228,432 ( 3,387,392 )
1,362,669 ( 1,427,438 ) 1,358,650 ( 1,422,477 ) 1,449,975 ( 1,519,588 )

907,476 ( 907,476 ) 843,850 ( 843,850 ) 551,271 ( 551,271 )
14,685 ( 14,685 ) 25,671 ( 25,796 ) 29,053 ( 29,066 )
50,923 ( 53,459 ) 49,285 ( 51,731 ) 44,140 ( 46,310 )

1,709,511 ( 1,963,634 ) 1,556,091 ( 1,801,930 ) 1,290,704 ( 1,516,211 )
3 1,607,124 ( 1,607,884 ) 1,932,575 ( 1,933,330 ) 1,930,595 ( 1,931,271 )

37,968 ( 37,968 ) 19,571 ( 19,571 ) 7,481 ( 7,481 )
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 637 ( 637 )

1,540,332 ( 1,540,332 ) 1,886,042 ( 1,886,042 ) 1,896,497 ( 1,896,497 )
28,824 ( 29,583 ) 26,963 ( 27,717 ) 25,979 ( 26,656 )

4 532,308 ( 278,702 ) 488,577 ( 243,109 ) 457,773 ( 232,383 )

252,662 ( 252,662 ) 213,831 ( 213,831 ) 202,338 ( 202,338 )

22,213 ( 22,213 ) 25,226 ( 25,226 ) 26,244 ( 26,244 )
0 ( 3,827 ) 0 ( 4,051 ) 0 ( 3,798 )

257,433 ( 0 ) 249,519 ( 0 ) 229,191 ( 2 )
 634,695 (  634,452 )  112,092 (  111,709 ) 182,118 ( 182,678 )

)  (

20 21 22

( ) 94.3 94.2 97.8 99.0 103.1 101.8

( ) 48.5 49.0 49.0 49.7 47.1 52.7

( ) 77.1 77.6 77.8 78.4 78.6 81.4

20 21 22
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(

1 10,401,475 ( 10,426,028 ) 10,802,346 ( 10,826,411 ) 11,565,405 ( 11,589,782 )
6,142,909 ( 6,142,943 ) 6,303,280 ( 6,303,426 ) 6,897,668 ( 6,897,754 )
3,752,357 ( 3,752,385 ) 4,005,188 ( 4,005,195 ) 4,166,572 ( 4,166,614 )

506,209 ( 530,700 ) 493,878 ( 517,790 ) 501,164 ( 525,414 )
2 11,988,642 ( 12,260,758 ) 12,242,825 ( 12,523,275 ) 12,705,138 ( 12,995,650 )

5,547,410 ( 5,549,968 ) 5,563,689 ( 5,566,313 ) 5,883,539 ( 5,885,993 )
3,454,737 ( 3,627,662 ) 3,777,224 ( 3,959,163 ) 3,816,826 ( 4,002,130 )
1,871,011 ( 1,958,763 ) 1,855,413 ( 1,942,238 ) 2,017,813 ( 2,111,600 )

914,283 ( 914,283 ) 860,002 ( 860,002 ) 781,031 ( 781,031 )
20,360 ( 20,374 ) 3,266 ( 3,269 ) 24,340 ( 24,354 )

180,841 ( 189,709 ) 183,230 ( 192,291 ) 181,588 ( 190,543 )
1,587,167 ( 1,834,730 ) 1,440,479 ( 1,696,864 ) 1,139,734 ( 1,405,869 )

3 1,884,884 ( 1,886,749 ) 2,143,270 ( 2,145,047 ) 2,095,063 ( 2,097,371 )
47,761 ( 47,761 ) 26,300 ( 26,300 ) 9,743 ( 9,743 )
9,227 ( 9,227 ) 11,822 ( 11,822 ) 13,023 ( 13,023 )

1,780,728 ( 1,780,728 ) 2,061,398 ( 2,061,398 ) 2,017,705 ( 2,017,705 )
47,168 ( 49,034 ) 43,750 ( 45,526 ) 54,592 ( 56,900 )

4 424,287 ( 177,805 ) 417,093 ( 161,350 ) 415,030 ( 149,381 )
92,374 ( 92,374 ) 88,548 ( 88,548 ) 84,623 ( 84,623 )
73,093 ( 73,093 ) 60,664 ( 60,664 ) 52,402 ( 52,402 )

0 ( 12,337 ) 0 ( 12,020 ) 0 ( 12,356 )
258,820 ( 0 ) 267,881 ( 117 ) 278,004 ( 0 )
 126,570 (  125,786 ) 285,698 ( 286,834 ) 540,300 ( 542,121 )

21 2220

( ) 98.0 99.0 101.0 102.3 101.7 104.1

( ) 53.8 53.3 54.3 51.5 54.3 50.9

( ) 86.9 86.9 89.5 87.7 89.5 89.3

2220 21
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(

1 7,337,525 ( 7,341,341 ) 7,834,753 ( 7,839,131 ) 8,407,778 ( 8,413,623 )
4,970,311 ( 4,970,311 ) 5,546,274 ( 5,546,274 ) 6,213,491 ( 6,213,491 )
2,179,215 ( 2,179,215 ) 2,090,372 ( 2,090,372 ) 1,952,086 ( 1,952,086 )

187,999 ( 191,815 ) 198,107 ( 202,484 ) 242,202 ( 248,047 )
2 9,613,154 ( 9,813,493 ) 9,898,575 ( 10,101,706 ) 10,356,085 ( 10,561,036 )

4,971,288 ( 4,973,073 ) 5,128,599 ( 5,130,435 ) 5,502,817 ( 5,504,449 )
2,526,620 ( 2,653,306 ) 2,649,613 ( 2,777,948 ) 2,606,862 ( 2,734,353 )
1,469,483 ( 1,539,034 ) 1,486,244 ( 1,556,620 ) 1,596,661 ( 1,669,941 )

579,081 ( 579,081 ) 577,324 ( 577,324 ) 551,797 ( 551,797 )
20,118 ( 20,118 ) 4,955 ( 4,955 ) 46,573 ( 46,573 )
46,564 ( 48,881 ) 51,841 ( 54,425 ) 51,375 ( 53,924 )

2,275,629 ( 2,472,152 ) 2,063,822 ( 2,262,575 ) 1,948,307 ( 2,147,413 )
3 2,634,807 ( 2,635,554 ) 2,435,774 ( 2,436,645 ) 2,513,840 ( 2,514,852 )

9,881 ( 9,881 ) 5,635 ( 5,635 ) 2,512 ( 2,512 )
9,764 ( 9,764 ) 9,430 ( 9,430 ) 46,186 ( 46,186 )

2,585,278 ( 2,585,278 ) 2,388,911 ( 2,388,911 ) 2,430,990 ( 2,430,990 )
29,885 ( 30,632 ) 31,798 ( 32,669 ) 34,152 ( 35,164 )

4 359,314 ( 163,402 ) 363,115 ( 165,001 ) 361,149 ( 162,588 )
44,321 ( 44,321 ) 42,474 ( 42,474 ) 40,587 ( 40,587 )

116,950 ( 116,950 ) 120,086 ( 120,086 ) 117,955 ( 117,955 )
0 ( 2,131 ) 0 ( 2,441 ) 0 ( 3,175 )

198,043 ( 0 ) 200,555 ( 0 ) 202,607 ( 871 )
 136 ( 0 ) 8,837 ( 9,068 ) 204,383 ( 204,851 )

20 21 22

( ) 100.0 100.0 99.4 100.1 99.2 101.9

( ) 67.3 67.8 65.5 65.5 65.4 65.4

( ) 77.5 75.7 82.9 76.7 83.7 77.8

20 21 22
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(

1 1,318,873 ( 1,321,199 ) 1,326,067 ( 1,328,521 ) 1,269,455 ( 1,271,944 )
1,087,324 ( 1,087,330 ) 1,082,938 ( 1,082,938 ) 1,020,998 ( 1,021,000 )

180,624 ( 180,628 ) 189,661 ( 189,668 ) 192,974 ( 192,987 )
50,925 ( 53,241 ) 53,468 ( 55,915 ) 55,483 ( 57,956 )

2 2,509,187 ( 2,537,970 ) 2,483,190 ( 2,510,895 ) 2,610,170 ( 2,638,992 )
1,699,875 ( 1,700,724 ) 1,713,882 ( 1,714,841 ) 1,814,414 ( 1,815,376 )

98,622 ( 103,549 ) 100,635 ( 105,605 ) 92,190 ( 96,713 )
476,519 ( 499,014 ) 448,362 ( 469,583 ) 470,228 ( 492,400 )
212,572 ( 212,572 ) 207,833 ( 207,833 ) 205,287 ( 205,287 )
11,339 ( 11,339 ) 1,367 ( 1,367 ) 4,607 ( 4,607 )
10,261 ( 10,772 ) 11,112 ( 11,666 ) 23,444 ( 24,611 )

1,190,314 ( 1,216,771 ) 1,157,123 ( 1,182,375 ) 1,340,715 ( 1,367,048 )
3 1,357,010 ( 1,357,219 ) 1,244,192 ( 1,244,404 ) 1,469,266 ( 1,469,486 )

2,486 ( 2,486 ) 1,614 ( 1,614 ) 600 ( 600 )
228 ( 228 ) 228 ( 228 ) 132,666 ( 132,666 )

1,345,958 ( 1,345,958 ) 1,233,662 ( 1,233,662 ) 1,328,472 ( 1,328,472 )
8,338 ( 8,547 ) 8,687 ( 8,899 ) 7,527 ( 7,747 )

4 166,771 ( 140,448 ) 104,559 ( 79,403 ) 103,896 ( 77,597 )
110,189 ( 110,189 ) 52,142 ( 52,142 ) 47,400 ( 47,400 )
29,075 ( 29,075 ) 26,021 ( 26,021 ) 28,943 ( 28,943 )

0 ( 1,184 ) 0 ( 1,240 ) 0 ( 1,254 )
27,507 ( 0 ) 26,397 ( 0 ) 27,553 ( 0 )

 75 ( 0 )  17,491 (  17,373 ) 24,655 ( 24,840 )

20 21 22

( ) 100.0 100.0 97.8 99.3 101.6 100.9

( ) 132.8 128.9 122.7 129.2 125.0 142.9

( ) 64.9 64.9 75.0 64.3 71.0 56.4

20 21 22
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Ⅱ.一般会計繰入金 

 

１.一般会計繰入金の意義及び役割について 

 

地方公営企業には、独立採算の原則に基づき、常に企業の経済性を発揮して効率的運

営を行うことが求められている。しかしながら、事業の性質上経営に伴う収入を充当す

ることが適当でない行政的経費、あるいは経営収入のみをもって充てることが困難な不

採算経費等については、病院の経営状況にかかわらず一般会計から繰り入れることがで

きると地方公営企業法及び同法施行令において以下のように規定されている。 

（１）地方公営企業法第 17 条の 2第 1項第 1号を根拠とする繰入金 

ⅰ）地方公営企業法第 17 条の 2第 1 項第 1号 

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない

経費 

ⅱ）同法施行令第 8条の 5 第 1項第 3号 

病院事業 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費、救急の医療を確

保するために要する経費及び集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行

われる事務に要する経費（当該経費に係る特定の収入がある場合には、当該特定の

収入の額をこえる部分）とする。 

（２）地方公営企業法第 17 条の 2第 1項第 2号を根拠とする繰入金 

ⅰ）地方公営企業法第 17 条の 2第 1 項第 2号 

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入の

みをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費 

ⅱ）同法施行令第 8条の 5 第 2項第 2号 

病院事業 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため

設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると

認められるものに要する経費及び病院の所在する地域における医療水準の向上を

はかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められ

るものに要する経費 （当該経費に充てることができる当該事業の経営に伴う収入

の額をこえる部分に限る。）とする。 

ⅲ）同法施行令附則 14 

法第 17 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当

分の間、第 8条の 5第 2 項第 2号に定める経費のほか、病院及び診療所の建設又は

改良に要する経費（当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額

をこえる部分に限る。）とする。  
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（３）地方公営企業法第 17 条の 3を根拠とする繰入金 

ⅰ）地方公営企業法第 17 条の 3 

地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会

計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。 

また、上記の他に毎年度、地方公営企業の繰出金に関する通知が総務省から出され、

これに基づいて繰出しを行った場合には、地方交付税等で考慮される。当該総務省の通

知には繰入金の項目が設定され、項目ごとに趣旨及び繰出しの基準が明確に示されてい

る。但し、当該総務省の通知自体に強制力があるわけではなく、また、項目ごとの具体

的な金額の積算基準が示されているわけでもない。 

したがって、繰入金の具体的な金額の積算基準や設定する細目については地域の医療

環境、地方公共団体の財政状況及び病院の経営実態に応じて判断するものとされている。

県立病院においても、繰入金の算定する際の基本的な考え方は地方公営企業法及び同法

施行令に基づいているが、具体的な金額の積算基準や細目については総務省の通知を参

考にしつつも最終的には予算編成において決定している。 

 

２.一般会計繰入金の金額について 

 

（１）県立病院の一般会計繰入金の現状について 

県立病院の一般会計繰入金の過去 10 年間の推移は（表 3 章－Ⅱ－1）のとおりであ

る。 

 

（表 3 章－Ⅱ－1）県立病院一般会計繰入金の過去 10 年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 
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県立病院の経営は、長年にわたり一般会計からの繰入金に大きく依存してきていた。

ここで、県の財政が厳しさを増す中、平成 12年 1月に「県立病院改革推進委員会」を

設置し、ⅰ）平成 15 年度に一般会計繰入金を 90 億円（約 30 億円削減）、ⅱ）平成 16

年度以降は平成 11 年度比 3分の 2（81.7 億円）以下とする提言を取りまとめた。この

提言に沿って県立病院改革は推進され、平成 14 年 4 月には地方公営企業法を全部適用

して病院事業管理者を設置し、その後、「医療の質は決して低下させない」との方針の

もと、高度・良質な医療の提供や患者サービスの充実に努めることにより、収益の確

保を図るとともに、効率的な病院運営による費用の縮減に努めてきた。 

その結果、平成 15 年度には繰入金を 89.1 億円に縮減して提言の目標ⅰ）を達成す

るとともに、平成 17 年度には繰入金を 77.7 億円として提言の目標ⅱ）も達成するこ

とができた。その後、診療報酬マイナス改定の影響などもあって、平成 20 年度からは

やや増加しているが、平成 16年度以降は 80 億円前後で推移している。 

 

（２）県立病院の 1床当たりの一般会計繰入金の現状について 

単純に一般会計繰入金の金額で比較する場合、病院の規模や数によって左右されて

しまう。そのため、病院の規模や数の影響を除いて比較をするためには、1床当たり一

般会計繰入金で比較を行う必要がある。県立病院の 1 床当たりの一般会計繰入金の過

去 10 年間の推移及び平成 21年度の他の都道府県との比較は（表 3 章－Ⅱ－2～3）の

とおりとなっている。なお、県立病院では、他の都道府県と比較すると平成 21 年度の

1 床当たりの一般会計繰入金は 6番目に大きい状況となっている。 

 

（表 3 章－Ⅱ－2）県立病院 1床当たり一般会計繰入金の過去 10 年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 
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下記の（表 3 章－Ⅱ－3）平成 21 年度の都道府県別 1床当たりの一般会計繰入金は、

都道府県別で 1床当たりの一般会計繰入金の金額が大きい順に並べている。 

 

（表 3 章－Ⅱ－3）平成 21年度の都道府県別 1 床当たりの一般会計繰入金 

都道府県 繰入金（単位:千円） 病床数 1 病床当たり繰入金（単位:千円） 

静岡県 6,346,840 569 11,154 

長野県 10,824,365 1,171 9,244 

千葉県 11,356,672 1,346 8,437 

福島県 6,591,628 847 7,782 

東京都 46,069,000 6,127 7,519 

埼玉県 8,287,321 1,219 6,798 

神奈川県 14,113,125 2,119 6,660 

滋賀県 4,489,158 741 6,058 

茨城県 6,977,999 1,156 6,036 

群馬県 5,633,635 987 5,708 

北海道 8,275,568 1,473 5,618 

栃木県 3,722,452 686 5,426 

山形県 8,421,690 1,647 5,113 

宮城県 4,502,992 928 4,852 

青森県 4,159,921 935 4,449 

山梨県 3,815,546 891 4,282 

宮崎県 6,209,282 1,461 4,250 

愛知県 6,515,695 1,604 4,062 

沖縄県 9,317,885 2,354 3,958 

兵庫県 15,821,375 4,023 3,933 

奈良県 3,501,525 929 3,769 

熊本県 743,096 200 3,715 

三重県 4,629,572 1,286 3,600 

広島県 3,051,390 850 3,590 

高知県 2,710,196 766 3,538 

新潟県 12,995,057 3,738 3,476 

岩手県 18,965,226 5,522 3,434 

徳島県 2,828,595 830 3,408 

香川県 3,293,647 1,048 3,143 

鳥取県 2,284,226 735 3,108 

山口県 2,112,384 684 3,088 

大分県 1,834,356 628 2,921 

愛媛県 5,493,544 1,905 2,884 

島根県 2,456,458 921 2,667 

鹿児島県 3,391,939 1,281 2,648 

富山県 1,974,468 765 2,581 

和歌山県 756,679 300 2,522 

京都府 1,387,739 551 2,519 

福井県 2,974,126 1,182 2,516 

岐阜県 3,214,962 1,542 2,085 

福岡県 592,345 300 1,974 

石川県 1,924,173 1,062 1,812 

佐賀県 662,406 541 1,224 

全体 275,230,258 59,850 4,599 

出典：地方公営企業年鑑から作成  
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（３）各 4病院の一般会計繰入金の現状について 

県立病院の一般会計繰入金の過去 10 年間の推移を各 4 病院別で示すと（表 3 章－

Ⅱ－4～7）のとおりである。 

 

（表 3 章－Ⅱ－4）循環器・呼吸器病センター一般会計繰入金の過去 10年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 

 

（表 3 章－Ⅱ－5）がんセンター一般会計繰入金の過去 10 年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成  
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（表 3 章－Ⅱ－6）小児医療センター一般会計繰入金の過去 10年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 

 

（表 3 章－Ⅱ－7）精神医療センター一般会計繰入金の過去 10年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 

 

基本的には各 4 病院ともおおむね同じような傾向を示しているが、精神医療センタ

ーの一般会計繰入金の金額が平成 18 年度から金額が大きくなっているのは、病床数が

120 床から 200 床に増加しており、規模の増加によるものである。 
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（４）各 4病院の 1床当たりの一般会計繰入金の現状について 

県立病院の 1床当たりの一般会計繰入金の過去 10年間の推移は各 4病院別で示すと

（表 3章－Ⅱ－8～11）のとおりである。 

 

（表 3章－Ⅱ－8）循環器・呼吸器病センター1床当たり一般会計繰入金の過去10年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 

 

（表 3 章－Ⅱ－9）がんセンター1床当たり一般会計繰入金の過去 10 年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 
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（表 3 章－Ⅱ－10）小児医療センター1 床当たり一般会計繰入金の過去 10 年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 

 

（表 3 章－Ⅱ－11）精神医療センター1 床当たり一般会計繰入金の過去 10 年間の推移 

 

出典：病院局作成資料から作成 

 

基本的には各 4 病院ともおおむね同じような傾向を示しているが、循環器・呼吸器

病センターの平成 15 年度の金額が大きくなっているのは、平成 15 年 7 月に結核用の

病床数を 49床減尐させているが、平成 15 年度の繰入金の金額は平成 14年度とほぼ同

水準だったためである。また、精神医療センターの平成 22 年度の金額が大きくなって

いるのは、平成 22 年度 6 月に回復期病棟（50 床）を休床し、病床数が一時的に減尐し

ているためである。但し、平成 23 年 10 月には医療観察法病棟（33 床）を開設した。 
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次に、県立病院の 1床当たりの一般会計繰入金の平成 21 年度の他の類似病院との比

較を各 4病院別で示すと（表 3 章－Ⅱ－12～15）のとおりである。なお、下記の（表 

3 章－Ⅱ－12～15）は、類似病院を比較して 1床当たりの一般会計繰入金の金額が大き

い順に並べている。 

類似病院比較をした結果、循環器・呼吸器病センターは 3 番目に大きい金額、精神

医療センターは 2 番目に大きい金額となっており、共に類似病院の平均値を上回って

いる。一方がんセンター及び小児医療センターでは、共に類似病院の平均値を下回っ

ている状況となっている。 

 

（表 3 章－Ⅱ－12）1 床当たり一般会計繰入金の循環器・呼吸器病センター類似病院比較 

順位 都道府県 病院 病床数 
繰入金合計

（単位千円） 

1 床当たり繰入額 

（単位千円） 

1 千葉県 循環器病センター 220 2,020,726 9,185 

2 神奈川県 循環器呼吸器病センター 239 1,651,857 6,912 

3 埼玉県 循環器・呼吸器病センター 319 2,044,666 6,410 

4 宮城県 循環器・呼吸器病センター 200 1,142,382 5,712 

5 滋賀県 成人病センター 541 2,863,887 5,294 

6 群馬県 心臓血管センター 240 1,039,455 4,331 

7 兵庫県 姫路循環器病センター 350 1,360,142 3,886 

8 愛知県 循環器呼吸器病センター 286 691,637 2,418 

平均 299 1,601,844 5,518 

出典：地方公営企業年鑑から作成 

※ 類似病院の抽出基準は、全国の自治体立病院のうち、循環器、呼吸器の専門病院（独

立行政法人化及び指定管理者制度移行した病院を除く。） 
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（表 3 章－Ⅱ－13）1 床当たり一般会計繰入金のがんセンター類似病院比較 

順位 都道府県 病院 病床数 
繰入金合計

（単位千円） 

1 床当たり繰入額 

（単位千円） 

1 静岡県 静岡がんセンター 569 6,346,840 11,154 

2 千葉県 がんセンター 341 2,624,740 7,697 

3 神奈川県 がんセンター 415 2,662,574 6,416 

4 宮城県 がんセンター 383 2,283,886 5,963 

5 栃木県 がんセンター 357 2,110,000 5,910 

6 愛知県 がんセンター中央病院 500 2,720,539 5,441 

7 埼玉県 がんセンター 400 2,137,249 5,343 

8 新潟県 がんセンター 500 2,656,479 5,313 

9 群馬県 がんセンター 332 1,599,886 4,819 

10 兵庫県 がんセンター 400 1,654,818 4,137 

平均 420 2,679,701 6,219 

出典：地方公営企業年鑑から作成 

※ 類似病院の抽出基準は、全国がん（成人病）センター協議会に加盟している自治体立

のがん専門病院（独立行政法人化及び指定管理者制度移行した病院を除く。） 

 

（表 3 章－Ⅱ－14）1 床当たり一般会計繰入金の小児医療センター類似病院比較 

順位 都道府県 病院 病床数 
繰入金合計

（単位千円） 

1 床当たり繰入額 

（単位千円） 

1 長野県 こども病院 200 3,238,061 16,190 

2 群馬県 小児医療センター 150 1,929,124 12,861 

3 千葉県 こども病院 203 2,550,305 12,563 

4 神奈川県 こども医療センター 419 4,995,259 11,922 

5 埼玉県 小児医療センター 300 2,680,784 8,936 

6 滋賀県 小児保健医療センター 100 782,288 7,823 

7 兵庫県 こども病院 290 2,233,425 7,701 

8 愛知県 あいち小児保健医療総合センター 200 1,421,756 7,109 

9 福岡市 こども病院・感染症センター 214 489,385 2,287 

平均 231 2,257,821 9,710 

出典：地方公営企業年鑑から作成 

※ 類似病院の抽出基準は、日本小児総合医療施設協議会に加盟している自治体立の小児

専門病院（独立行政法人化及び指定管理者制度移行した病院を除く。） 
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（表 3 章－Ⅱ－15）1 床当たり一般会計繰入金の精神医療センター類似病院比較 

順位 都道府県 病院 病床数 
繰入金合計

（単位千円） 

1 床当たり繰入額 

（単位千円） 

1 滋賀県 精神医療センター 100 842,983 8,430 

2 埼玉県 精神医療センター 200 1,424,622 7,123 

3 長野県 駒ヶ根病院 235 1,631,375 6,942 

4 群馬県 精神医療センター 265 1,065,170 4,020 

5 山梨県 北病院 200 687,413 3,437 

6 京都府 洛南病院 256 780,068 3,047 

7 山形県 鶴岡病院 294 837,416 2,848 

8 栃木県 岡本台病院 249 631,000 2,534 

平均 225 987,506 4,798 

出典：地方公営企業年鑑から作成 

※ 類似病院の抽出基準は、都道府県立の精神科単科病院のうち、病床数 100～300 床、

かつ、平均在院日数 50日～120 日の病院（独立行政法人化及び指定管理者制度移行し

た病院を除く。） 
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３.細目ごとの一般会計繰入金について 

 

（１）一般会計繰入金の細目ごとの内訳について 

県立病院の一般会計繰入金は、法令で定められた項目を更に細目に展開し、細目ご

とに積算基準を設けて繰入金額を算出し、これらを積み上げて総額を計算している。 

平成 22 年度の一般会計繰入金の細目ごとの内訳は（表 3 章－Ⅱ－16）のとおりと

なっている。 

 

（表 3 章－Ⅱ－16）平成 22年度の一般会計繰入金の細目ごとの内訳 

 

出典：病院局作成資料 
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（２）監査対象について 

上述したとおり、繰入金の具体的な金額の積算基準や設定する細目については地域

の医療環境、地方公共団体の財政状況及び病院の経営実態に応じて判断するものとさ

れているため、病院によってばらつきがある。したがって、県立病院の繰入金につい

て細目単位で金額の妥当性について検討を行った。平成 22 年度の一般会計繰入金の細

目のうち、繰入金が 1 億 5 千万円以上の細目について、繰入金の算定方法の妥当性を

検討した。 

なお、上記の基準に該当する細目は（表 3 章－Ⅱ－17）のとおりである。 

 

（表 3 章－Ⅱ－17）監査対象とした繰入金 

項目 細目 

救急医療の確保に要する経費 救急対応職員等に要する経費 

基礎年金等に要する経費 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 

基礎年金等に要する経費 共済追加費用の負担に要する経費 

高度医療に要する経費 高度医療を行うための職員の充実に要する経費 

高度医療に要する経費 高度医療機器に要する経費 

高度医療に要する経費 研究施設の運営に要する経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費 医師及び看護師等の研究研修に要する経費 

特殊医療に要する経費 結核病床の運営に要する経費 

特殊医療に要する経費 リハビリテーション部門の運営に要する経費 

特殊医療に要する経費 デイケアセンターの運営に要する経費 

特殊医療に要する経費 保健・遺伝部門の運営に要する経費 

特殊医療に要する経費 精神医療センターの運営に要する経費 

特殊医療に要する経費 小児医療センターの運営に要する経費 

企業債利息等に要する経費 企業債利息等に要する経費 

建設改良に要する経費 企業債償還元金に要する経費 

 

（３）繰入金の算定方法の妥当性について（まとめ） 

今回繰入金の算定方法の妥当性を検証した結果、積算基準及び計算過程について再

検討すべき事項が見受けられた。具体的な細目としては、高度医療を行うための職員

の充実に要する経費、研究施設の運営に要する経費、結核病床の運営に要する経費、

リハビリテーション部門の運営に要する経費、デイケアセンターの運営に要する経費、

保健・遺伝部門の運営に要する経費、精神医療センターの運営に要する経費、小児医

療センターの運営に要する経費、企業債償還元金に要する経費について、検出事項が

発見された。詳細な説明については下記（４）ⅰ）～ⅵ）で記載している。なお、監

査対象とした細目のうち、救急対応職員等に要する経費、基礎年金拠出金に係る公的
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負担に要する経費、共済追加費用の負担に要する経費、高度医療機器に要する経費、

医師及び看護師等の研究研修に要する経費、企業債利息等に要する経費に関する算定

方法については、検出事項が発見されなかった。 

一般会計繰入金は、県民の税金を使用することから、繰入金の積算基準・計算過程

について県民の理解を十分に得られるよう、より合理的かつ明確に定めるべく再検討

する必要がある。 

 

 

 

（４）繰入金の算定方法の妥当性について（細目別病院別） 

 

ⅰ）高度医療に要する経費―高度医療を行うための職員の充実に要する経費について 

 

① 繰入金の設定目的について 

高度医療を行うための職員の充実に要する経費の繰入金は、地方公営企業法第 17

条の 2 第 1 項第 2 号（同法施行令第 8 条の 5 第 2 項第 2 号）を根拠としている細目

である。つまり、地方公営企業の性質上能率的な経営を行なっても、なおその経営

に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費として、

高度医療を行うための職員の充実に要する経費を一般会計が負担しているものであ

る。 

 

② 繰入金の算定方法の検討結果・・・積算基準及び計算方法の見直し 

現行の積算基準は、医療法で定める標準員数を超える基準外配置分の医師の給与

費、認定看護師（専門看護師含む）の給与費を繰入金の対象としている。その根拠

としては県立病院として、また、第三次医療機関として、多種多様で難易度の高い

疾病への的確で迅速な対応を可能とするスタッフを各部門に備えておく必要がある

ことを鑑み、現行の積算基準を採用している。また、高度医療の範囲は法令等で詳

細に定められているわけではなく、高度医療の定義を設けることは難しく、さらに、

現実問題として病院のあらゆる機能・設備・スタッフが関連しており、個々に関与

の度合いを数値化するのは極めて困難であるため、このような算定方法となってい

るとのことである。 

【意見 1】一般会計繰入金について、繰入金の算定方法の妥当性を検討した結果、

積算基準及び計算過程について再検討すべき事項が見受けられた。繰入金は県

民の税金を使用することから、繰入金の積算基準及び計算方法について県民の

理解を十分に得られるよう、より合理的かつ明確に定めるべく再検討する必要

がある。 
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しかし、現行の算定方法では、医療法で定める標準員数を超える基準外配置分の

医師全員が高度医療に関わっているはずであると推定しているだけで、実際に高度

医療がどのようなものかを明確に定義付けをしているわけではないため、医療法で

定める標準員数を超える基準外配置分の医師全員が本当に常時高度医療に関わって

いるか明確となっているわけではない。また、現行の算定方法では医師の人数が多

ければ多いほど繰入金が増加することにあるため経営改善のインセンティブが働き

難いものとなっている。したがって、現行の算定方法を見直し、まずは高度医療の

定義を明確にし、当該高度医療に関わった医師の給与費を集計する方法に見直すこ

とが望ましい。また、埼玉県立病院経営健全化第 3 次フォローアッププランの事業

運営の基本指針で「高度・専門・政策医療の提供」を掲げており、当該プランの達

成状況を評価するという観点からも高度医療の定義を明確にすることが望ましい。 

したがって、各 4 病院の高度医療を行うための職員の充実に要する経費の繰入金

の算定方法について、まずは高度医療の定義を明確にし、当該定義に沿った形で給

与費を集計する方法に見直すことが望ましい（計算方法の見直し）。 

さらに、現行の算定方法では高度医療の実施に伴う収益を控除していないが、同

法施行令第 8条の 5第 2項第 2号において、繰入金に含める経費については、「当該

経費に充てることができる当該事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。」と

しているため、現行の算定方法では法令に準拠した繰入金とは言えない。また、総

務省の通知した「平成 22 年度の地方公営企業繰出金について」の第 7-11 に定めら

れた「高度医療に要する経費」の繰出しの基準の考え方を参考にして設定している

細目であるとのことであるが、当該考え方においても、「高度な医療の実施に要する

経費にうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相

当する額とする。」としている。したがって、繰入金を算定する際は高度医療の実施

に伴う収益を控除する必要がある。 

したがって、高度医療に係る収益を算定し、各 4 病院の高度医療を行うための職

員の充実に要する経費の繰入金の算定方法を高度医療に係る収益を控除する方法に

見直す必要がある（積算基準の見直し）。 

この点、病院局としては平成 24 年度予算編成からは、高度医療に係る収益を控除

する方法に見直しているとのことである。 

なお、当該細目について、上記の計算方法の見直し及び積算基準の見直しを行っ

た場合における繰入金の試算額は不明である。 

 

ⅱ）積算基準で建物等減価償却費を面積割で配賦している繰入金について 

 

① 積算基準で建物等減価償却費を面積割で配賦している繰入金の細目について 

監査対象となった繰入金のうち積算基準で建物等減価償却費を面積割で配賦して
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いる繰入金は下記のとおりである。 

A) 循環器・呼吸器病センターの結核病床の運営に要する経費 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

E) 小児医療センターの保健・遺伝部門の運営に要する経費 

F) 循環器・呼吸器病センターの研究施設の運営に要する経費 

G) がんセンターの研究施設の運営に要する経費 

なお、上記の繰入金は全て地方公営企業法第 17 条の 2第 1項第 2号（同法施行令

第 8 条の 5 第 2 項第 2 号）を根拠としている細目である。つまり、地方公営企業の

性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てること

が客観的に困難であると認められる経費として、高度医療又は特殊医療に要する経

費を設定されている細目である。 

 

② 建物等減価償却費の配賦方法について・・・計算方法の見直し 

これらの繰入金は、高度医療又は特殊医療を運営する部門に係る建物減価償却費

が対象となるが、この部分を個別に算定できないため、建物の面積比により減価償

却費を按分することになる。この場合、高度医療又は特殊医療を運営していない病

棟は、算定計算から除外することが合理的である。しかし、病院局は D) がんセンタ

ーのデイケアセンターの運営に要する経費を除き、各対象部門の業務は病院全体に

かかわっており、個々に関与の度合いを数値化するのは極めて困難であるとの考え

方から、各病院の全ての病棟に係る減価償却費を按分対象額とし、全ての病棟面積

に対する高度医療又は特殊医療を運営する部門面積の比率を乗じて繰入金を算出し

ているが、これは合理的ではない。 

したがって、積算基準で建物等減価償却費を面積割で配賦している繰入金につい

て、建物等減価償却費の配賦方法をより実態に合った方法にすることが望ましい（計

算方法の見直し）。 

具体的には、高度医療又は特殊医療を運営する部門のある病棟のみを対象として、

当該病棟の減価償却費を按分計算することが望ましい。 

仮に包括外部監査人（以下「監査人」という。）の観点で建物等減価償却費の配賦

方法を上記に従った方法を採用した場合の繰入金の影響額は下記のとおりである。 

A) 循環器・呼吸器病センターの結核病床の運営に要する経費 

現行の減価償却費（単位：円） 9,409,128 

配賦方法をより精緻化した場合の減価償却費（単位：円） 6,224,765 

差額（単位：円） 3,184,363 

 



64 

 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行の減価償却費（単位：円） 2,233,650 

配賦方法をより精緻化した場合の減価償却費（単位：円） 1,452,604 

差額（単位：円） 781,046 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行の減価償却費（単位：円） 835,732 

配賦方法をより精緻化した場合の減価償却費（単位：円） 368,050 

差額（単位：円） 467,682 

E) 小児医療センターの保健・遺伝部門の運営に要する経費 

現行の減価償却費（単位：円） 16,739,392 

配賦方法をより精緻化した場合の減価償却費（単位：円） 9,654,671 

差額（単位：円） 7,084,721 

F) 循環器・呼吸器病センターの研究施設の運営に要する経費 

現行の減価償却費（単位：円） 3,767,516 

配賦方法をより精緻化した場合の減価償却費（単位：円） 11,981,887 

差額（単位：円） 8,214,371 

G) がんセンターの研究施設の運営に要する経費 

現行の減価償却費（単位：円） 33,066,909 

配賦方法をより精緻化した場合の減価償却費（単位：円） 6,353,540 

差額（単位：円） 26,713,368 

 

ⅲ）積算基準でその他職員の給与費を患者数比率で配賦している繰入金について 

 

① 積算基準でその他職員の給与費を患者数比率で各細目に配賦している繰入金の細目について 

監査対象となった繰入金のうち積算基準でその他職員の給与費を患者数比率で各

細目に配賦している繰入金は下記のとおりである。 

A) 循環器・呼吸器病センターの結核病床の運営に要する経費 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

E) 小児医療センターの保健・遺伝部門の運営に要する経費 

なお、上記の繰入金の設定根拠についてはⅱ）で述べたとおりである。 

 

② 各細目に配賦する給与費の範囲について・・・計算方法の見直し 

これらの繰入金は、給与費の配賦対象範囲が各細目の業務に直接関わっている医

師や看護師、理学療法士だけでなく、各細目以外の業務にも関わっているその他職
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員が含まれている。その他職員の給与費は、各細目の業務に係る患者数と病院全体

の患者数の比率を乗じた金額を繰入金に含めている。しかし、その他職員の中には、

各細目の業務とは全く関係のない職員も含まれていると考えられるため、そのよう

な職員の給与費まで繰入金の配賦対象に含めることは適切ではない。この点、病院

局としては各細目の業務に関与しているかどうかは、患者個別に調べる必要がある

ため簡便的に全体を対象として患者数比率で按分しているとのことである。しかし、

業務によっては、明らかに関与しているとは考えにくい職種も含まれている。例え

ば、栄養士や診療放射線技師は、リハビリテーション部門とは関係のない職員と考

えられるがこれらの職員の給与費もリハビリテーション部門のその他職員の給与費

として配賦対象に含まれている。 

したがって、積算基準でその他職員の給与費を患者数比率で各細目に配賦してい

る繰入金について、給与費の配賦対象の範囲に各細目の業務とは全く関係のないと

考えられるその他職員の給与費を含めるべきではない（計算方法の見直し）。 

本来繰入金に含めるべき給与費の対象範囲は、各細目の業務に直接関わっている

医師や看護師、理学療法士等の給与費と各細目の業務に間接的に関わっていると考

えられるその他職員の給与費に限定すべきである。そして、各細目の業務に間接的

に関わっていると考えられるその他職員の給与費は、患者数の比率を乗じた金額を

繰入金に含めるべきである。なお、各細目の業務に間接的に関わっていると考えら

れるその他職員とは、例えば一般事務職員や医療事務職員、薬剤師などの病院全体

の業務に関わっている職員が考えられる。 

仮に監査人の観点で給与費の配賦対象を適切な範囲に限定した場合の繰入金の影

響額は下記のとおりである。なお、A) 循環器・呼吸器病センターの結核病床の運営

に要する経費については、当該業務とは全く関係のないその他職員の給与費は含ま

れていなかった。 

 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行のその他職員の給与費（単位：円） 20,370,198 

適切な範囲に限定した場合のその他職員の給与費（単位：円） 9,396,001 

差額（単位：円） 10,974,197 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行のその他職員の給与費（単位：円） 12,415,377 

適切な範囲に限定した場合のその他職員の給与費（単位：円） 4,450,898 

差額（単位：円） 7,964,479 
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D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

現行のその他職員の給与費（単位：円） 84,748,444 

適切な範囲に限定した場合のその他職員の給与費（単位：円） 30,382,220 

差額（単位：円） 54,366,224 

E) 小児医療センターの保健・遺伝部門の運営に要する経費 

現行のその他職員の給与費（単位：円） 48,013,343 

適切な範囲に限定した場合のその他職員の給与費（単位：円） 46,294,677 

差額（単位：円） 1,718,666 

 

ⅳ）積算基準で材料費を患者数比率で配賦している繰入金について 

 

① 積算基準で材料費を患者数比率で各細目に配賦している繰入金の細目について 

監査対象となった繰入金のうち積算基準で材料費を患者数比率で各細目に配賦し

ている繰入金は下記のとおりである。 

A) 循環器・呼吸器病センターの結核病床の運営に要する経費 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

E) 小児医療センターの保健・遺伝部門の運営に要する経費 

なお、上記の繰入金の設定根拠についてはⅱ）で述べたとおりである。 

 

② 各細目に配賦する材料費の配賦基準について・・・計算方法の見直し 

これらの繰入金は、各病院の材料費を各細目の業務に係る患者数と病院全体の患

者数の比率を乗じた金額を繰入金に含めている。病院局としての見解は、収益比率

の考えもあるが、収益対象外の基礎的材料も一定量あり、収益との関連が不明なた

め患者数比率としているとのことである。 

しかし、材料費は医薬品と診療材料から構成されているわけであるが、医薬品や

診療材料は診療内容よって全く異なるものであり患者によって材料費単価は明らか

に異なると考えられる。したがって、各細目の業務に係る材料費をこのような患者

数の比率で按分することは、実態に合っていないと考えられる。現に下記（表 3 章

－Ⅱ－18）に記載されているとおり、下記細目の繰入金については、各細目の材料

費だけで既に各細目の部門収益を上回っている状況となっており、現行の材料費の

配賦方法は明らかに実態と乖離していると考えられる。 
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（表 3 章－Ⅱ－18）材料費と部門収益の関係 

（単位：円） 

 A）循環器・呼吸器病センター

の結核病床 

B）循環器・呼吸器病センター

のリハビリテーション部門 

C）がんセンターのリハビリテ

ーション部門 

配賦材料費 251,284,354 102,407,971 43,939,174 

部門収益 160,699,392 26,624,540 12,911,720 

 

したがって、積算基準で材料費を患者数比率で各細目に配賦している繰入金につ

いて、材料費の配賦基準を収益比率などのより実態に合った配賦基準に変更する必

要がある（計算方法の見直し）。 

本来であれば、材料費の配賦基準は現行の患者数比率による配賦ではなく、収益

比率などのより実態に合った配賦基準を用いて配賦する必要がある。 

仮に監査人の観点で材料費を収益比率で配賦した場合の繰入金の影響額は下記の

とおりである。 

A) 循環器・呼吸器病センターの結核病床の運営に要する経費 

現行の材料費（単位：円） 251,284,354 

収益比率で配賦した場合の材料費（単位：円） 75,616,905 

差額（単位：円） 175,667,449 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行の材料費（単位：円） 102,407,971 

収益比率で配賦した場合の材料費（単位：円） 12,528,145 

差額（単位：円） 89,879,826 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行の材料費（単位：円） 43,939,174 

収益比率で配賦した場合の材料費（単位：円） 4,871,695 

差額（単位：円） 39,067,479 

D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

現行の材料費（単位：円） 300,479,326 

収益比率で配賦した場合の材料費（単位：円） 141,417,460 

差額（単位：円） 159,061,866 

E) 小児医療センターの保健・遺伝部門の運営に要する経費 

現行の材料費（単位：円） 145,261,057 

収益比率で配賦した場合の材料費（単位：円） 81,446,284 

差額（単位：円） 63,814,773 
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ⅴ）積算基準で給与費の一部や経費の一部などを患者数比率で配賦している繰入金について 

 

① 積算基準で給与費の一部や経費の一部などを患者数比率で各細目に配賦してい

る繰入金の細目について 

監査対象となった繰入金のうち積算基準で給与費の一部や経費の一部などを患者

数比率で各細目に配賦している繰入金は下記のとおりである。 

A) 循環器・呼吸器病センターの結核病床の運営に要する経費 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

E) 小児医療センターの保健・遺伝部門の運営に要する経費 

なお、上記の繰入金の設定根拠についてはⅱ）で述べたとおりである。 

 

② 患者数比率の算定方法について・・・計算方法の見直し 

これらの繰入金は、各病院の給与費の一部や経費の一部などを「各細目の業務に

係る患者数」（分子）と「病院全体の患者数」（分母）の比率を乗じた金額を繰入金

に含めている。なお、「病院全体の患者数」（分母）は入院患者数や外来患者数の合

計になるが、当該患者数比率を算定する際は入院患者と外来患者に対する関与割合

を勘案し、「病院全体の患者数」（分母）を算定している。具体的には、「病院全体の

患者数」（分母）を算定する際に下記の算式のとおり、外来患者数を 2.5 で除して換

算している。 

「病院全体の患者数=入院患者数＋外来患者数÷2.5」 

したがって、患者数比率の算定式は下記のとおりとなっている。 

「患者数比率=各細目の業務に係る患者数（分子）÷（入院患者数＋外来患者数÷2.5）（分母）」 

確かに入院患者数や外来患者数の関与割合は異なるため、こういった外来患者数

を 2.5 で除して換算することは、実態を反映しているものであり問題はないと考え

る。しかし、各細目の業務に係る患者数の中に外来患者が含まれているにもかかわ

らず、患者数比率を算定する際に使用される「各細目の業務に係る患者数」（分子）

については、こうした外来患者数の換算がされていない状況となっており、そのよ

うな細目は下記のとおりである。 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

この点、病院局の見解としては、リハビリテーション部門は入院と外来によって

診療内容に大きな差異はなく、デイケアセンター部門は従来入院治療が必要とされ

た方を外来で治療するための施設であるため、「各細目の業務に係る患者数」（分子）
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の外来患者数を 2.5で除していないとのことである。 

しかし、外来患者と入院患者への関与割合が全く同程度であるとは考えにくい。

また、「病院全体の患者数」（分母）の外来患者数については 2.5 で除しているため、

算定式内で外来患者数と入院患者数の換算に関しての考え方に不整合が生じている。 

したがって、積算基準で給与費の一部や経費の一部などを患者数比率で各細目に

配賦している繰入金のうち、循環器・呼吸器病センター及びがんセンターのリハビ

リテーション部門の運営に要する経費、がんセンターのデイケアセンターの運営に

要する経費について患者数比率の算定方法をより実態に合った方法に変更する必要

がある（計算方法の見直し）。 

本来は、循環器・呼吸器病センター及びがんセンターのリハビリテーション部門

の運営に要する経費、がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費につい

ては、患者数比率を算定する際に使用される「各細目の業務に係る患者数」（分子）

を外来患者数の換算を行うことにより算定する必要があると考えられる。 

仮に監査人の観点で「各細目の業務に係る患者数」（分子）を外来患者数の換算を

行った場合の繰入金の影響額は下記のとおりである。 

B) 循環器・呼吸器病センターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行の患者数比率による按分費用（単位：円） 43,758,544 

外来患者数の換算を行った場合の患者数比率による按分費用（単位：円） 41,998,307 

差額（単位：円） 1,760,237 

C) がんセンターのリハビリテーション部門の運営に要する経費 

現行の患者数比率による按分費用（単位：円） 26,277,229 

外来患者数の換算を行った場合の患者数比率による按分費用（単位：円） 17,737,445 

差額（単位：円） 8,539,784 

D) がんセンターのデイケアセンターの運営に要する経費 

現行の患者数比率による按分費用（単位：円） 179,697,597 

外来患者数の換算を行った場合の患者数比率による按分費用（単位：円） 71,879,039 

差額（単位：円） 107,818,558 

 

ⅵ）建物の建設や増築の支出に係る一般会計の負担額について 

 

① 繰入金の設定目的について 

県立病院では、小児医療センターの運営に要する経費及び精神医療センターの運

営に要する経費を繰入金の細目に設定している。当該繰入金は、地方公営企業法第

17 条の 2 第 1 項第 2号（同法施行令第 8条の 5 第 2 項第 2 号）を根拠としている細

目である。また、県立病院では、企業債償還元金に要する経費を繰入金の細目に設

定している。当該繰入金は、地方公営企業法第 17条の 2第 1項第 2号（同法施行令
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附則 14）を根拠としている細目である。つまり、県立病院では、地方公営企業の性

質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが

客観的に困難であると認められる経費として小児医療の運営、精神医療の運営、病

院の建設改良に要する経費を繰入金の細目に設定している。 

 

② 一般会計による負担額の重複について・・・積算基準の見直し 

企業債償還元金に要する経費の繰入金の金額の積算基準は、企業債元金償還金額

×2/3（ただし、平成 15年度以降の起債に係るものについては 1/2）となっているた

め、企業債償還額の一部を一般会計が負担していることになる。なお企業債の内容

としては、小児医療センター及び精神医療センターともにセンターや公舎等の建物

の建設や増築の資金に充てるためのものである。したがって、企業債償還元金に要

する経費の繰入金を通じて、建物の建設や増築に係る支出の一部を一般会計が負担

していることになる。 

一方、小児医療センターの運営に要する経費及び精神医療センターの運営に要す

る経費の繰入金に含まれている医業費用には建物等減価償却費が含まれている。こ

こで、減価償却費というものは、固定資産の取得価額を一定の方法によって各事業

年度に配分することによって発生する費用である。したがって、小児医療センター

の運営に要する経費及び精神医療センターの運営に要する経費の繰入金に建物等減

価償却費が含まれているということは、当該繰入金においても、建物の建設や増築

に係る支出を一般会計が負担していることになる。 

このように、小児医療センター及び精神医療センターでは、建物の建設や増築に

係る支出のうち企業債償還元金に要する経費の繰入金に含まれている金額は、小児

医療センターの運営に要する経費及び精神医療センターの運営に要する経費の繰入

金においても含まれてしまっているため、現行の積算基準では建物の建設や増築に

係る支出について一般会計での負担が重複する部分が発生してしまう。 

この点、病院局の見解としては、小児医療センター及び精神医療センターの運営

に要する経費の繰入額は負担金交付金（病院事業収益）に含まれ、当該年度の損益

に影響するものだが、企業債償還元金に要する経費の繰入額は他会計負担金（資本

的収入）に含まれ、施設整備に要する支払の財源となるものであり、重複とは考え

ていないとのことである。 

しかし、収益と資本的収入で区別されていても、実際に繰入金としてそれぞれ計

上されていることには変わらず、病院全体として考えれば重複して負担している事

実は変わらない。 

したがって、小児医療センターの運営に要する経費及び精神医療センターの運営

に要する経費と企業債償還元金に要する経費において、建物の建設や増築に係る支

出が重複されて繰入金に含まれている部分がある（積算基準の見直し）。 
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そのため、建物の建設や増築に係る支出について一般会計での負担が重複しない

ように現行の積算基準を見直す必要がある。なお、一般会計での重複負担部分を図

で示すと（図 3 章－Ⅱ－1）のとおりとなる。 

 

（図 3 章－Ⅱ－1）一般会計での重複負担部分 

 

 

上記の重複負担部分 D－Cを解消するためには、例えば、現行の積算基準の見直し

の方法として、小児医療センターの運営に要する経費及び精神医療センターの運営

に要する経費の繰入金に係る現行の積算基準では、負担金（他の項目で算定されて

もの）を控除して算定しているが、当該控除項目に企業債償還元金に要する経費の

繰入金 D も含める。さらに、企業債を財源として取得された建物及び建物附属設備

に係る減価償却費を 95％で割り戻した金額に 5％を乗じた金額（つまり残存価額 5％

部分 C）を、小児医療センターの運営に要する経費及び精神医療センターの運営に要

する経費に加算することによって、一般会計での重複負担を解消できると考えられ

る。 

仮に、監査人の観点で上記のような見直しを行った場合の繰入金の影響額は下記
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のとおりである。 

小児医療センターの運営に要する経費 

現行の繰入金（単位：円） 638,094,000 

重複負担を解消した場合の繰入金（単位：円） 452,241,156 

差額（単位：円） 185,852,844 

精神医療センターの運営に要する経費 

現行の繰入金（単位：円） 803,579,000 

重複負担を解消した場合の繰入金（単位：円） 703,914,697 

差額（単位：円） 99,664,303 

但し、当該影響額を算定する際、企業債を財源として取得された建物及び建物附

属設備に係る減価償却費を 95％で割り戻した金額に 5％を乗じた金額（つまり残存

価額 5％部分）を加算するわけであるが、ここでは、簡便的に平成 22 年度の単年度

の減価償却費を基に計算している。厳密には、小児医療センターの運営に要する経

費及び精神医療センターの運営に要する経費は 3 年平均の金額を採用しているため、

本来は減価償却費も 3 年平均の金額に基づいて影響額を算定する必要があるが、こ

こでは、減価償却の計算方法が定額法であることから、大きな差異は発生しないと

考えらえるため、簡便的に平成 22 年度の単年度の減価償却費を基に計算している。 

なお、小児医療センター及び精神医療センターにおける企業債の発行総額と企業

債を財源とした固定資産の取得価額の総額は（表 3 章－Ⅱ－19）のとおりである。

但し、下記固定資産の取得価額の総額については、資産管理システムへの登録内容

には企業債を財源としているか否かを判別する情報がないため、資産名称・取得時

期から起債対象と推測されるものを集計している。 
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（表 3 章－Ⅱ－19）企業債の発行額と企業債を財源として支出した固定資産の取得価額 

病院 資産種類 
取得価額 

（単位：円） 

企業債の発行総額 

（単位：円） 

小児医療センター 

建物 5,957,340,641 

7,684,000,000 建物附属設備 3,733,059,461 

合計 9,690,400,102 

精神医療センター 

建物 3,356,405,466 

4,624,000,000 建物附属設備 2,247,345,031 

合計 5,603,750,497 

出典：病院局作成資料から作成 
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Ⅲ.埼玉県立病院経営健全化第 3次フォローアッププラン 

 

１.プラン策定の背景 

 

県立病院には、高度・専門的な医療の提供、地域医療連携による本県医療水準の向上、

県民ニーズに合った医療の提供という役割を果たすことが求められている。 

一方、埼玉県の財政は依然厳しい状況が続いており、病院事業会計に対して今以上の

一般会計繰入金（税金）の投入を期待することは難しい状況であるため、県立病院が高

度で良質な医療を安定的・継続的に提供していくためには、医療の質・患者サービスの

向上に努めつつ、引き続き経営改善に取り組んでいくことが求められる。 

このような環境下で「公立病院改革ガイドライン」（平成19年12月24日付総務省自治財

政局長通知）が示されたことから、同ガイドラインに沿った「埼玉県立病院経営健全化

第3次フォローアッププラン」を策定し、当プランに従って平成21年度から平成23年度ま

での3年間、経営改善に取り組むとされている。 

 

２.プランの内容について 

 

（１）事業運営の基本方針について 

事業運営の基本指針として「高度・専門・政策医療の提供」、「地域医療支援による

本県医療水準の向上」、「県民ニーズに応じた医療の提供」という 3 つの指針を示した

上で、埼玉県立病院の事業運営における基本理念を「県民の方を向いた、患者さんの

ための医療」と定めている。 

 

（２）プランの概要について 

具体的なプランについては病院別に策定されており、以下の 8 つの項目に基づいた

改革プランが記載されている。 

 公立病院として今後果たすべき役割 

 一般会計における経費負担の考え方 

 経営効率化に係る計画（数値目標） 

 公立病院としての医療機能に係る数値目標 

 経営効率化に係る計画 

 再編・ネットワーク化に係る計画 

 経営形態の見直しに係る計画 

 点検・評価・公表等 
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（３）再編・ネットワーク化 

公立病院の再編・ネットワーク化は総務省ガイドラインの 3 本柱の 1 つであり、複

数の民間病院や公立病院が林立する地域などを対象に推進するものとされているが、

埼玉県立病院は各診療分野における高度・専門的医療機関として、他の医療機関と役

割を分担するとともに緊密な連携を図っていることから、当面はこの体制を大きく見

直す状況にはないとされている。 

 

（４）経営形態の見直し 

県立 4病院は、平成 14年度から公営企業法を全部適用しているが、平成 16年 4 月 1

日に地方独立行政法人制度が加わり、県の自主的な判断に基づき、県とは別の法人格

を有する主体を創設し、自律的かつ弾力的な業務運営を行うことが可能となった。県

では新行財政改革プログラムに従い先行事例調査を行っていることから、地方独立行

政法人制度の導入の是非を平成 21 年度中を目途に検討するとされている。 

 

（５）プラン達成状況の公表等 

プランの達成状況の評価については、年 1回、「埼玉県立病院運営協議会」（※1）で

審議し、評価結果については決算概要の公表時期に合わせて、毎年 6 月頃、前年度の

状況について病院局のホームページ等により公表するとされている。また、繰入金を

除いた医業収支比率などの指標については、県立 4 病院と規模や診療内容が類似して

いる他の自治体立病院との比較、検証を行うとされている。 

※1 埼玉県立病院運営協議会 

県立４病院の運営について協議するとともに、関係機関等との密接な連携を図り、

県立病院の適切な運営に資することを目的とした協議会であり、以下の委員により

構成される。なお、決算の概要については病院局経営管理課課長が、病院別の運営

状況については県立４病院の各病院長が委員に対して説明を行っている。 

＜埼玉県民代表＞ 

・埼玉県議会議長の推薦する者 2名 

・埼玉県市長会会長の推薦する者 1名 

・埼玉県町村会長の推薦する者 1名 

・男女共同参画推進団体の長の推薦する者 1 名 

＜埼玉県医師会長の推薦する者 4 名＞ 

＜埼玉県歯科医師会会長の推薦する者 1名＞ 

＜埼玉県看護協会会長の推薦する者 1名＞ 

＜学識経験を有する者 4名＞ 

 

 

 



76 

 

 

 

埼玉県立病院の事業運営における基本理念は「県民の方を向いた、患者さんのため

の医療」と定められているものの、プラン達成状況の公表は病院局のホームページに

開示されている場合や、各病院のホームページに開示されている場合があるなど、一

元的な開示がなされておらず、県民に分かりにくい公表方法となっている。 

また、達成状況が開示されている項目と開示されていない項目が存在しているが、

県民の立場からするとプランに掲げられた項目すべてについて達成状況を開示すべき

とも考えられ、一部の項目について達成状況を公表しないのであれば、その理由を県

民に説明する必要があると考えられる。 

なお、病院別に定められているプランについて、その達成状況の具体的な開示状況

は（表 3 章－Ⅲ－1～4）のとおりである。 

 

（表 3 章－Ⅲ－1）循環器・呼吸器病センターのプラン達成状況の公表について 

 

出典：病院局作成資料 

 

目標設定 具体的な内容 開示有無 開示箇所 HP リンク

経常収支比率 ×
職員給与費対医業収益比率

○
「年報」（紙印刷のみ。
以下同じ。）

病床利用率
○

年報
病院局ＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

繰入金を除いた医業収支比率 ○ 病院局ＨＰ http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

委託費対医業収益比率 ×
医療材料費対医業収益比率 ×
1日当たり外来患者数

○
年報
病院局ＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

流動比率 ×
紹介率

○
年報
県医療整備課ＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/chiiki-shien-

houkoku.html

逆紹介率 ○ 年報

救急搬送患者数
○

年報
県医療整備課ＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/chiiki-shien-

houkoku.html

民間経営手法の導入 ×
事業規模・形態の見直し（該当な
し）

×

経費削減・抑制対策 ×
収入増加・確保対策 ×
その他 ×

再編・ネットワーク化に係る計画 該当なし － － －

経営形態見直しに係る計画 H21年度中に地方独立行政法人に移行
することの是非を検討する

×

点検・評価・公表等 埼玉県病院運営協議会を活用
毎年1月頃。ホームページ等により行
う

×

経営効率化に係る計画（数値目標）

公立病院としての医療機能にかかる数
値目標

数値目標達成に向けての具体的な取り
組み及び実施時期

【指摘 1】「県民の方を向いた、患者さんのための医療」が県立病院の使命であるこ

とから、県民にとって分かりやすい形でフォローアッププランの達成状況を開示

すべきである。 
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（表 3 章－Ⅲ－2）がんセンターのプラン達成状況の公表について 

 

出典：病院局作成資料 

 

（表 3 章－Ⅲ－3）小児医療センターのプラン達成状況の公表について 

 

出典：病院局作成資料 

 

目標設定 具体的な内容 開示有無 開示箇所 HP リンク

経常収支比率 ×
職員給与費対医業収益比率 ×
病床利用率

○
年報
病院局ＨＰ
がんセンターＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

http://www.saitama-cc.jp/outline/annal.html

繰入金を除いた医業収支比率 ○ 病院局ＨＰ http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

委託費対医業収益比率 ×
医療材料費対医業収益比率 ×
1日当たり外来患者数

○
年報
病院局ＨＰ
がんセンターＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

http://www.saitama-cc.jp/outline/annal.html

流動比率 ×
外来化学療法件数 ○

年報
がんセンターＨＰ

http://www.saitama-cc.jp/outline/annal.html

ソーシャルワーカー相談件数 ○
年報
がんセンターＨＰ

http://www.saitama-cc.jp/outline/annal.html

放射線治療件数
○

年報
がんセンターＨＰ

http://www.saitama-cc.jp/outline/annal.html

手術件数
○

年報
がんセンターＨＰ

http://www.saitama-cc.jp/outline/annal.html

民間経営手法の導入 ×
事業規模・形態の見直し ×
経費削減・抑制対策 ×
収入増加・確保対策 ×
その他 ×

再編・ネットワーク化に係る計画 該当なし － － －

経営形態見直しに係る計画 H21年度中に地方独立行政法人に移行
することの是非を検討する

×

点検・評価・公表等 埼玉県病院運営協議会を活用
毎年1月頃。ホームページ等により行
う

×

経営効率化に係る計画（数値目標）

公立病院としての医療機能にかかる数
値目標

数値目標達成に向けての具体的な取り
組み及び実施時期

目標設定 具体的な内容 開示有無 開示箇所 HP リンク

経常収支比率 ×
職員給与費対医業収益比率

○
小児医療センターＨＰ
「年報」（紙印刷のみ。
以下同じ。）

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/23-11.html

病床利用率
○

小児医療センターＨＰ
年報
病院局ＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/23-11.html

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

繰入金を除いた医業収支比率 ○ 病院局ＨＰ http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

委託費対医業収益比率 ×
医療材料費対医業収益比率 ○

小児医療センターＨＰ
年報

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/23-11.html

1日当たり外来患者数
○

小児医療センターＨＰ
年報
病院局ＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/23-11.html

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/

流動比率 ×
新生児及び6歳未満の乳幼児手術件数 ○ 小児医療センターＨＰ http://www.pref.saitama.lg.jp/site/03-01s/

超低出生体重児受入件数 ○ 年報

医療相談件数 ○ 年報

臨床研修医受入件数 ×
民間経営手法の導入 ×
事業規模・形態の見直し（該当な
し）

×

経費削減・抑制対策 ×
収入増加・確保対策 ×
その他 ○ 小児医療センターＨＰ http://www.pref.saitama.lg.jp/page/24-05.html

再編・ネットワーク化に係る計画 該当なし － － －

経営形態見直しに係る計画 H21年度中に地方独立行政法人に移行
することの是非を検討する

×

点検・評価・公表等 埼玉県病院運営協議会を活用
毎年1月頃。ホームページ等により行
う

×

経営効率化に係る計画（数値目標）

公立病院としての医療機能にかかる数
値目標

数値目標達成に向けての具体的な取り
組み及び実施時期
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（表 3 章－Ⅲ－4）精神医療センターのプラン達成状況の公表について 

 

出典：病院局作成資料 

 

３.プランの達成状況のモニタリングについて 

 

 

 

（１）目標指標の達成状況のモニタリングについて 

病院における課題や経営状況等に関する意見交換の場として、月 1 回経営調整会議

（※2）を開催し、患者数や収益等の状況を報告しているが、患者数や収益状況の報告

にとどまり、プランに掲げた目標指標全てについてその達成状況は共有されていない

ため、年度中において、プランの達成状況の把握が困難となっている。 

第 3 次フォローアッププランは「今後の県立病院の健全な運営のために、病院局の

職員が一丸となって取り組むアクションプラン」として位置づけられているが、上記

のとおり、病院局によるモニタリングが十分に行われているとは考えにくい状況では、

プランが形骸化し、その位置づけをなくしているとも考えられる。 

※2 病院局長、経営管理課長（病院局）、各病院の事務局長及び看護部長により構成

され、必要に応じて副病院長を加えるものとされている。 

目標設定 具体的な内容 開示有無 開示箇所 HP リンク

経常収支比率 ×
職員給与費対医業収益比率 ○

「年報」（紙印刷のみ。
以下同じ）

病院局ＨＰ
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/

466320.pdf

精神医療センターＨＰ
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/seishin-

sinryou/seishin-shinryou-jisseki.html

年報

繰入金を除いた医業収支比率
○ 病院局ＨＰ

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/

466302.pdf

委託費対医業収益比率 ×
医療材料費対医業収益比率 ○ 年報

病院局ＨＰ
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/

466323.pdf

精神医療センターＨＰ
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/seishin-

sinryou/seishin-shinryou-jisseki.html

年報

流動比率 ×
措置・緊急措置・応急入院患者数 ○ 年報

時間外・休日・深夜の受診患者数 ○ 年報

医療観察通院患者数 ×
療養個別援助件数 ○ 年報

民間経営手法の導入 ×
事業規模・形態の見直し ×
経費削減・抑制対策 ×
収入増加・確保対策 ×
その他 ×

再編・ネットワーク化に係る計画 該当なし － － －

経営形態見直しに係る計画 H21年度中に地方独立行政法人に移行
することの是非を検討する

×

点検・評価・公表等 埼玉県病院運営協議会を活用
毎年1月頃。ホームページ等により行
う

×

病床利用率

○

1日当たり外来患者数

○

公立病院としての医療機能にかかる数
値目標

数値目標達成に向けての具体的な取り
組み及び実施時期

経営効率化に係る計画（数値目標）

【意見 2】第 3次フォローアッププランの達成状況のモニタリング（目標達成状況の

進捗管理、未達成項目の洗い出し、対応方針の策定等）が十分に行われていない。

また達成状況も目標値と対比する形で開示されていないことから、県民がその達成

状況を把握するのは困難である。モニタリングの実施頻度・方法等を具体的に検討

し、県民への開示も含め、適切な管理体制を構築すべきである。 
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（２）達成状況の評価と開示について 

評価に当たっては埼玉県立病院運営協議会を利用する旨の記載があるが、実際には

運営状況の報告にとどまり、第 3 次フォローアッププランに記載のある目標指標に対

する達成状況については特に具体的な評価が行われていないため、自己評価のみなら

ず外部評価も不十分であったと言わざるを得ない。 

またプランの達成状況として各年度の数値が公表されているのみであり、目標値と

の対比がなされていないため、その達成状況を県民が把握するのが困難となっている。 

 

（３）適切なモニタリング体制の構築と開示について 

プランに掲げた目標指標に対するモニタリング、すなわち目標達成状況の進捗管理、

未達成項目の洗い出し、対応方針の策定等を病院局で実施する等、効率的に自己評価

が行える仕組みを構築する必要がある。またプランの達成状況として各年度の数値が

公表されているのみであるが、上記モニタリングを実施した結果として、目標と比較

した形で実績数値を開示し、目標の達成状況を県民に分かりやく伝える、また未達成

である場合にはアクションプランを併せて記載するなど、適時適切にモニタリングを

実施した上で、県民にとって分かりやすい開示をすべきである。 

 

（図 3 章－Ⅲ－1）第 3次フォローアッププランに対する PDCAの確立 
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DO 
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外部評価 

ACTION 
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Ⅳ.経営形態（地方独立行政法人化）の検討 

 

１.経営形態の見直しについて 

 

埼玉県立病院経営健全化第3次フォローアッププランにおける取組の方針に、「民間経

営手法の導入」が掲げられている。具体的には効率的な病院経営のため、現行制度の中

で最も効率的な手段を活用するとともに、更なる改善を図るため新たな運営形態の導入

について検討を推進すると記載されている。 

 

（図 3 章－Ⅳ－1）経営形態見直し計画の概要 

 

出典：埼玉県第3次フォローアッププラン 

 

 

 

平成23年3月に病院局から地方独立行政法人化の検討結果が公表され、その中で「当面、

全部適用を継続することとして、独立行政法人制度は導入しない。」という結論が出され

ているが、個別病院ごとの移行については検討されておらず、4病院一括あるいは個別病

院ごとのどちらが有利についての比較・検討が行われていない。 

フォローアップ計画では4病院一括あるいは個別病院ごとのどちらが有利かを検討す

ると記載されており、また個々の病院ごとに地方独立行政法人化している事例があるこ

とから、将来において地方独立行政法人化を検討するに当たっては、個別病院ごとに移

行する場合と全体として移行する場合のどちらによりメリットがあるのかを十分に検討

した上で意思決定すべきである。 

 

２.経営形態の見直しに当たり検討すべき事項について 

 

地方独立行政法人化の検証に当たり病院局では先進事例（大阪府・静岡県）の検討を

時期 

•平成21年度中に地方独立行政法人に移行することの是非を検討する 

内容 

•先行事例の収支の改善状況を検証。4県立病院の地方独立行政法人化を行う場合、4
病院一括あるいは個別病院ごとのどちらが有利かを検討 

【意見 3】個別病院ごとの地方独立行政法人化について検討が行われていない。将来

地方独立行政法人化を検討するに当たっては、個別病院で移行する場合と県立病院

全体で移行する場合のメリット・デメリットを勘案した上で、移行の意思決定をす

べきである。 
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実施しており、具体的には地方独立行政法人化の概要を把握した上で、主な指標の推移

を分析し、地方独立行政法人により経営改善が図られたか否かの検討を行っている。 

また上記2法人の検討を行った結果、地方独立行政法人化すれば経営改善が進むという

ことはなく、先進事例においても経営形態と経営改善のデータに相関関係が認められな

かったとして、地方独立行政法人を導入しないとの結論が導かれている。 

 

 

 

地方独立行政法人化の検証に当たっては、先行事例の分析と法人化によるメリット・

デメリットの確認にとどまっており、県立病院が地方独立行政法人化することにより経

営が改善する余地があるか否かについては、具体的な分析が行われていない。 

仮に先行事例として経営改善が図れていないケースがあったとしても、県立病院が地

方独立行政法人化することで経営が改善する余地があるのであれば移行を検討すべきで

ある。県立4病院すべてが専門病院であるという特殊性からは、地方独立行政法人化した

病院のうち専門病院を有する法人の財務指標との比較を行うなど、具体的な計数を用い

た分析が必要である。 

特に医業収支比率（医業費用に対する医業収益の割合をいう。【計算式】医業収益÷医

業費用×100（％））については多くの地方独立行政法人の比率を下回っており、また平

成14年以降継続して全国平均を下回っている。したがって、地方独立行政法人化の検証

に当たっては、県立病院の医業収支率が多くの地方独立行政法人の比率や公営企業平均

を下回っていることや、県立4病院すべてが専門病院であるという特殊性を踏まえた上で、

地方独立行政法人化により経営改善が図られる余地がないか、再度検討すべきである。 

 

（表 3章－Ⅳ－1）他の地方独立行政法人の医業収支率（平成21年度）との比較 

埼玉県立

病院 

秋田県立 

病院機構 

山形県・

酒田市病

院機構 

静岡県立 

病院機構 

桑名市民

病院 

大阪府立 

病院機構 

神戸市民

病院機構 
平均 

82.3％ 102.1％ 100.1％ 101.2％ 99.2％ 105.9％ 109.9％ 105.0％ 

出典：地方公営企業年鑑 平成21年度 

  

【意見4】地方独立行政法人化の検証に当たり、具体的な計数を用いた分析が行われ

ていない。県立4病院すべてが専門病院であるという特殊性からは、地方独立行政

法人化した病院のうち専門病院を有する法人の財務指標との比較を行うなど、具体

的な計数を用いた分析を行い、経営改善の余地がないか検討する必要がある。 
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（表 3章－Ⅳ－2）医療収支比率の推移 

区分 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

循環器・呼吸器病

センター 
80.8 87.4 89.0 89.0 87.7 85.0 83.6 85.2 86.8 

がんセンター 84.1 91.9 91.2 93.9 89.9 87.7 86.8 88.2 91.0 

小児医療センター 69.8 75.2 76.0 75.0 79.3 80.3 76.3 79.2 81.2 

精神医療センター 52.6 51.9 49.5 47.0 47.5 59.3 52.6 53.4 48.6 

全体 77.1 83.3 83.8 84.4 83.2 82.8 80.4 82.3 83.9 

全国平均※1 90.3 91.0 90.3 90.3 88.8 88.6 88.1 89.5 － 

出典：病院局ホームページ 

※1 病院局ホームページでは「総合病院を中心とする全国平均」とされている。 
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Ⅴ.地域医療の推進 

 

１.地域医療連携の推進方針について 

 

埼玉県立病院経営健全化第3次フォローアッププランにおける取組の方針に、「地域医

療支援病院として地域医療機関を支援し、継続した医療を提供」と明記されており、ま

た関係医療機関と将来の医療体制に関する検討を推進すると記載されているが、第3次フ

ォローアッププランの適用後、紹介率・逆紹介率ともに下降傾向にある。 

 

（表 3章－Ⅴ－1）紹介率の推移 

病院 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

循環器・呼吸器病センター 85.2％ 88.5％ 88.6％ 76.7％ 

がんセンター 52.5％ 49.2％ 47.9％ 50.7％ 

小児医療センター 99.9％ 99.9％ 99.3％ 99.3％ 

精神医療センター 57.7％ 58.2％ 56.9％ 56.6％ 

出典：病院局作成資料 

 

（表 3章－Ⅴ－2）逆紹介率の推移 

病院 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

循環器・呼吸器病センター 63.6％ 73.8％ 73.0％ 58.8％ 

がんセンター 52.3％ 55.7％ 60.7％ 60.7％ 

小児医療センター 48.5％ 38.5％ 37.4％ 31.3％ 

精神医療センター 42.8％ 43.8％ 47.8％ 42.5％ 

出典：病院局作成資料 

 

また地域連携のための具体的な施策である連携クリティカルパスの導入については、

既に導入している病院がある一方、導入自体の検討がなされたばかりであり、作成に着

手できていない病院が存在するなど、その運用にばらつきが生じている状況である。 

なお、地域連携クリティカルパスとは、急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅

に帰れるような診療計画を作成し、治療を受けるすべての医療機関で共有した上で、各

医療機関の役割分担を含めた診療内容をあらかじめ患者に提示・説明することにより、

患者が安心して医療を受けることを可能とするツールである。またこのツールを利用す

ることにより、医療機関ごとの診療内容と治療経過、最終ゴール等が診療計画として明

示され、回復期病院では患者がどのような状態で転院してくるかを把握できるため、改

めて状態を観察することなく、転院早々からリハビリを開始できることとなる。したが

って、地域連携クリティカルパスの作成により、医療連携体制に基づく地域完結型医療
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を具体的に実現することが可能となると考えられる。 

 

（表 3章－Ⅴ－3）県立病院における地域連携クリティカルパスの導入状況 

病院 導入状況 

循環器・呼吸器病センター 脳卒中については地域連携クリティカルパスを作成して

いる。 

がんセンター 胃がん・大腸がん・肺がん・肝臓がん・乳がんという 5

大がんについては地域連携クリティカルパスを盛り込ん

だ医療連携手帳を作成し、連携を図ろうとしているが浸

透していない。 

小児医療センター 地域連携クリティカルパスは作成していない。院内完結

型のクリティカルパスのみの運用にとどまっている。 

精神医療センター 地域連携クリティカルパスの導入を平成23年9月に検討

しているが、作成に着手できていない。院内完結型のク

リティカルパスのみの運用にとどまっている。 

 

 

 

地域医療連携というテーマに対して、県立病院としてどのようにして対応していくか、

病院局としての計画や目標が明確に定められておらず、地域医療連携の具体的施策の立

案等は各病院任せとなっている。 

しかし、「県民の方を向いた、患者さんのための医療」という県立病院の使命を果たす

ためにも地域医療の推進は重要な要素であるため、各病院が独自に対応するだけでなく、

病院局がその中心となって地域医療の推進を図ることが必要である。 

具体的には、各県立病院がその地域で果たすべき役割や、具体的な目標を明確にした

【指摘 2】現在、地域医療連携に当たっての具体的施策の立案及び進捗管理は各病

院任せとなっているが、「県民の方を向いた、患者さんのための医療」という県

立病院の使命を果たすに当たっては、地域医療の推進は非常に重要な要素である

ため、各病院が独自に対応するだけでなく、病院局がその中心となって地域医療

の推進を図ることが必要である。 

具体的には、各県立病院がその地域で果たすべき役割や、具体的な目標を明確

にした上で、病院局が各病院に対して働きかけ、また各病院の連携状況を管理し

ていくことが必要と考えられる。 

なお、地域連携を推進するに当たり、地域連携クリティカルパスは有用なツー

ルであるため、その導入を積極的に検討すべきである。 
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上で、病院局が各病院に対して働きかけ、また各病院の連携状況を管理していくことが

必要である。 

また地域医療連携クリティカルパスについては十分に導入されていない病院が3病院

存在するが、地域医療連携クリティカルパスは医療連携体制に基づく地域完結型医療を

実現するための具体的な施策となるため積極的に導入することを検討すべきである。 

 

２.小児医療センターが今後果たすべき役割について 

 

小児医療センターは病床数300床を有し、一般の医療機関では対応困難な疾患を診療す

る小児専門の3次医療機関である。今回、さいたま新都心第8-1A街区に小児医療センター

とさいたま赤十字病院が隣接して移転し、両病院を核として県民に対する安心・安全な

医療体制を構築することとなっている。 

 

 

 

移転に際し、小児医療センターは周産期医療及び救急医療を充実・強化し、さいたま

赤十字病院と連携することにより、効果的、効率的に高度な医療を提供していくとされ

ているが、現時点では、さいたま赤十字病院との具体的な連携方針を含め、小児医療セ

ンターが今後どのような形で地域医療を支援していくのか明確にされていない。 

また、現在の小児医療センターでは、急性期の治療を終え慢性期に入った患者が長期

入院しているケースが見受けられるが、同様の状況が移転後の小児医療センターでも生

じた場合には、周産期医療及び救急医療といった移転後の小児医療センターが果たすべ

き役割に特化できない可能性がある。 

一方、重症心身障害児及び肢体不自由児については県内の受入施設が尐なく、他の医

療機関に紹介することが実質的に難しい状況にあるため、慢性疾患や難病など治癒が困

【意見 5】現在の小児医療センターでは、急性期の治療を終え慢性期に入った患者

が長期入院しているケースが見受けられるが、同様の状況が移転後の小児医療セ

ンターでも生じた場合には、周産期医療及び救急医療といった移転後の小児医療

センターが果たすべき役割に特化できない可能性がある。慢性疾患や難病など治

癒が困難な患者の受け入れ体制の強化は県全体で取り組む必要がある重要な課

題であるため、長期的治療を要する患者への医療の提供に関する県の方針を踏ま

えた上で、移転後の小児医療センターが有する機能について十分かつ慎重に検討

する必要がある。 

また検討に当たっては現在の小児医療センターが有する施設の利用方法も含

め、検討すべき項目の洗い出しを行い、具体的な検討スケジュールを作成した上

で、計画的に取り組む必要がある。 
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難な患者の受け入れ体制の強化は県全体で取り組む必要がある重要な課題といえる。し

たがって、長期的な治療を要する患者への医療の提供に関する県の方針を踏まえ、移転

後の小児医療センターが有する機能について、十分かつ慎重に検討すべきである。 

また現在の小児医療センターの施設の中には、MR棟・保健発達棟といった耐震基準を

満たした比較的新しい建物も存在しているため、既存資源の有効利用という観点から、

現有施設の今後の利用方法についてもあわせて、検討すべきである。 

なお、小児医療センターが移転することにより、小児医療センターが有する機能のみ

ならず、具体的な地域連携策についても再検討を実施する必要があり、移転に当たって

検討すべき事項は非常に多岐にわたると考えられるため、検討すべき項目の洗い出しを

行い、具体的な検討スケジュールを作成した上で、計画的に取り組む必要がある。 

 

（表 3章－Ⅴ－4）埼玉県内の重症心身障害児施設等 

施設名 施設種類 設置主体等 所在地 定員 

光の家 重症心身障害児施設 （福）毛呂病院 入間郡毛呂山町

小谷田162 

332 

嵐山郷 重症心身障害児施設 埼玉県・（福）埼玉県

社会福祉事業団 

比企郡嵐山町古

里1848 

60 

太陽の園 重症心身障害児施設 （福）清風会 熊谷市津田1855

－1 

70 

中川の郷 重症心身障害児施設 （福）東埼玉 北葛飾郡松伏町

下赤岩222 

70 

東埼玉病院 指定医療機関 独立行政法人国立病

院機構 

蓮田市黒浜4147 － 

出典：病院局作成資料 
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Ⅵ.DPC の導入 

 

１.埼玉県立病院における DPC 導入状況と導入予定について 

 

循環器・呼吸器病センターは平成19年度にDPC準備病院となり、平成21年度からDPC対

象病院として運営を行っている。またがんセンター及び小児医療センターについては平

成23年10月に平成24年4月からDPC準備病院へ移行する届出を行い、平成26年度にDPC対象

病院となる予定である。 

なおDPCとは、Diagnosis Procedure Combinationの略で、従来の診察行為ごとに計算

する「出来高払い」方式とは異なり、入院患者の病名や症状をもとに手術などの診療行

為の有無に応じて、厚生労働省が定めた1日当たりの診断群分類点数をもとに、医療費を

計算する新しい定額払いの会計方式をいう。DPC導入の下ではコスト管理の徹底と医療の

質の向上が求められるが、膨大な診療情報やデータを有効活用することで、ベンチマー

キングが可能となり、DPCによって医療の質、効率性及び収益力を高めることができるこ

とは、病院経営にとって大きなメリットとなる。 

 

 

 

平成22年度に病院局としてDPC適用病院へ移行する方針を決定し、小児医療センターは

平成23年10月にDPC準備病院へ移行する届出をしているが、DPC対象病院への移行につい

て、具体的な計数による影響度分析は平成23年10月まで実施されておらず、また届出時

点で、DPC委員会の参加メンバーは未決定であったことから、届出を行うに当たっての準

備は十分であったとは言い難い。また、がんセンターについても平成23年10月にDPC準備

病院へ移行する届出をしているが、平成23年10月までDPC準備病院となることによる影響

度分析が実施されていない。 

上述のとおり、小児医療センター及びがんセンターのDPC準備病院移行に当たっては、

具体的な影響度分析が実施されないまま、平成22年度に病院局としてDPCに移行する方針

を決定しているが、DPC対象病院への移行は診療体制や収入金額に大きな影響を与え、ま

たコーディング等のシステム対応も必要とされることから、移行に当たって検討すべき

課題及び問題点を網羅的に把握した上で、さらに具体的な計数をあてはめた影響度分析

【意見 6】小児医療センター及びがんセンターの DPC 準備病院移行に当たり、具体的

な影響度分析が実施されないまま、平成 22 年度に病院局として DPC に移行する方

針を決定しているが、より具体的な検討を実施した上で決定すべきであったと考

えられる。 

また今後も DPC 調整係数の改訂等、DPC に関する情報を入手し、県立病院への影

響を適時に把握することが望まれる。 
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を実施する等、慎重な検討が必要であったといえる。 

なお、DPC準備病院を通じてDPC対象病院へ移行するに当たっては、課題や検討すべき

事項の洗い出しを行い、またDPC調整係数の改訂等、DPCに関する情報を入手し、県立病

院への影響を適時に把握し、対応する体制を構築することが望まれる。 

 

２.DPC 準備病院への意思決定時期について 

 

平成22年7月1日時点のDPC対象病院は全国で1,391病院であり、一般病院数に対するDPC

対象病院数の割合は18.0％となっている。また300床以上の病床を有する一般病院1,305

病院に対してDPC対象病院数は665病院となっておりその割合は51.0％となっていること

から、小児医療センターやがんセンターと同規模の病院の半数は平成22年度時点でDPC対

象病院となっている。一方で県の小児医療センターやがんセンターのDPC対象病院への移

行時期は平成26年度と予定されており、この移行時期は相対的に遅いと考えられる。 

 

（表 3章－Ⅵ－1）DPC対象病院の状況 

 

出典：厚生労働省 DPC対象病院・準備病院の現況について 
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小児医療センター及びがんセンターのDPC移行については、平成22年度に意思決定して

いるが、他県の状況や循環器・呼吸器病センター移行結果の把握に留まり、早期移行を

目指した具体的な係数をあてはめた検討がなされていなかった。またその理由として病

院局は、①先行してDPC対象病院となった病院の中にDPCに移行したことで収支が悪化し

た病院が存在したこと、②DPC調整係数が削減され、DPCへ移行することでかえって収支

を悪化させる懸念があったこと、③平成21年度に先行してDPCに移行した循環器・呼吸器

病センターの運営状況を検討する時間が必要であったこと、④DPCに移行するためには医

事専門職員の採用や医療情報システムの改修が必要であったことを理由として挙げてい

る。 

しかし、平成21年度及び平成22年度の調整係数は平成23年度よりも高い水準にあり、

また先行してDPCに移行した循環器・呼吸器病センターでは実際に年間約2億3千万円の増

収となっていることから、小児医療センター及びがんセンターについても早期に移行し

ていた場合には、より多くの収益の獲得が可能であったと考えられる。 

 

３.DPC 準備病院へのスケジュールについて 

 

 

 

小児医療センター及びがんセンターが DPC 対象病院に移行するに当たっては、DPC 導入

スケジュールが策定されているものの、スケジュールどおりの対応がなされていない。

具体的には小児医療センターの DPC 導入スケジュールでは、DPC 業務・請求フローの構築

は平成 23 年 6 月から実施されるスケジュールとなっているが、DPC 導入推進プロジェク

トのメンバーが平成 23 年 9月 27 日現在未決定となっていた。 

今後クリティカルパスの見直しやシステム対応等も含め、DPC導入に向けた業務は相当

のボリュームとなることが想定されるため、計画的に対応していくことが重要と考えら

れる。  

【意見 8】小児医療センターやがんセンターの DPC導入スケジュールについて、実際

の対応に乖離が見受けられる。移行に当たって相当の事務対応が必要となるため、

計画的に対応すべきである。 

【意見 7】小児医療センター及びがんセンターの DPC 準備病院への移行については早

期移行を目指し、具体的な検討を実施すべきであった。 

なお、平成 21 年度に DPC 対象病院となった循環器・呼吸器病センターでは、実

際に年間約 2 億 3千万円の増収となっているため、小児医療センター及びがんセン

ターについても早期に移行していた場合には、増収となっていた可能性が高い。 
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Ⅶ.患者未収金 

 

１.患者未収金の財務会計システムの残高について 

 

 

 

患者未収金について、医事会計システムは患者未収金の個人別管理をするシステムで

あるから、医事会計システムの合計残高と財務会計システム合計残高は本来一致すべき

である。しかし（表 3 章－Ⅶ－1）のとおり、財務会計システムの残高と医事会計シス

テムの残高が一致していない。 

 

（表 3 章－Ⅶ－1）県立病院の患者未収金のシステム残高（平成 23 年 3月末日現在） 

（単位：千円） 

病院 
財務会計システム残高 

① 

医事会計システム残高 

② 

差額 

①－② 

循環器・呼吸器病センター 95,752 95,324 427 

がんセンター 89,534 89,362 171 

小児医療センター 72,630 71,249 1,380 

精神医療センター 19,186 19,186 － 

合計 277,102 275,122 1,980 

 

県立病院ではシステム間の合計残高の差異を、原因分析を行った上で調整している。

しかし上記の差異は主として過年度に発生した、もはや原因調査が不明な差異であり、

これ以上は差異の解消が困難な状況にある。したがって、当該差異のうち、解消が不可

能な部分は一括で修正処理を行い、財務会計システムの残高を医事会計システムの残高

に減額修正すべきである。 

 

２.未収金への対応について 

 

県立病院における過年度未収金、つまり 1年を超えて滞留している未収金の残高及び

回収状況の推移は（図 3 章－Ⅶ－1～2）のとおりである。 

  

【指摘 3】患者未収金について、財務会計システムと医事会計システムとの間に発生

している 1,980 千円の差異は、主として過年度に発生した、もはや原因調査及び

解消が困難な差異である。したがって、解消が困難な差異は一括で修正処理を行

い、財務会計システムの残高を医事会計システム残高に減額修正すべきである。 
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（図 3 章－Ⅶ－1）過年度未収金残高推移 平成 23 年 3 月末現在 

（単位：千円） 

 

出典：病院局作成資料 

 

（図 3 章－Ⅶ－2）過年度未収金回収率比較 平成 23 年 3 月末現在 

 

出典：病院局作成資料  
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近年の入院・外来収益の増加に伴い、滞留する未収金は増加傾向にある。こうした状

況において、県立病院はより一層、未収金の発生及び回収に努める必要があるが、現在

の県立病院における未収金への対応は下記の点で問題があると考える。 

 

（１）外来患者への対応について 

 

 

 

現在、県立病院において、外来患者が診療費を当日に支払わない場合の扱いについ

て、明確な定めが設けられていない。外来患者が診療費を当日に支払わない場合にお

ける現在の業務は、患者へ納入通知書を渡し、そこに記載されている納入期日（納入

通知書発行から 15日以内）までに納入を促すに留まっている。また、その後は下記（２）

の督促状発行手続きに入るまでは、再来院時に会計窓口で督促を行うのみで、電話等

による催促は行っていない状況にある。 

外来患者の医療費は 1 件当たりの金額が相対的に小さいにもかかわらず、滞留すれ

ば回収には相応のコストが発生するため、回収コストが低くて済む短期間のうちに回

収する必要がある。このような外来患者に対する未収金を、納入通知書記載の 15 日以

内という長い期間において回収しようという姿勢は望ましくない。 

したがって、外来患者の未収金については、特に、より短期間のうちに回収に努め

る必要があり、また、他の公的病院において既に実施している例があることに鑑みれ

ば、外来患者への対応をマニュアル化し、各病院で実践することが望ましい。なお、

当該マニュアルの作成に当たっては、下記の点に留意する必要がある。 

外来当日に患者から支払いを受けられない場合には、患者に理解を求めつつ、支払

期日を納入通知書記載の 15日以内よりも短い期日に定めた支払誓約書を入手すること

が望ましい。その際、後日の催促の実効性を確保するために、正確な身元や連絡先を

あわせて入手し、支払誓約書に記すことが必要である。当該誓約書は支払予定日ごと

に管理し、予定日を経過しても支払いを受けられない患者に対しては、電話等により

催促を行う必要がある。 

  

【意見 9】外来患者が当日に診療費を支払わない場合の対応をマニュアル化するこ

とが望ましい。その際、支払期限を明確に定めた支払誓約書を入手するととも

に、当該誓約書は支払予定日ごとに適切に管理し、予定日を経過しても支払い

を受けられない患者に対しては、催促を行う必要がある。 
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（２）未収金回収マニュアルにおける督促状の発行時期について 

県立病院における未収金の回収フローは（図 3 章－Ⅶ－3）のとおりである。 

 

（図 3 章－Ⅶ－3） 

 

出典：病院局作成資料 
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未収金回収マニュアルにおける督促状兹領収書の発行は以下のとおり定められてい

る。 

 発行期日：納入期限の翌日から起算して 40 日以内に督促状を発行する 

 納入期限：発行の日から 7日以上 15 日以内とする 

未収金の回収は、患者が再来院する際の催促で対応することや、既に振込があった

場合に督促を行うとトラブルが発生する可能性があるなどの理由により、上記の督促

状の発行期日とされており、実際の業務においては、40 日を経過してからの発行も見

受けられる。 

しかし、現在の未収金回収マニュアルの督促状発行時期は、未収金の早期回収の観

点からは、明らかに遅いと考えられる。督促状を早期に発行することは、下記の利点

があることから、発行期日を上述した銀行振込により納入する患者とのトラブルを回

避するよう配慮した上で、例えば、納入期限後の 15 日程度に短縮することを検討する

とともに、督促状を発行した場合には、そのフォローを迅速に行うべきである。なお、

督促状の発行に当たっては、納期限を経過した日に、対象の未収金・患者リストを一

律で出力できるように、システム改善をすることが業務の効率化の観点からは望まし

い。 

督促状を早期に発行する第一の利点は、未収金の回収額及び回収率の向上に直結す

ることである。すなわち、未収金回収マニュアルの基本方針にも掲げてあるように、

未収金は、対応が長期化するほど滞納者が納入義務感を喪失し、回収が困難となる傾

向がある。これは（図 3 章－Ⅶ－2）に示した過年度未収金の回収率の低さからも明

らかである。したがって、未収金回収額及び回収率を向上させるためには、納期限を

経過した患者に対して、速やかに督促状を発行し、患者が納入義務感を喪失する前に

納入を促す必要がある。 

第二の利点は、早期に滞納者の状況を勘案した債権管理を行い、効率的かつ効果的

な徴収事務を可能にする点である。医療費は病院経営の基盤であり、また、県民の負

担も伴って経営している県立病院では、受益者が当然に負担すべき医療費を積極的に

回収することは当然の姿勢である。したがって、未収金は可能な限り回収すべきであ

るが、回収に費やせるコストには限界があり、滞納者に対する事務は回収可能性を考

慮して効率的かつ効果的に行う必要がある。その際、督促状の発行がその回収可能性

の判断に資すると考えられる。 

【意見 10】現在の未収金回収マニュアルの督促状発行時期は、未収金の早期回収

の観点からは、明らかに遅いと考えられる。発行期日を例えば、納入期限後の

15 日程度に短縮することを検討するとともに、督促状を発行した場合には、そ

のフォローを迅速に行うべきである。 
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なぜなら、滞納者には、支払う意思があるが資力が乏しいため支払うことが出来な

い患者と、支払う資力は有しているが支払う意思がない悪質な患者が存在するが、督

促状を発行することにより、滞納者が悪質か否かを見極められるからである。つまり、

督促状を受け取った患者から何らかのアクションがある場合には、ある程度の支払い

の意思があると考えられるが、全くアクションがない場合には、支払いの意思すら有

しないと考えることができ、患者が悪質か否か、ひいては未収金の回収可能性を早い

段階で見極められる。したがって、早期に督促状を発行し、それを迅速にフォローす

ることで、早期から回収可能性を考慮した効率的かつ効果的な徴収事務が可能になる

と考えられる。 

第三の利点は、終局的には未収金に要する事務負担を含めた回収コストを軽減し得

ることである。例えば、督促状を発行する作業量は、納入期限後 15 日経過した時点と

40 日経過した時点では大きな差はないと考えられる。しかし、より早い時期に督促状

を発行することが未収金の回収に資することは上述のとおりである。したがって、納

期限の 40 日後よりも早い時期に督促状を発行することにより、将来回収に努めること

になる未収金が減尐し、事務作業を含めた回収コストが減尐すると考えられる。 

このように、より早い時期に督促状を発行することは、中長期的な回収コストを軽

減し得るという効果が期待できると考えられる。 

 

（３）債権管理体制の構築について 

 

 

 

現在、県立病院における未収金の対応は、未収金回収マニュアルに基づき実行され

ているが、未収金を発生させないための明確な対応策やマニュアルは存在しない。ま

た、未収金回収マニュアルも、滞納未収金に対する一律の定めを設けているのみであ

り、回収可能性や費用対効果を勘案した指針、対応策は明示されていない状況にある。 

しかし、実際には県立病院の現場においては未収金の対応に当たり、明確な指針は

ないものの、過年度の実務経験等に基づき、未収金の発生防止に努めるとともに、回

収時にはある程度の回収可能性を考慮して回収業務を実施している。したがって、現

在整備されている未収金回収マニュアルをより、具現化・細分化した対応を行ってい

るにもかかわらず、それが暗黙知になっている状況にある。こうした現場の実際の作

業を形式知化することは、各病院が蓄積しているノウハウを病院内・病院間で共有す

【意見 11】未収金の発生防止及び回収に関して、より実務的な対応が明文化され

ていない。現在、現場において行われている実務を明文化するとともに、今後

も大きな課題となる未収金問題に備え、民間の債権管理・取組事例を参考にし

つつ、より強力な債権管理体制を構築していくことが望ましい。 
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ることや、未収金対策を立案する際に、現在の作業の有効な活用を可能にすることか

ら、現在の県立病院の現場において実施されている未収金への対応を明文化すること

が望ましい。 

なお、未収金の滞納は、県立病院の経営基盤に大きな影響を及ぼす課題であり、高

齢化社会の到来により、医業収益は増加していくことが考えられ、未収金の問題はま

すます大きな課題になるはずである。したがって、県立病院の未収金回収率は僅かに

増加傾向にあるものの、未収金残高が毎期増加している現状からは、県立病院が明示

又は黙示に構築している現在の未収金管理体制では十分に対応しきれないことが想定

される。県立病院は将来を見据えて、現在の体制に加え、例えば下記のような民間に

おける債権管理の取組事例を参考にしつつ、より強力な債権管理体制を構築し、効果

的かつ効率的に債権管理・回収を行うことが望ましい。 

ⅰ）債権管理に係る基本的な指針作成 

滞納の未然防止、債権回収の強化、適切な債権整理等、債権管理の基本事項を

整理した指針を作成し、債権管理の充実を図る。 

ⅱ）未収金の適切な債権管理と効果的な対応策の実施 

未収債権について、回収可能性・回収コスト等を考慮して適切に債権区分を行

うことで、数値目標の設定や回収・整理に向けた対応策に活用する。 

ⅲ）債権管理に必要な実務支援 

支払い催促の手続等事例集や手法に応じた個別マニュアルの作成を行う。また、

債権管理担当職員の研修会を開催する。 

 

（４）未収金情報の共有化について 

 

 

 

現在、病院局・各病院において、未収金についての情報の共有化がなされていない

状況にある。未収金への対応を担当事務のみに委ねることは、事務に過大な負担を課

すことになる。また、医師や看護師が診察時に患者に対し、滞納している旨を伝え、

納入を促すことで、未収金の発生防止及び回収に一定の効果を得られた例があるよう

に、事務以外の病院関係者でも未収金の回収の一端を担うことが可能であるが、情報

が共有されなければこうした事務以外の病院関係者による未収金の発生防止及び回収

の機会を逸する可能性もある。 

未収金問題は事務側だけが取り組むべき問題ではなく、病院局も含め、県立病院が

【意見 12】未収金情報を共有する施策が講じられていない。病院局及び各病院は、

例えば毎月開催されている経営調整会議等で未収金の情報を共有化し、未収金へ

の対応策を立案・実施することが望ましい。 
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一丸となり対応すべき問題である。そのためには、病院関係者が未収金の滞留、発生

及び回収の状況等の情報を定期的に共有化し、未収金への問題意識を高める必要があ

る。したがって病院局及び各病院は、例えば毎月開催されている経営調整会議等で未

収金の情報を共有化し、独自に対応すべき問題は独自に、そして連携して対応すべき

問題は連携して対応策を立案・実施することが望ましい。 

 

（５）クレジットカードによる診療報酬の決済の実効性確保について 

 

 

 

県立病院では、平成 19 年 4月から未収金の発生防止及び診療報酬の回収促進を目的

として、診療報酬の支払いについて、クレジットカード決済を導入している。導入に

当たっては、病院局から 4 病院へ通達を出しており、患者及び患者家族に対しては、（1）

加盟店標識の掲示、及び、（2）掲示板等への掲示によりクレジットカード決済の周知

を行うことにしている。4病院へヒアリングを実施した結果、当該施策の実施状況は（表 

3 章－Ⅶ－2）のとおりである。 

 

（表 3 章－Ⅶ－2） 

病院 （1）加盟店標識の掲示 （2）掲示板等への掲示 

循環器・呼吸器病センター 実施している 実施していない 

がんセンター 実施している 実施している 

小児医療センター 実施している 実施している 

精神医療センター 実施している 実施している 

 

循環器・呼吸器病センターにおいて、（2）掲示板等への掲示がなされておらず、4病

院で統一が図られていない。クレジットカード決済の実効性を確保し、もって、未収

金発生の防止や診療報酬の納入を促進するためには、院内で患者及び患者家族に明ら

かになるよう、4病院で漏れなく、クレジットカード決済が可能である旨を院内掲示す

ることが望ましい。 

  

【意見 13】クレジットカード決済の実効性を確保し、もって、未収金発生の防止

や診療報酬の納入を促進するためには、クレジットカード決済が可能である旨

を、院内で患者及び患者家族に明らかになるよう、4病院で院内掲示することが

望ましい。 
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３.滞留未収金の会計処理について 

 

平成 23 年 3月末日における、県立病院における病院別・発生年度別の患者未収金の内

訳は（表 3章－Ⅶ－3）のとおりである。 

 

       （表 3 章－Ⅶ－3） （単位：千円） 

発生年度 
循環器・呼吸器病 

センター 

がん 

センター 

小児医療 

センター 

精神医療 

センター 
合計 

①  19 年度以前 55,753 38,938 54,819 10,528 160,040 

②  20 年度 6,190 7,977 3,943 1,831 19,943 

③  21 年度 5,410 12,242 5,017 1,942 24,613 

④  
22 年度 

(6 か月超) 
9,265 4,626 2,145 1,516 17,554 

⑤  
22 年度 

(6か月未満) 
18,703 25,576 5,323 3,366 52,970 

合計 95,324 89,362 71,249 19,186 275,122 

出典：病院局作成資料から作成 

 

（１）地方公営企業法の改正に向けた債権管理規程等の整備について 

 

 

 

現在、未収金に対する貸倒引当金が計上されていないため、貸借対照表において未

収金の回収可能性が反映されていない。現在の地方公営企業法においては、貸倒引当

金の計上は強制されていないが、平成 26 年以降は改正後の地方公営企業法により会計

処理を行う必要があるため、貸倒引当金を計上することになる。当該改正に備えて、

債権管理規程等を整備して債権を区分し、区分に応じた管理を行うことが望ましい。 

なお、平成 23 年 3 月末日における貸倒引当金を試算すると、（表 3 章－Ⅶ－5）の

とおりである。 

  

【意見 14】現在の地方公営企業法においては貸倒引当金の計上は強制されていな

いが、平成 26 年度以降は改正後の地方公営企業法により会計処理を行うことに

なり、貸倒引当金の計上が予定されている。当該改正に備えて、債権管理規程

等を整備して債権を区分し、区分に応じた管理を行うことが望ましい。 



99 

 

（表 3 章－Ⅶ－4）貸倒引当金を試算するための債権区分及び引当金算出方法の一例 

債権区分 債務者の状況 引当金算出方法 

一般債権 
経営状態に重要な問題が生じていない。 

→入金の遅延が 6か月未満の債権 
引当金を計上しない 

貸倒懸念債権 

経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に

重要な問題が生じているか又はその可能性が高い。 

→6か月以上、入金事実がない債権 

債権金額の 50％の 

引当金を計上する 

破産更生債権 

経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている。 

→1年以上、入金事実がない債権又は法的な経営破

綻の事実が生じている債権 

債権金額の 100％の

引当金を計上する 

 

（表 3 章－Ⅶ－4）に示した債権区分及び引当金算出方法の例は、下記の点につい

て留意する必要がある。 

本来、貸倒引当金の設定に当たっては、債務者の状態を状況等に応じて個別に債権

区分を行う必要がある。また、貸倒引当金は、貸倒懸念債権・破綻懸念債権のみなら

ず、一般債権についても、貸倒実績率を乗じた上で設定する必要がある。 

しかし今回の試算においては、簡便的に、滞留期間のみに基づき債権区分を行って

いる。また、現在の県立病院の債権処理からは、実態に即した貸倒実績率の算出が困

難であることから、貸倒懸念債権及び破産更生債権のみ引当金を算出している。 

 

（表 3 章－Ⅶ－5）上記に従って試算した場合の貸倒引当金 

 （単位：千円） 

債権区分 

（発生期間） 
未収金金額 引当率 貸倒引当金金額 

一般債権 （表 3章－Ⅶ－3における⑤） 

（平成 22 年 10 月 1日～平成 23 年 3月 31 日） 
52,970 ― － 

貸倒懸念債権 （表 3 章－Ⅶ－3における④） 

（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日） 
17,554 50％ 8,777 

破産更生債権 （表 3 章－Ⅶ－3における①+②+③） 

（平成 21 年 4 月 1 日以前） 
204,597 100％ 204,597 

合計 275,122 ― 213,374 
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（２）貸倒処理する必要性について 

 

 

 

県立病院の過去 10 年度における不納欠損処分の実施状況は（表 3 章－Ⅶ－6）のと

おりである。 

 

（表 3 章－Ⅶ－6）病院別不納欠損処分の実施状況 

（単位：千円、人） 

年度 
循環器・呼吸器病 

センター 

がん 

センター 

小児医療 

センター 

精神医療 

センター 
合  計 

22年    1 (1) － (－) 870 (1) －  (－) 872 (2) 

21年 －      (－) 117 (1) － (－) －  (－) 117 (1) 

20年 － (－) － (－) － (－) －  (－) － (－) 

19年 － (－) － (－) － (－) －  (－) － (－) 

18年 － (－) － (－) － (－) －  (－) － (－) 

17年 3,903 (44) 925 (2) 1,879 (20) 1,176 (16) 7,884 (82) 

16年 6,725  (105) － (－) 3,768 (30) 730 (13) 11,225  (148) 

15年 3,652 （28) － (－) 1,276 (30) 545 (13) 5,474 (71) 

14年  285 （5) － (－) 1,766 (12) 457 (12) 2,508 (29) 

13年 1,269 （12) － (－) 2,029 (14) 673  (7) 3,972 (33) 

出典：病院局作成資料から作成 

 

平成 18 年度以降はそれ以前と比べて、極端に不納欠損処分が実施されていない。こ

れは不納欠損処分の対象となる滞留未収金が減尐したのではなく、下記のとおり、不

納欠損処分の要件が厳格になったことに起因する。 

すなわち、県立病院は、平成 18 年 1 月 16 日以前においては、診療に関する債権の

消滅時効期間を、地方自治法第 236 条第 1 項所定の 5 年と解釈し、債権発生後 5 年経

過したものを不納欠損処理していた。しかし、当該債権の時効消滅期間は、民法 170

条に定める 3 年とする旨の判決が最高裁で下されている。これを受け県立病院は、平

成 18 年 1 月 17 日以降は、延滞債権の不納欠損処分に当たっては、債権発生後 3 年の

【意見 15】過年度未収金の回収率は非常に低く、全額回収は極めて困難と考えら

れる。資産の実在性の観点から、滞留未収金について、債務者の支払能力等の回

収見込みに照らし、回収の見込めない未収金については、一定の方針に基づき、

会計上は貸倒処理を行うことが望ましい。 
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経過のみならず、相手方の援用をも必要とすることになったため、不納欠損処分の実

施が困難となっている。 

したがって、現在の貸借対照表に計上されている未収金には、従前であれば、不納

欠損処分の対象となるべき未収金が含まれている。しかし、（図 3 章－Ⅶ－2）から明

らかであるが、過年度未収金の回収率は非常に低く、また、未収金は過年度のものに

なればなるほど回収率が低下する傾向があることから、その回収は極めて困難と考え

られる。つまり、現在の会計処理によれば、法的な請求権は存在するが、回収可能性

が極めて低い未収金が半永久的に計上され続けることになり、資産の実在性の観点か

ら財務諸表が経営実態と乖離する。これを解消するためには、該当する未収金を直接

減額する必要がある。 

具体的には、例えば県立病院の未収金の中には、滞納している患者が死亡したが、

相続の状況が確認できていない未収金や、債務者が居所不明になっている未収金が含

まれているが、こうした回収が極めて困難だが時効の援用も得られ難い未収金につい

ては、債務者の支払能力等の回収見込みに照らし、回収の見込めない未収金を、一定

の方針に基づき、会計上は貸倒処理を行うことが望ましい。 

なお、県立病院では当該処理を行うに当たり、①議会による議決、②債権免除、③

債権放棄条例の制定、のいずれかが必要であるが、事務処理等の手数を考慮すると、

現実的な対応としては、③債権放棄条例の制定であると考えられる。当該条例の制定

に当たっては、上述のような回収が極めて困難であるが時効の援用が得られ難い場合

や、債権の上限金額を設けるなど、限定的な規定とする必要があることに留意する必

要がある。また、当該条例の制定は病院局のみで対応できる問題ではないため、県全

体で対応する必要がある。 
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Ⅷ.領収書管理 

 

１.領収書の連番管理及び連番確認者について 

 

 

 

（１）領収書の連番管理について 

会計窓口においては、患者負担分の請求額を医事会計システムで確定させた時点で

納入通知書（請求書）兹領収書（以下「納入通知書」という。）及び控えをあわせて発

行している。また入金時には請求時に発行した納入通知書に収納済印を押した上で、

領収書原本を納入者に渡し、控えを事務局に保管している。なお、その納入通知書に

は発行順に請求番号が連番で付番されるよう、システム設計がなされている。これは、

病院局の財務規程で納入通知書の様式がそのように定められているため、このような

運用になっているとのことである。 

本来、領収書は入金時に発行し、当日入金額と当日発行した領収書の合計金額が一

致していることを確認すべきであるが、上述のとおり、請求時点で納入通知書が発行

されているため、当日発行した納入通知書金額と当日の入金額とが必ずしも一致する

とは限らない。 

なお、前日以前に発行された納入通知書の控えについては、患者から代金を収納し

た日に収納代金と併せて収納担当者（委託職員）から病院職員に回付するルールとな

っているが、前日以前に発行された納入通知書の顚末管理が行われていないため、患

者から代金を収納したにもかかわらず、領収書控が回付されなかった場合は、その事

実を把握することができない。したがって、収納担当者から病院職員が収納代金を受

け取る際に、収納担当者が意図的に領収書控えを回付せず、また併せて見合いの収納

【指摘 4】4病院において、医事会計システムから出力された納入通知書（請求書）

兹領収書は請求連番管理となっており、窓口現金横領のリスクが高い状況とな

っている。したがって、窓口現金横領のリスクを軽減させるための防止策を講

じる必要がある。 

例えば、窓口収納分にかかる領収書については請求番号とは別に入金番号が

領収書に付番されるように様式を見直すことも視野に入れ、医事会計システム

を改修する等、入金時の連番管理が可能な体制を構築することが防止策の一つ

として考えられる。 

また、領収書の入金連番管理を行う際は、当該入金番号が付された領収書控

えについて、医事業務の委託先に加え病院職員自らも、連番確認作業を行う必

要がある。 
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現金の引き渡しをしなかった場合には、当日収納現金の全額を病院が受領できないこ

ととなり、また病院側からその事実を把握することが困難である。 

したがって、上記のような窓口現金横領のリスクを軽減させるための防止策を講じ

る必要がある。その一つとして考えられるのは、窓口収納分については請求番号とは

別に入金番号が領収書に付番されるように様式を見直すことも視野に入れ、医事会計

システムを改修する等、入金時の連番管理が可能な体制を構築することである。（領収

書に請求番号と領収番号の両方を付番する医事会計システムを利用している医療機関

も多く見受けられるが、現在 4 病院で使用している納入通知書の様式では請求連番管

理及び入金連番管理を両方完璧に行うことは難しいと考えられる。） 

特に入院費については定期請求時と診療代金収納時にタイムラグが生じる可能性が

高く、また診療代金も多額に及ぶため、より一層の管理が必要である。 

 

（２）領収書の連番管理の確認者について 

さらに、上記（１）で記載した領収書の入金連番の仕組みを構築した場合は、毎日

収納現金の締め作業を行う際に、入金番号が付された領収書控えが連番になっている

ことを確認することは非常に重要な作業であると考えられる。なぜなら、たとえ領収

書に入金連番が付される仕組みを構築したとしても、領収書の控えに欠番がありその

ことを把握できなければ、入金連番管理としての意義は失われてしまうからである。

この点、4病院において、医事関連業務を外部委託しており、窓口での収納業務は当該

委託業務の範囲に含まれている。したがって、委託先が毎日収納現金の締め作業を行

う際に領収書控えの連番を確認することは当然であるが、これに加え病院職員自らも

当該連番確認作業を行う必要がある。なぜなら、上述のとおり、領収書控えの連番確

認作業は重要な作業であること、また、病院職員が直接行うことによって委託先に対

しての牽制も働くことから、領収書を利用した不正の防止の観点で非常に効果的な作

業になると考えられるからである。 

 

２.納入通知書（請求書）兹領収書の再発行管理について 

 

 

 

【指摘 5】4 病院において、システム上全く同じ番号の納入通知書を再発行すること

が可能である。そのため、常に再発行の納入通知書の区別がつくよう、再発行し

た納入通知書にも別途連番を付す必要がある。なお、当該対応が困難である場合

は、システム画面上又はリストにより再発行したことが完全に履歴として残るよ

うにし、別の担当者が当該履歴を確認することなどが代替案として考えられる。 
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4 病院において、システム上全く同じ番号の納入通知書を再発行することが可能である。

そのため現在は、担当者が納入通知書に再発行であることを手動で印字することによっ

て、再発行した納入通知書であることを明示している。また、納入通知書を再発行して

も、システム画面上再発行したことが完全に履歴として残らないため、納入通知書が再

発行されているか否かについては、別の担当者が確認できていない。 

つまり、担当者は納入通知書を再発行し意図的に納入通知書自体に再発行であること

を手動で印字しなければ、納入通知書が再発行されたものであるとういうことは誰にも

分からなくなる。さらに、システム画面上再発行した履歴を確認できていないことから、

不正に納入通知書が利用されるリスクが高い状況となっている。 

例えば、担当者が会計窓口での収納時に納入通知書をあらかじめ 2 枚発行する。そし

て、納入者から収納した際に、1枚は納入通知書に収納印を押して納入者に渡す。一方で、

入金事実を隠蔽するために当日未収金扱いとして処理し、もう 1 枚の納入通知書がその

証拠として使用されてしまう。それによって結果的に未収分として処理されてしまい、

実際の収納金については担当者が着服・横領することができてしまう。 

したがって、常に再発行の納入通知書の区別がつくよう、再発行した納入通知書にも

別途連番を付す必要がある。なお、当該対応が困難である場合は、システム画面上又は

リストにより再発行したことが完全に履歴として残るようにし、別の担当者が当該履歴

を確認することなどが代替案として考えられる。 
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Ⅸ.医業未収金 

 

１.保険委員会で決定された再審査請求可能レセプト管理について 

 

（１）各病院の再審査請求の状況 

病院に対する診療報酬は、以下の流れで支払われる。 

① 患者が病院で受診する。 

② 病院は診療月の翌月に受診した内容を診療報酬請求書（以下「レセプト」とい

う。）にまとめて、審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団

体連合会）に請求する。 

③ 審査支払機関では、診療報酬の審査を行い診療報酬金額を決定し、各保険者に

請求する。 

④ 保険者は審査支払機関に請求された金額を審査支払機関に払い込む。 

⑤ 審査支払機関は、病院の請求月の翌月に病院に支払いを行う。 

ただし、病院は請求した額の全額の支払いを受けるわけではない。形式的な不備が

あるレセプトは、病院に返却される（返戻）。また、請求内容自体もチェックされ（査

定）、診療内容に疑問があると判断された場合は請求を減点して支払われる（査定減）。

また、病院は、査定内容について疑問があれば、再審査請求を行うことができる。 

ここで、各病院の再審査請求の状況は（表 3章－Ⅸ－1）のとおりである。 

 

（表 3章－Ⅸ－1）各病院の再審査請求の状況 

病院 検討状況 

循環器・呼吸器病センター ① 再審査請求の検討状況 

1千点以上の減点があるレセプトについて、院内

の保険委員会で減点されたレセプト内容を検討

の上、再審査請求を行うかを判断している。 

② 再請求状況 

再審査請求可能と判断したレセプトは、適時に再

請求している。 

がんセンター ① 再審査請求の検討状況 

査定率が低いということもあり、保険委員会は開

かず、減点されたレセプト内容を個別に医師と検

討の上、再審査請求を行うかを判断している。 

② 再請求状況 

再審査請求可能と判断したレセプトは、適時に再

請求している。 
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病院 検討状況 

小児医療センター ① 再審査請求の検討状況 

全ての減点レセプトについて、院内の保険委員会

で減点されたレセプト内容を検討の上、再審査請

求を行うかを判断している。 

② 再請求状況 

再審査請求可能と判断したレセプトの再請求手

続きが遅れており、平成23年1月の保険委員会で

再審査請求可能と判断した分以降、請求が滞留し

ている。 

精神医療センター ① 再審査請求の検討状況 

査定率が低いため、全ての減点レセプトについ

て、院内の保険委員会で減点されたレセプト内容

を検討の上、再審査請求を行うかを判断してい

る。 

② 再請求状況 

再審査請求可能と判断したレセプトは、適時に再

請求している。 

出典：病院局「包括外部監査依頼資料」から作成 

 

（２）小児医療センターにおける再審査請求の滞留について 

上記のように、小児医療センターでは、平成23年1月の保険委員会で再審査請求可能

と判断した分以降、請求が滞留している。 

具体的には、平成23年9月時点での調査において、小児医療センターの平成23年1月

～4月の保険委員会で再審査請求可能と判断したレセプトの状況は、（表 3章－Ⅸ－2）

のとおりである。 

 

（表 3章－Ⅸ－2）平成23年1月～4月の保険委員会で再審査請求可能と判断したレセプトの状況 

（平成23年9月27日の調査時点） 

 平成 23 年 

1 月 2 月 3 月 4 月 計 

保険委員会提出件数 103 件 127 件 156 件 128 件 514 件 

再審査請求可能件数 17 件 28 件 25 件 55 件 125 件 

実際の再請求件数 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

再請求滞留件数 17 件 28 件 25 件 55 件 125 件 

出典：病院局「包括外部監査依頼資料」から作成 
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小児医療センターでは、上記のように4か月分では125件と多数の再審査請求未了分

がある。院内資料である減点連絡書集計表から試算すると、1か月分審査平均で約2百

万円の減点を受けていることから、上記の125件の滞留は単純計算でおよそ2百万円弱

の金額となると推計される。 

平成23年5月以降の分についても未集計であるが滞留があるため、それらを合わせる

と再請求滞留額は当然さらに多額になる。 

多数の再請求未了のレセプトが生じた理由は、小児医療センターは他の県立病院と

異なり減点されるレセプトが多いことから事務処理量が多く、繁忙も重なったためと

のことである。 

 

 

 

また、減点を受けたレセプトのうち、再審査請求するレセプトの請求状況を管理す

る台帳も作成していない。そのため、再請求滞留分の実態を管理できるものがない。 

事務処理量が多く、繁忙が重なったとはいえ、再請求可能なものを数箇月間請求し

ていないということは、もらえるべきお金をもらわずに放置しているということであ

る。速やかに請求すべきである。 

また、このような状況を防ぐために、再審査請求可能なレセプトについて管理台帳

を作成し、再請求時に請求日を記入することで未請求分を明確にし、毎月上席による

チェックを行うことが望ましい。 

 

  

【意見 16】小児医療センターにおいては、再審査請求可能なレセプトの滞留を防

ぐために、再請求可能なレセプトについて管理台帳を作成し、再請求時に請求日

を記入することで未請求分を明確にし、毎月上席によるチェックを行うことが望

ましい。 

【指摘 6】小児医療センターでは、尐なくとも 125 件以上の再請求可能なレセプト

が滞留しているため、速やかに請求すべきである。 
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Ⅹ.医薬品及び診療材料 

 

１.後発医薬品の使用促進について 

 

後発医薬品は、一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて

薬価が安くなっているため、これを使用促進することは患者の医療費負担の軽減、医療

保険財政の改善になる。 

県立病院の後発医薬品割合は、平成 23 年度第 2 四半期の薬剤料ベースで 3.9％あり、

総合病院を含めた全国平均の 8.2％と比較すると、循環器・呼吸器病センターを除き、低

い割合である。 

 

 

 

（１）後発医薬品の使用状況 

後発医薬品は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、

一般的に、開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっ

ている。薬の価格は3割以上、中には5割以上安くなる場合もあるため、患者の医療費

負担の軽減、医療保険財政の改善になる。 

そのため、厚生労働省では「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30％（現

状より倍増）以上にする」という目標を掲げ、各般の後発医薬品の使用促進策に取り

組んでいる。 

県立病院の後発医薬品割合は、平成23年度第2四半期の薬剤料ベースで3.9％、品目

数ベースでは8.1％である。 

 

（表 3章－Ⅹ－1）県立病院の後発医薬品の使用状況（平成23年度第2四半期） 

病院 
薬剤料ベース 

（％） 

品目数ベース 

（％） 

循環器・呼吸器病センター 12.1 9.6 

がんセンター 2.7 6.1 

小児医療センター 1.3 4.5 

精神医療センター 3.2 7.5 

平均値 3.9 8.1 

出典：病院局「ジェネリック医薬品（後発医薬品）の採用推進について」から作成  

【意見 17】県立病院の後発医薬品割合は、循環器・呼吸器病センターを除き、低い割

合であるため、使用促進について、薬剤部任せにするのではなく、病院長のトップ

ダウンにより病院全体として取り組むべきである。 
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一方、平成22年度の都道府県別の後発医薬品割合は（表 3章－Ⅹ－2）の表のとお

りである。 

 

（表 3章－Ⅹ－2）都道府県別 後発医薬品割合（平成22年度） 

  出典：厚生労働省 都道府県別の状況(4)（後発医薬品割合） 

 

また公的病院である国立病院機構の平成22年度の後発医薬品割合は、薬剤料ベース

で9.5％、数量ベースで24.5％、品目数ベースで12.6％であり、全国自治体病院の後発

医薬品割合は、品目数ベースで約10％である。 

上記をまとめると、（表 3章－Ⅹ－3）のとおりとなる。 
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（表 3章－Ⅹ－3）後発医薬品割合の比較 

 薬剤料ベース 

（％） 

品目数ベース 

（％） 
備考 

県立病院 3.9 8.1 
平成23年度 

第2四半期 

全国平均 8.2 ‐ 平成22年度 

埼玉県平均 8.6 ‐ 平成22年度 

国立病院機構 9.5 12.6 平成22年度 

全国自治体病院平均 ‐ 10 平成22年度 

 

県立病院の後発医薬品割合3.9％（薬剤料ベース）は、総合病院を含めた全国平均の

8.2％と比較すると、循環器・呼吸器病センター（12.1％）を除き、低い割合である。 

また、上記の公的病院と比較しても、低い割合となっている。このことは、県立病

院においては後発医薬品の使用促進が遅れていることを示している。 

 

（２）後発医薬品割合が低い理由 

後発医薬品は先発医薬品に比べて価格が安いため患者の医療費負担の軽減になり、

使用促進は国の施策でもあるにもかかわらず、一般的には使用が進んでいない。 

厚生労働省の分析によると、使用が進んでいない理由の１つに、医療関係者の間で、

後発医薬品の品質や情報提供、安定供給に対する不安が払拭されていないということ

が挙げられている。 

包括外部監査において各病院の後発医薬品の検討状況を調査した結果、主な検討状

況は（表 3章－Ⅹ－4）のとおりである。 

 

（表 3章－Ⅹ－4）県立病院の後発医薬品の使用推進についての検討状況 

病院 検討状況 

循環器・呼吸器病センター 平成21年度から平成22年度にかけて、造影剤と注射

薬を中心に後発医薬品の使用を大幅に増やした。今

後は経口薬の検討を進めていく予定である。 

がんセンター 新薬がほとんどで、後発医薬品の選択肢がないとい

う理由であまり進んでいない。後発医薬品があり、

他病院との共同購入等が可能なものについては使用

を検討中である。 

小児医療センター 薬事委員会の中で新たな医薬品などを選定する際に

検討している。 
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病院 検討状況 

精神医療センター 患者の性質上、薬が変わると拒絶等が生じるおそれ

があり、医師からの慎重意見が多くあった。そのた

め、薬剤部から情報を提供し、可能な範囲で使用し

ている。 

 

県立病院において後発医薬品の使用が進んでいない共通的な理由は、主として以下

の理由が挙げられる。 

 情報不足と安定供給についての不安 

メーカーから医薬品情報がほとんど提供されず、安定供給にも不安がある。 

 安全性についての不安 

成分は同じでも、コーティングの仕方や内部構造などが異なり、薬の溶け出す

速度や有効成分の分解されやすさが異なるなど、効果の現れ方に違いが生じる

場合がある。 

 専門病院であることの特殊性 

県立４病院は専門病院であり、治療の必要上、後発医薬品のない新薬や一般的

でない医薬品を総合病院よりも多く使用している。 

 医師の協力 

従来は、各病院の薬事委員会で後発医薬品の採用推進を検討していたため、薬

剤部で資料を積み上げても、院内の薬事委員会では、情報提供、安定供給を理

由に、医師から採用を否定されることが多かった。 

 各病院による個別的な検討 

平成23年9月に病院局が各県立病院の薬剤部を集めて後発医薬品の使用推進に

ついて検討しているが、それまでは各病院が個別に検討している状況であった。 

 

（３）後発医薬品の使用促進への対処策 

県立病院では、（２）で述べた理由により後発医薬品の使用が進んでいない状況とな

っている。しかし、後発医薬品の使用促進は国の方針である。 

また、DPC導入時は、診療報酬が出来高請求から定額での包括請求となる。そのため、

病院経営を改善するためには、経費削減がより一層求められる。より安価な後発医薬

品の使用を進めることにより医薬品費を削減することが可能となり、病院経営の改善

にも資する。 

ちなみに、循環器・呼吸器病センターでは、既にDPCを導入していることもあり、平

成21年度から平成22年度にかけて、後発医薬品の使用を大幅に増やした。その結果、

平成21年度は約8,000千円、平成22年度は51,530千円（薬価ベース）の経費節減が図れ

たとのことである。 
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がんセンターと小児医療センターでも、平成26年度にDPCを導入することを検討して

いる。そのため、循環器・呼吸器病センターと同様に、後発医薬品の使用を促進する

ことで一層の経営改善を図ることが求められる。 

後発医薬品の使用促進への対処策としては、具体的には以下の事項が考えられる。 

 

① 情報不足と安定供給及び安全性についての不安、専門病院であることの特殊性について 

 他の県立病院で後発医薬品の使用実績があり、評価された品目については、県

立病院全体で情報を共有し、使用を一層検討するべきである。また、専門病院特

有の医薬品については、厚生労働省から公表された144病院から構成される国立

病院機構の使用実績を病院局が各病院に配布している。その情報を参考にするこ

とにより、後発医薬品の使用を具体的に検討することができる。 

 

 

 

② 医師の協力について 

 処方箋は後発医薬品に変更可能な様式となっているため、後発医薬品への「変

更不可」の欄に医師がサインしなければ、後発医薬品を使用できる。後発医薬品

割合が低い原因の一つとしては、処方箋の後発医薬品への「変更不可」の欄に医

師がサインしていることが考えられる。そのため、後発医薬品の使用促進には医

師の協力が不可欠である。 

 後発医薬品の使用促進を図るためには、同じ医師である病院長がトップダウン

により使用促進の方針を掲げ、医師の協力を得ることが最も重要である。この点、

平成23年10月19日第3回経営会議にて、病院局から各病院長に対して、安定供給

が確保されている後発医薬品について使用促進が求められた。 

 ただ、病院局から各病院長に対して後発医薬品の使用推進を求めたことは、最

近の会議によるものであり、あまりにも動きが遅い。しかし、医師の協力を得る

ことは後発医薬品の使用推進に不可欠であるため、病院局が各病院長に使用推進

を求めたことは、大きな前進といえる。 

 ただし、病院長のトップダウンにより病院全体として取り組むことにより、後

発医薬品の使用促進を実現できるか否かは、今後の推移を見なければならない。 

 

③ 各病院による個別的な検討について 

 前述のとおり平成23年度になって、病院局が各病院の薬剤部や病院長を集めて、

後発医薬品の使用促進を検討し始めていることは前進である。 

【意見 18】県立病院で後発医薬品の使用実績があり、評価された品目については、

県立病院全体で情報を共有し、使用を一層検討するべきである。 
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 しかしまだ、使用を促進するための方法は各病院任せである。また、後発医薬

品割合についての具体的数値目標や期限についても、病院局は求めていない。 

 そのため、県立病院全体として後発医薬品の使用を促進していくならば、各病

院任せにするだけではなく、病院局が、各病院に具体的数値目標や期限を設定さ

せ、進捗管理をすることが必要である。 

 

 

 

２.SPD の導入の具体的検討について 

 

SPDとは、Supply Processing and Distributionの略で、主に診療材料等の物品・物流

管理業務をいい、消費払い方式によるSPDでは在庫は業者の預託品とすることから、病院

は在庫の削減が可能となる。 

そのため、公的病院ではSPDの導入を目標に掲げ、在庫を4割削減しているケースもあ

る。一方、県立病院では一部の高額な診療材料の預託は実施しているが、4病院とも消費

払い方式によるSPDは導入しておらず、消費払い方式によるSPD導入による効果について

の具体的検討が十分でない。 

 

 

 

（１）SPD の特徴 

SPDの業務は以下のとおりである。 

① 物流管理業務：診療材料等の定数管理、在庫・払出・消費管理、発注管理業務等。 

①の付随業務として、 

② 調達・購買業務：診療材料等の価格交渉・決定、一括調達・購買等。 

SPDには多数の運営形態があるが、ここでは、最近多くの病院で採用が進んでいる診

療材料のSPD運用形態の一つである「院内供給・預託・業務委託型」（消費払い方式に

よるSPD）について説明する。 

【意見 20】4 病院とも消費払い方式による SPD は導入しておらず、具体的な検討が十

分でない。多くの公的病院が既に SPD を導入し、大きな在庫削減を図っていること

と、がんセンターと小児医療センターでは DPC 導入を控えていることを勘案し、病

院局も含め県立病院は、早期に SPD の導入による効果を一層具体的に検討すべきで

ある。 

【意見 19】県立病院全体として後発医薬品の使用を促進していくならば、各病院

任せにするだけではなく、病院局が、各病院に具体的数値目標や期限を設定さ

せ、進捗管理をすることが必要である。 
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ⅰ）物流管理業務について 

① 管理業務：外部委託 

② 在庫・保管場所：病院内倉庫の院内供給 

③ 管理対象物品：使用・消費時に所有権がSPD業者から病院に移転する預託品型 

 

ⅱ）調達・購買業務 について 

発注・支払業務の簡素化、病院職員の事務軽減、診療材料費の低減等を目的として、

診療材料の購入先をSPD業者に一本化するものである。 

 

（図 3章－Ⅹ－1）院内供給・預託・業務委託型（消費払い方式によるSPD） 

出典：厚生労働省ホームページ SPDについて 

 

すなわち、消費払い方式によるSPDには、以下の特徴がある。 

 請求に基づく供給ではなく、使用（消費）に基づく補充であるため、病院は在

庫の削減ができること。 

 中央及び使用（消費）部門の「定数化」を図り、材料を適所に適正数、在庫す

ること。 

 保険請求情報と、使用＝補充情報の突合により、診療報酬請求漏れの発見が容

易であること（これにより、特定保険医療材料の請求漏れチェックをシステム

により行うことが可能となる）。 
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 発注、在庫補充業務等を業者に委託することにより、病院職員が専門職能に専

念できること。 

 

（２）公的病院での SPD 導入状況と効果 

消費払い方式によるSPDは上記のような特徴を持つため、限られた人員と診療報酬制

度により定められた報酬のもとで経営改善を図るために、SPDの導入を病院運営上の目

標の一つに掲げている公的病院も多い。 

 

（表 3章－Ⅹ－5）公的病院におけるSPD導入の検討例：千葉県病院局 

 
出典：千葉県病院局中期経営計画（第3次）の策定について 

 

全国144病院で構成される国立病院機構の平成22年度業務実績の評価結果をみると、

SPDの導入については、適正な在庫管理を図ることから、職員の業務省力化、診療材料

の消費量管理の徹底による診療報酬の請求漏れ防止、使用品目の統一化による費用削

減、無在庫方式による在庫の縮減などを検討のうえ導入するとしている。 

なお、平成22年度末現在で、SPDを導入している病院は、83病院であるとのことであ

る。SPD導入と最低限必要な適正定数管理を進めることにより、平成16年度と比較して

平成22年度の診療材料の棚卸資産額を4割削減している。 

 

（３）県立病院における SPD導入の検討状況と課題 

消費払い方式のSPD導入はこのような大きな効果があるにもかかわらず、県立病院で

は以下の懸念により消費払い方式のSPDを導入していない。 

 SPD業者による中間マージンがあるため、価格が高くなる懸念 

 SPD導入により購入先を一本化することは、県内企業に発注機会を与え育成する

という県機関としての使命に反するという懸念 

現状、県立病院では複数のSPD業者からの提案を受け、病院へのSPD導入の効果、導

入方法について研究を行っているが、上記の懸念があるため、もう尐し多くの事例を

検討し、慎重に進めていきたいとのことである。 

そのため、SPDを導入した場合にどのような効果があるか、具体的なシミュレーショ

ンは行っていない。 



116 

 

しかし、多くの公的病院が既にSPDを導入し大きな費用削減を図っているため、SPD

導入により価格が高くなるという懸念は当たらないと考える。 

収益改善による一般会計からの繰入金の減尐は、頭打ちの傾向を示している。また、

がんセンターと小児医療センターでは、平成26年度に診療報酬が定額での包括請求と

なるDPCを導入する予定である。DPCが導入されれば、今までの出来高請求のように医

療資源を投入しただけ診療報酬をもらえるのではなく、診療報酬は定額による請求と

なる。そのため、経営改善を図るためには、経費を削減することが一層求められる。 

これらの状況を考慮すると、更なる経営改善を図るためには、県内企業に発注機会

を与え育成するという県機関としての使命を勘案しつつも、病院局も含め県立病院は、

早期にSPDの導入による効果をより具体的に検討すべきである。 

 

３.共同購入について 

 

（１）共同購入の促進について 

県立病院では平成 14年度から本格的に医薬品の共同購入を開始し、購入単価の抑制

を進めている。また、埼玉県立病院経営健全化第 3 次フォローアッププランにおいて

も病院別プランの概況（循環器・呼吸器病センター）の経営効率化に係る計画の中で、

「県立 4 病院で共同購入している診療材料の対象を増やし、経費の削減を図る」とい

う経費削減・抑制対策を打ち出している。 

医薬品の共同購入に関しては、「医薬品共同購入委員会」（参加部署は経営管理課、

病院薬剤部、病院用度担当）によって、血液を除く医薬品について検討を行っている。

また、診療材料に関しては、「診療材料ワーキング・グループ」（参加部署は経営管理

課、病院看護部、病院用度担当）が中心となって共同購入品目の拡大・見直し及び競

合品の採用を進めている。現在、診療材料のうち、共同購入している主なものは注射

針、ガーゼ及びフィルム等である。医薬品及び診療材料以外については、事務用品・

消耗品、灯油（病院冷暖房用）、米・牛乳（患者給食用）及び医療用ガスについて共同

購入を進めている。 

共同購入に関して、入札事務は経営管理課が行い、単価契約の締結は各病院が行っ

ている。 
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（２）共同購入の推移と削減効果について 

 

ⅰ）医薬品の共同購入について 

 

（表 3 章－Ⅹ－6）医薬品の共同購入の推移（平成 18 年度から平成 22 年度） 

（単位：百万円） 

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

品目数 2,629 品目 2,677 品目 2,684 品目 2,723 品目 2,748 品目 

当年度決定総価※1 5,497 5,459 5,466 5,516 5,349 

薬価差（税込）※2 501 586 475 572 445 

出典：病院局作成資料 

※1 「当年度決定総価」は、共同購入医薬品の年間購入見込額である。 

※2 「薬価差」は定価（薬価）と「当年度決定総価」との差額である。 

 

（表 3 章－Ⅹ－7）医薬品の共同購入による当年度決定総価の薬品費に対する割合の推移 

（単位：百万円） 

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

薬品費（A） 6,279 6,244 6,249 6,599 6,246 

当年度決定総価（B） 5,497 5,459 5,466 5,516 5,349 

（B）/（A） 87.54％ 87.43％ 87.47％ 83.59％ 85.64％ 

出典：病院局作成資料 

 

当年度決定総価の薬品費に対する割合は、年度によって、若干の変動はあるが、平

均して 85％以上の高い割合で推移している。 
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ⅱ）診療材料の共同購入について 

 

（表 3 章－Ⅹ－8）診療材料の共同購入の推移（平成 18 年度から平成 22 年度） 

                               （単位：百万円） 

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

品目数 258 品目 240 品目 225 品目 256 品目※3 253 品目※4 

納入総価 

（定価ベース）※1 
374 435 408 713 611 

当年度決定総価※2 100 140 141 197 198 

差額 274 295 267 516 413 

出典：病院局作成資料 

※1 「納入総価（定価ベース）」とは共同購入品の定価である。 

※2 「当年度決定総価」とは共同購入品の年間購入見込金額である。 

※3 平成 21年度は、共同購入品目・数量の見直しにより、新規採用品目が増えたため

品目数が大幅に増加した（例：未滅菌ノンパウダーグローブ、血糖測定器等）。 

※4 平成 22年度は、共同購入の品目・数量の見直しにより、購入が減ったものが多か

ったため品目数が平成 21 年度に比較して減尐した（例：未滅菌ノンパウダーグロ

ーブ、医療廃棄物専用容器等）。 

 

（表 3章－Ⅹ－9）診療材料の共同購入による当年度決定総価の診療材料費に対する割合の推移 

（単位：百万円） 

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

診療材料費（A） 3,319 3,466 3,410 3,456 3,246 

当年度決定総価（B） 100 140 141 197 198 

（B）/（A） 3.01％ 4.04％ 4.13％ 5.70％ 6.10％ 

出典：病院局作成資料 

 

当年度決定総価の診療材料費に対する割合は、平成 18 年度の 3.01％から平成 22年

度には、6.10％と 2倍になったが、まだまだ低い割合である。 
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（３）共同購入の問題点 

 

ⅰ）診療材料に対する共同購入の促進について 

 

 

 

ⅱ）共同購入についての目標値の設定について 

埼玉県立病院経営健全化第 3次フォローアッププランにおいても共同購入の推進が

掲げられているにもかかわらず、共同購入に関して具体的な目標設定をしておらず、

現状より安く買うこと（医薬品については、前回薬価改定時の値引率以上）を目標と

しているのみである。 

 

 

 

ⅲ）共同購入による費用削減効果の測定について 

「公立病院改革ガイドライン」（平成 19 年 12月 24日付総務省自治財務局通知）に

よれば、経営効率化による費用削減効果として具体的に数値ベースで行うこととされ

ている。 

共同購入の削減効果を測定する指標は、現在、共同購入の年間購入金額とその定価

とを比較しているだけであり、実質的な効果を測定するものとなっていない。 

 

 

 

ⅳ）診療材料の規格・仕様について 

各病院はそれぞれ専門性をもった病院のため、使用品目の規格、仕様が僅かに相違

し、共通で購入するものが限られてしまうため共同購入が進まないのが現状である。

しかし、例えばガーゼ類の共同購入については、使用しているガーゼ類が市販のもの

【意見 22】共同購入による費用削減効果について、診療報酬の改定や相場の変動

のため測定が困難な場合もあるが、例えば、共同購入する前後の予定価格と落

札額との比率でとらえる手法等により、実質的な効果を把握する必要がある。 

【意見 21】共同購入に関しては、具体的な目標値の設定をしていない。共同購入

推進のためには、具体的な達成目標を設定することが有効である。例えば、短

期・中期的に対象品目をどれだけ増やすかを設定することが考えられる。 

【指摘 7】診療材料の共同購入については、年間診療材料費に対する割合が平成

18 年度に比較して上昇しているものの、平成 22年度で 6.1％であり、低い割合

である。診療材料に対する共同購入の促進が必要である。 
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ではなく県立病院用の特別仕様であるため、メーカーが特別に製造しており、価格が

割高になっている状況にあるが、これは市販のもので十分対応可能と思われる。この

例のように、共同購入できる品目を選択し、購入単価を抑制する余地は十分にあると

思われる。 

 

 

  

ⅴ）「診療材料ワーキング・グループ」への医師の参加について 

現在、「診療材料ワーキング・グループ」の参加部署は経営管理課、病院看護部及

び病院用度担当であり、医師はそのメンバーに含まれていない。 

 

 

    

４.医薬品の廃棄について 

 

（１）医薬品の廃棄の概要 

各病院において、年度ごとに医薬品の廃棄を行っている。その主たる原因は医薬品

の期限切れによる廃棄である。保有している医薬品についてはその有効性を保証する

期間があるため、有効期限ないしは使用期限が定められている。その期限切れの医薬

品については、処方されずに各病院において廃棄処理される。 

期限切れが生じる原因の例としては、一時採用医薬品や使用量が減尐した医薬品な

どが在庫となってしまうことや、使用期限の短い医薬品は期限が切迫してしまうこと

等が挙げられる。これについては、小包装単位での医薬品購入で対応し、また削除医

薬品については、医師に使用促進の協力を依頼する等の策を講じており、医薬品廃棄

を抑えるように努めている。 

  

【意見 24】共同購入の目標の設定・決定は病院のトップの判断で行うべきである

が、その目標を具体的に実行する段階においては、専門的知識をもった医師の

理解・協力が必要なため、「診療材料ワーキング・グループ」の検討状況を病

院幹部会議などで医師に伝え、理解・協力を得る仕組み作りが望まれる。 

【意見 23】診療材料等の共同購入について、規格の統一を検討し、統一できる品

目は積極的に共同購入に切り替えるべきである。 
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（２）各病院の年度別、廃棄医薬品、薬品費 

 

（表 3 章－Ⅹ－10）各病院の年度別、廃棄医薬品、薬品費及びその割合 

（循環器・呼吸器病センター）                 （単位：円） 

項目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

廃棄医薬品（A） 672,182 543,343 534,336 

薬品費  （B） 1,650,140,410 1,630,845,500 1,228,419,133 

（A）/（B） 0.04％ 0.03％ 0.04％ 

 

（がんセンター）                       （単位：円） 

項目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

廃棄医薬品（A） 718,701 712,341 636,019 

薬品費  （B） 2,587,572,143 2,886,268,831 3,008,006,349 

（A）/（B） 0.03％ 0.02％ 0.02％ 

 

（小児医療センター）                     （単位：円） 

項目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

廃棄医薬品（A） 1,927,217 2,514,173 2,129,417 

薬品費  （B） 1,959,270,994 2,027,526,041 1,958,529,057 

（A）/（B） 0.10％ 0.12％ 0.11％ 

 

（精神医療センター）                     （単位：円） 

項目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

廃棄医薬品（A） 397,034 296,519 341,685 

薬品費  （B） 51,651,154 54,845,423 50,966,541 

（A）/（B） 0.77％ 0.54％ 0.67％ 

    出典：病院局作成資料 

 

以上の結果、小児医療センターの廃棄薬品の数量・金額が他の病院に比較して多く

なっていると言える。 

また、小児医療センターの廃棄医薬品の内訳は、（表 3章－Ⅹ－11）のとおりである。 
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（表 3章－Ⅹ－11）小児医療センターの廃棄医薬品の内訳（平成20年度から平成22年度） 

                              （単位：円） 

事業年度 
医薬品倉庫在庫か

らの廃棄 
薬剤室等からの廃棄 廃棄医薬品合計 

平成 20 年度 633,025 1,294,192 1,927,217 

平成 21 年度 815,480 1,698,693 2,514,173 

平成 22 年度 1,201,540 927,877 2,129,417 

合 計 2,650,045 3,920,762 6,570,807 

    出典：病院局作成資料 

 

小児医療センターにおいては、平成 20 年度から平成 22 年度まで、毎年度約 2 百万

円の医薬品の廃棄が行われている。平成 20 年度と平成 21 年度については、医薬品の

倉庫在庫からの廃棄に比較して、薬剤室等からの廃棄のほうが多くなっている。 

廃棄薬品を尐なくするためには、医薬品倉庫の在庫高のみならず、倉庫払出済で薬

剤室等に保管している医薬品の在庫高について、その使用頻度を勘案して定期的な見

直しを行い、必要な場合には在庫高の変更を行うべきである。 

なお、精神医療センターの廃棄率は高くなっているが、全体の医薬品費自体も尐な

いので、廃棄金額は尐額である。 

 

 

５.医薬品・診療材料の会計処理 

 

（１）医薬品の会計処理について 

医薬品については、医薬品倉庫に在庫するものは棚卸資産に計上し、医薬品倉庫か

ら薬剤室等へ出庫された時に費用処理している。これは医薬品倉庫からの出庫分につ

いては、おおむね 1 週間以内に使用・消費されると判断していることから、期末に薬

剤室等に在庫していても棚卸資産に計上しないこととしている。このような実態であ

れば、かかる会計処理は容認できる。しかし、医薬品の保管場所別の在庫の概算額は（表 

3章－Ⅹ－12）のとおりである。 

  

【意見 25】小児医療センターは医薬品の廃棄について、その原因を分析して極力、

廃棄をなくすよう努力すべきである。 

また、医薬品の使用頻度を勘案して定期的に適正在庫高の見直しを行い、必要

な場合には適正在庫高の変更を検討すべきである。 
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（表 3章－Ⅹ－12）各病院の平成22年度末の医薬品倉庫残高（貸借対照表残高）と薬剤室の在庫概算額 

                                 （単位：千円） 

病院 
医薬品倉庫残高 

（貸借対照表残高） 
薬剤室の在庫概算額 

循環器・呼吸器病センター 29,096 29,645 ※1 

がんセンター 57,978 － ※2 

小児医療センター 48,781 － ※3 

精神医療センター 1,926 4,583 ※4 

合 計 137,781 －    

出典：病院局作成資料 

※1 循環器・呼吸器病センターの薬剤室の残高については、主要な医薬品（金額

の多い内服 58 品目、外用 6 品目、注射 50 品目及び造影剤）の概算合計であ

る。 

※2 がんセンターの薬剤室の残高について金額は把握しておらず、概算でも計算

できない。現在の物品管理システムと医薬品管理システムが連携してないの

で、現在在庫数と在庫金額の割り出しができない状況にある。ただし、新病

院では SPD倉庫出庫後の医薬品管理も委託するため把握可能となる。 

※3 小児医療センターの薬剤室の残高について金額は把握していない。薬剤室に

おける医薬品については、在庫量を定めた管理はしておらず、当日の使用状

況により在庫量が大きく変動するため数量・金額を把握していない。 

※4 精神医療センターの薬剤室の残高については、平成 23 年 3月末では、金額を

計算していないので、平成 23年 9 月末の概算金額を用いている。 

 

（表 3 章－Ⅹ－12）によれば、循環器・呼吸器病センター、精神医療センター共に

薬剤室の在庫概算額の方が医薬品倉庫残高よりも多くなっている。がんセンターと小

児医療センターの金額は算定してないが、これに準じていると仮定すると棚卸資産と

して計上されている残高以上の医薬品が薬剤室に在庫としてあることも想定される。

また前述のとおり、薬剤室等からの廃棄が多い病院がある。これらのことから、実務

上、薬剤室には必ずしも短期的に使用されるもののみが保管されているとは限らない

と推測される。これは医薬品の会計処理とは相矛盾し、現状のままではこの会計処理

は認められない。 

 

 

【指摘 8】薬剤室に保管する医薬品を資産計上しないのであれば、短期間に使用消

費すると予想される数量を適正在庫数量に設定し、この基準に沿った倉庫払出し

を行わなければならない。 
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（２）診療材料の会計処理について 

 

 

 

診療材料については、各病院において購入時に費用処理している。したがって、期

末に未使用の診療材料が中央材料倉庫等にあっても、貸借対照表上、棚卸資産として

は計上していない。未使用の診療材料の数量・金額については、各病院において正確

な計算を行っていないため概算により算出した。未使用の診療材料の概算額及び平成

22 年度末の診療材料費とその割合は（表 3 章－Ⅹ－13）のとおりである。 

 

（表 3 章－Ⅹ－13）各病院の未使用診療材料概算額と平成 22年度末の診療材料 

                                  （単位：千円） 

病院 
未使用診療材料

概算額（A） 

平成 22 年度の 

診療材料費（B） 
（A）/（B） 

循環器・呼吸器病センター 18,796  1,931,939 0.97％ 

がんセンター 17,184 710,447    2.42％ 

小児医療センター 23,257 592,796   3.92％ 

精神医療センター 3,653 10,718 34.08％ 

合 計 62,890 3,245,900 1.93％ 

出典：病院局作成資料 

※ 循環器・呼吸器病センター、がんセンター及び小児医療センターについては平成 23

年 3 月末、精神医療センターについては平成 23 年 2 月末の概算額である。 

※ がんセンター及び小児医療センターについては、中央倉庫の在庫定数に現行の単価

を乗じて計算している。 

 

（表 3 章－Ⅹ－13）に記載のとおり、概算額として 62,890 千円を貸借対照表上、

棚卸資産として計上すべきことになる。財産の状況を適正に表示する必要性から診療

材料のうち、金額的に重要なもの等資産計上する基準を設けて、期末に棚卸を行い、

貸借対照表上、棚卸資産として計上すべきである。 

また、各病院の未使用診療材料の管理の状況は（表 3 章－Ⅹ－14）のとおりである。 

 

【指摘 9】診療材料について各病院とも購入時に費用処理しているので、期末に中

央材料室等に未使用で在庫になっていても、貸借対照表上に棚卸資産として計

上していない。貸借対照表は、財産の状況を適正に表示するという観点から重

要な診療材料については基準を設けて期末に棚卸をして、これを貸借対照表に

計上しなければならない。 
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（表 3 章－Ⅹ－14）各病院の未使用診療材料の管理状況 

病院 未使用診療材料の管理状況 

循環器・呼吸器病センター 中央材料室においては受払管理を行っており、預託

品以外の数量を把握している。棚卸は、年 3回（6月、

10 月、2月）実施している。 

がんセンター 診療材料の受払管理は物流管理システムにより行っ

ている。棚卸については、「診療材料棚卸し実施要領」

に基づいて、年 2回実施している。 

小児医療センター 中央材料倉庫にある診療材料については、在庫定数

を定めて管理を行い、棚卸も実施している。 

精神医療センター 中央材料室においては、受払管理をして数量を把握

している。 

出典：病院局作成資料 

 

（表 3 章－Ⅹ－14）にあるように、現在、未使用の診療材料については、棚卸資産

として計上していないため、管理方法は各病院によって異なっているが、棚卸資産計

上することを前提とすれば、医薬品と同様な受払い管理を実施すべきである。 
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Ⅺ.固定資産 

 

１.医療機器等の実地棚卸について 

 

（１）実地棚卸の実施状況について 

 

 

 

埼玉県病院事業財務規程第百十三条の二により固定資産の実地照合について「課長、

建設課長及び病院の長は、所管する固定資産について、毎事業年度尐なくとも一回以

上固定資産台帳と当該固定資産を実地について照合し、確認させなければならない。」

と規定している。しかし、実際はこの規程による固定資産の実地棚卸は行われていな

い。したがって規程に基づき、年 1 回、医療機器等について実地棚卸を行い、現物と

固定資産台帳との一致を確認し、また、現物の劣化・陳腐化及び使用・未使用の有無

を併せて調査すべきである。 

各病院の平成 22 年度末の器械備品の取得価額と帳簿価額は、（表 3 章－Ⅺ－1）の

とおりである。各病院ともここ数年、著しい増減は発生していない。 

 

（表 3 章－Ⅺ－1）平成 22年度の各病院の器械備品の取得価額と帳簿価額 

                                 （単位：千円） 

病院 
循環器・呼吸器病 

センター 

がん 

センター 

小児医療 

センター 

精神医療 

センター 
合計 

取得価額 6,055,281 7,813,357 4,626,838 495,961 18,991,437 

帳簿価額 1,783,744 1,677,603 1,301,226 113,312 4,875,885 

   出典：病院局作成資料 

   

（２）平成 22 年度に実施された行政監査時の実地棚卸結果について 

平成 22 年度に実施された行政監査時において、各病院の医療機器等の中から本体価

格 1,000 万円以上の医療機器という基準により抽出した循環器・呼吸器病センター95

品目、がんセンター112品目、小児医療センター90品目、精神医療センター7品目につ

【指摘 10】医療機器等については、埼玉県病院事業財務規程第百十三条の二によ

り、年 1 回の実地棚卸を行うことになっているが、実施されていない。速やか

に実地棚卸を行い、現物と固定資産台帳の突合を行って、不一致が発見された

ら、その原因を調査し必要な処理を行わなければならない。また、現物の劣化・

陳腐化及び使用・未使用の有無も調査・報告し、今後の対応を検討する必要が

ある。 
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いて実地棚卸を行った。 

この調査により、各病院において現物がなかった除却漏れ資産（現物処分後、固定

資産台帳上処理漏れ）や、未利用資産（利用率 50％未満）が発見された。各病院のこ

れらの除却漏れ資産及び未利用資産（利用率 50％未満）の状況は（表 3 章－Ⅺ－2）

のとおりである。なお、これらの品目は、平成 22年度において会計上の除却処理がな

されている。 

 

（表 3 章－Ⅺ－2）各病院の除却漏れ資産及び未利用資産 

（除却漏れ資産） 

（単位：円） 

病院 品目名及び品目数 帳簿価額＝除却費 

循環器・呼吸器病センター モービルガンカメラ他 4 品目 7,692,575 

がんセンター 泌尿器用 X線撮影装置 他 10品目 10,493,892 

小児医療センター 超音波診断装置 他 11 品目 9,625,600 

精神医療センター 該当事項なし － 

 小計 27,812,067 

  

（未利用資産（利用率 50％未満）） 

（単位：円） 

病院 品目名及び品目数 帳簿価額＝除却費 

循環器・呼吸器病センター ポケットベル 他 1品目 2,635,000 

がんセンター ドクターコールシステム 他 7品目 7,989,750 

小児医療センター 走査電子顕微鏡 他 1品目 2,910,000 

精神医療センター 該当事項なし － 

 小計 13,534,750 

 

 合計（除却漏れ＋未利用） 41,346,817 

出典：病院局作成資料 

 

上記の結果、固定資産台帳の修正を要した件数は、循環器・呼吸器病センターでは

95 品目中 7 件（品目割合 7.4％）、がんセンターでは 112 品目中 19 件（同 17.0％）及

び小児医療センターでは 90 品目中 14件（同 15.6％）と、かなり高い比率であった。 

1,000 万円未満の医療機器については、各病院とも調査時においても棚卸を実施して

いない。 

なお、上記の他に 6品目 15,794 千円の未利用資産が調査時に存在したが、使用見込

みがあるとして会計上の除却処理を行っていないが、今後の状況によっては除却すべ



128 

 

きものが発生する可能性がある。 

 

（３）行政監査後の対応について 

平成 22 年度に実施された行政監査において「尐なくとも年 1回は現物実査が実施さ

れるよう徹底を図られたい。」との報告がなされた。これより前に平成 22年 8 月から 9

月に行われた定時の病院事業会計実地検査の結果報告として、平成 22 年 9 月 17 日に

経営管理課より、「平成 22 年度監査に係る部局説明会において、平成 23 年度以降の監

査では備品の所在不明に関して厳しく監査していくとの説明があったので、平成 22 年

中に固定資産台帳と現物の突き合せ作業をしっかりと進めておくこと。」と文書により

通知したとされているが、包括外部監査時に各病院から説明を受けた今後の実地棚卸

への取組予定は（表 3 章－Ⅺ－3）のとおりであった。 

 

（表 3 章－Ⅺ－3）各病院での今後の実地棚卸への取組予定について 

病院 今後の予定 

循環器・呼吸器病センター 現在、実地棚卸を行う予定はない。 

がんセンター 医療機器等については、新病院開設に伴って、固定資

産台帳と現物の突合せを行う予定である。移設する医

療機器のみ固定資産台帳に残し、不要なものはこれか

ら削除する。平成 24年度までに実施予定である。新病

院開設後は年 1回の実地棚卸を行う予定である。 

小児医療センター 医療機器等の実地棚卸については、平成 24 年 2 月又は

3月に行う予定である。 

精神医療センター 現在、実地棚卸を行う予定はない。 

  出典：病院局作成資料 

 

以上の結果、病院局と各病院との間の情報伝達が適切ではなかったと、判断できる。 

     

 

     

２.医療機器購入の際の補修費・修繕費の考慮について 

 

医療機器については、取得費のみならず、取得後の CT の管球交換等の保守費・修繕費

の発生が高額になる場合がある。 

【指摘 11】行政監査において指摘された事項が、病院局と各病院との間で適切に

伝達されていなかった。病院局は適切に各病院に示達し、各病院はこれを実行し、

病院局は適時モニタリングする必要がある。 
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各病院とも、医療機器購入に際しては、保守費・修繕費を含めたトータルコストに優

れたメーカーの機器を院内選定委員会に諮り、調達の対象となるようにしているが、現

状の一般競争入札では本体価格の最低価格により落札し、保守費・修繕費を含めてこれ

を決定していない。 

購入した医療機器については、職員が保守費・修繕費の見直しを毎年度行っているが、

より客観的な視線でこれらを評価するために、今年度、病院コンサルタントに保守費・

修繕費の評価及び調整を業務委託している。 

したがって、入札仕様書段階で保守費・修繕費見積の精度を高め、保守費・修繕費を

含めた一般競争入札により、業者を決定して契約することを検討する必要がある。 

 

 

 

３.建物・建物附属設備の中長期修繕計画について  

 

県立病院施設が生み出すサービスを、将来的に一定の水準を保ちながら提供するため

には、施設の適確な保全を継続し、現状で安全性、機能性及び用途などに課題がある施

設を改修し、有効利用を図ることを推進しなければならない。したがって、これまでの

事後保全の考え方から計画的な保全へと切り替えることが重要となる。そのためには、

施設ごとに中長期的な保全・修繕計画を策定し、将来発生すると見込まれる施設の維持

管理コストを把握する必要がある。維持管理コストとは、施設が提供するサービスの水

準を一定に保つために施設の保全に必要となるコストである。具体的には、大規模修繕

（資本的支出を含む。）・老朽箇所修繕・小破修繕などの修繕費・点検などの建物管理委

託費が含まれる。 

中長期の修繕計画とは、予防保全を前提とした施設の中長期管理計画に加えて、予防

保全できない施設の維持管理の方針等をも含めた計画を将来の各年度の実施項目・内容

と支出額を示したものである。 

今回の調査を実施するに当たって、がんセンター及び小児医療センターについては新

病院に移転が決定していて現施設の今後の使用期間が限られているので、ここでは循環

器・呼吸器病センターと精神医療センターについて、現在、中長期の修繕計画がどのよ

うに策定されているかを検討した。 

結論としては、修繕計画の位置づけは担当者レベルの作成資料であり、病院局として

の中長期修繕計画が策定されていなかった。そこで、各病院の担当者へのヒアリングと

基礎資料に基づいて包括外部監査人が検討した修繕計画は（表 3 章－Ⅺ－4）のとおり

【意見 26】医療機器購入の際の購入業者の選定・契約については、本体価格のみで、

これを決定しているが、保守費・修繕費も含めたトータルコストで判断する必要が

ある。 
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であり、これを参考数値として記載する。本来であれば、施設の過去の大規模修繕のサ

イクルを考慮した合理的期間で策定すべきであるが、今回は平成 24 年度から 5年間の計

画を主とし、6年目以降の計画については、時間的制約もあり、不確定な要素を含んだも

のとなっている。なお、高額な医療機器の更新及び保守・修繕費については、各病院で

必要に応じ予算査定の際に審査している程度であり、明確な更新・修繕計画は策定して

いない。 

 

（表 3 章－Ⅺ－4）【参考数値】将来 15 年の建物・附属設備の修繕計画 

（循環器・呼吸器病センター、精神医療センター） 

（総括表） （単位：百万円） 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計 

循環器・呼吸

器病センター 
168 198 273 324 302 176 182 75 0 0 0 0 0 0 0 1,698  

精神医療セン

ター 
240 201 168 53 65 37 59 42 19 29 10 65 2 15 75 1,080 

合計 408 399 441 377 367 213 241 117 19 29 10 65 2 15 75 2,778 

 

（循環器・呼吸器病センター） 

（１）本館棟 （単位：百万円） 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計 

熱源設備       72 72 72 72                 288 

空調設備     38 38 39                     115 

給排水設備               29               29 

エレベーター設備 35 70 70                         175 

消防設備 20           12                 32 

汚水処理設備                               
 

搬送設備   33 54 77 77                     241 

医療ガス設備     38 29 35 52 52                 206 

電気設備       46 46 46 46 46               230 

弱電設備   30 1 23                       54 

合計 55 133 201 285 269 170 182 75               1,370 
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（２）治療棟 （単位：百万円） 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計 

熱源設備                                 

空調設備     33 33 33                     99 

給排水設備 32         6                   38 

エレベーター設備 35 35                           70 

消防設備     9 6                       15 

弱電設備                                 

搬送設備                                 

医療ガス設備                                 

電気設備   30 30                         60 

建物施設 46                             46 

合計 113 65 72 39 33 6                   328 

 

（精神医療センター） 

（１）本館棟・病棟・体育館棟・エネルギー棟 （単位：百万円） 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計 

外壁・屋根等 72 64         17 10 17             180 

空調設備   15 15 8                       38 

熱源設備 96                             96 

昇降機       20 20                     40 

電気設備   9 50 10   30                   99 

発電機                             50 50 

医療ガス設備             35                 35 

緊急通報設備 36                             36 

消防設備         30                     30 

給排水設備       10                       10 

合計 204 88 65 48 50 30 52 10 17           50 614 
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（２）新館棟 （単位：百万円） 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計 

外壁・屋根等         15                     15 

空調設備           7 7             15 15 44 

熱源設備       5                       5 

昇降機               2 2             4 

電気設備                   9   50       59 

緊急通報設備 36                             36 

給排水設備                   20           20 

合計 36     5 15 7 7 2 2 29   50   15 15 183 

 

（３）第 7病棟 （単位：百万円） 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計 

外壁・屋根等                       15       15 

空調設備                     10         10 

昇降機                         2     2 

緊急通報設備               30               30 

給排水設備                             10 10 

合計               30     10 15 2   10 67 

 

（４）看護師公舎、医師公舎 （単位：百万円） 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 合計 

外壁・屋根等   50 50                         100 

空調設備   10 8                         18 

電気設備   8 5                         13 

ガス設備   15 10                         25 

給排水設備   30 30                         60 

合計   113 103                         216 

出典：病院局資料及び包括外部監査人の判断 

※1 将来の期間については、施設の耐用年数を考慮して 15 か年の維持管理コストの計

画とする。 

※2 建物及び建物附属設備の維持管理コストの集計範囲は、大規模な修繕・建替・更

新の支出（資本的支出含む）とする。 
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※3 支出金額や更新期間については過去の実績をベースにし、また個別計画に基づい

て算定している。但し、別途計画があり、過去のサイクルにならないようなもの

は過去の実績ベースを使用せずに当該個別の計画を使用している。 

 

以上の結果、平成 24 年度から平成 28 年度までの将来 5 年間においては、毎年約 4 億

円前後の維持・修繕のための支出が見込まれる。 

 

 

 

４.修繕引当金について 

 

（１）平成 20 年度から平成 22 年度まで修繕引当金の残高 

修繕引当金残高の推移は（表 3 章－Ⅺ－5）のとおりである。 

 

（表 3 章－Ⅺ－5）各病院の平成 20年度から平成 22 年度までの修繕引当金の残高 

                                 （単位：円） 

 循環器・呼吸

器病センター 
がんセンター 

小児医療セン

ター 

精神医療セン

ター 
合計 

平成 20 年度 17,253,738 192,531,958 24,163,489 3,184,191 237,133,376 

平成 21 年度 17,253,738 192,531,958 24,163,489 3,184,191 237,133,376 

平成 22 年度 17,253,738 192,531,958 24,163,489 3,184,191 237,133,376 

 

（２）修繕引当金の計上基準について 

修繕引当金は、平成 5 年度以降は引当・取崩を行っていないので、残高に変動はな

い。これは、大規模修繕については、建設改良費（施設増改築工事費）により対応し

てきたことによる。 

本来、修繕引当金は、将来の修繕に係る費用の発生に備えて、合理的な見積額のう

ち、当該事業年度の負担に属する金額を費用として計上する必要がある。会計上の修

繕引当金の計上要件は「ⅩⅤ.会計制度」にも記載しているが、以下の 4つである。 

 将来の特定の費用又は損失であること。 

 その発生が当期以前の事象に起因すること。 

【意見 27】循環器・呼吸器病センター及び精神医療センターについては、中長期的

な保全・修繕計画を策定し、将来発生すると見込まれる施設の維持管理コストを

把握する必要がある。同時に、これらに関して将来支払う資金の捻出についても

併せて検討する必要がある。また、新病院移転を行うがんセンター及び小児医療

センターについては、建物竣工後に中長期修繕計画を策定すべきである。 
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 その発生の可能性が高いこと。 

 金額を合理的に見積もれること。 

現在、県立病院は中長期の修繕計画を策定しておらず、合理的な金額を見積もれな

いため、修繕引当金は適正に計上されていない。 

 

（３）試算した修繕引当金（参考数値）について 

前述の（表 3 章－Ⅺ－4）将来 15 年の建物・附属設備の修繕計画（循環器・呼吸器

病センター、精神医療センター）による数値が修繕引当金の計上基準を満たしている

と仮定して試算した修繕引当金について参考数値として以下に記載する。 

 

【参考数値】 

ⅰ）計算に当たって 

 修繕引当金の計算に当たっては、循環器・呼吸器病センター及び精神医療セン

ターの各棟の設備について、修繕（ライフサイクル）年数（※1）を見積もっ

て行っている。 

※1 修繕（ライフサイクル）年数とは、各資産について、使用してから（大規

模）修繕を要する年数とする。 

 上記、修繕（ライフサイクル）年数に基づいて、大規模な修繕・建替・更新の

支出（資本的支出含む）予定時点を基準として、平成 23 年度末までに発生し

ている金額を計算している。 

 精神医療センターの第 7 病棟については、平成 23 年度築のため修繕引当金は

「0」とする。 

これに基づく平成 23 年度末の試算した修繕引当金の金額と（予想）引当金残高の

差額は以下のとおりである。 

 

ⅱ）循環器・呼吸器病センター 

平成 23 年末に試算される修繕引当金 1,131,176,000 円 

平成 23 年度末（予想）修繕引当金残高 17,253,738 円 

差 額 1,113,922,262 円 

 

ⅲ）精神医療センター 

平成 23 年末に試算される修繕引当金 772,794,000 円 

平成 23 年度末（予想）修繕引当金残高 3,184,191 円 

       差 額 769,609,809 円 

 

  



135 

 

Ⅻ.委託契約 

 

１.委託業者の業務の評価について 

 

県立病院においては、経営効率化のための経費削減・抑制対策として、委託業務につ

いても委託費の削減を推し進めている。しかし、委託業務の中には、県民の医療行為に

直接・間接に影響を与えるものが多いため、業務を委託することによって、その質を低

下させることがあってはならない。したがって、提供されている業務の質の程度をチェ

ックするために毎事業年度、委託業者の業務について評価し、その結果、不都合があれ

ば業務の改善要求又は契約継続の適否の判断をする必要がある。 

現状では、各病院は財務規程に基づき、各月の委託料の支払い前に職員による業務内

容の確認のみに留まっており、委託業務内容の評価は統一して行ってはいない。 

（表 3 章－Ⅻ－1）はその例示である。 

 

（表 3 章－Ⅻ－1）職員による委託業務確認の実施例 

MRI、CT 等機器の維持管理・保守委託業務 

確認項目 

病院 

循環器・

呼吸器病

センター 

がんセン

ター 

小児医療

センター 

精神医療

センター 

・業務仕様書が求める業務の細目ごとに、その履行内容や回数が報告書（日報・

月報等）の中に記載されており、内容を確認している。 
A A A A 

・業務に事故やクレームがあった場合、報告書（日報・月報等）の中に記載さ

れ、内容を確認している。 
A A A A 

・業務仕様書が求めるサービスレベル、成果物等が、仕様の要件を達成してい

るか内容を確認しているか。 
A A A A 

・業務仕様書が求めるサービスレベル、成果物等が、仕様の要件を達成してい

ない場合、現場の責任者や委託業者に改善を求め、その旨を記録に残している。 
A A A B 

・業務委託の中に、内容や回数を合理化、削減できる細目がないか検討を行っ

ている。 
A B B B 

・委託業務の中に、委託せず、職員が行える細目がないか検討を行っている。 A B B B 

・業務内容や委託の積算単価について、他の県立病院や類似病院と比較してい

る。 
B B B B 

・業務内容や委託の積算単価について、契約の都度、見直しを行っている。 A B B A 

出典：病院局作成資料 

※ A → 「十分できている。」 B → 「できている。」 C → 「十分ではない。」 

 

各病院は委託業務の作業内容については委託業者からの作業日報等の提出を契約上求

めていることから、これらを入手しているが、契約時（積算時）の業務内容と実際の履

行状況とが一致しているかどうかの詳細な比較は行っていないのが現状である。 
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委託業者の業務評価は、業者の業務に対する改善指導及び要望を適切に行うために、

また、次年度の契約に厳密に反映させるために必要となる。 

したがって、仕様書に基づいた項目を検査項目としてチェックリスト化し、詳細な評

価を実施する必要がある。 

 

 

 

２.長期継続契約について 

 

従来の委託契約においては、一年ごとの契約が原則であったが、地方自治法の改正に

より、条例で定めればリース契約などの一部の委託契約について、複数年契約が可能に

なった。 

したがって県立病院は、これにより長期継続契約を開始し、一般競争入札による更な

る競争性を高めることで、医療の質を下げない範囲で委託経費の削減を図っている。 

長期継続契約のメリットは以下のとおりである。 

（1）事業運営への支障回避 

（2）事業への習熟によるサービスの向上 

（3）安定契約によって業者間の競争を促進することによるコストの削減 

各病院は中央監視業務、給食業務、清掃業務等について長期継続契約（3年間）で行っ

ており、特別の不都合等が生じていないということにより、現状では契約内容等の見直

しを行っていない。しかし、委託業者は、一度契約を締結すれば、複数年の契約が保証

されているために、概してその質の低下を招く可能性があるので、適切に業務評価を行

う必要がある。 

 

 

  

【意見 28】委託業者の業務評価は、業者の業務に対する改善指導及び要望を適切に

行うために、また、次年度の契約に厳密に反映させるために必要となる。したがっ

て、仕様書に基づいた項目を検査項目としてチェックリスト化し、詳細な評価を実

施する必要がある。 
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ⅩⅢ.IT システムの導入と全般管理 

 

１.埼玉県立病院における電子カルテ導入状況と導入予定について 

 

第4次埼玉県IT推進アクションプラン（平成23年度～平成25年度を対象としている）に

おいては、医療機関内の事務の情報化に関して、電子カルテシステム、オーダリングシ

ステムを導入し、事務の効率化、高度医療・医療安全の推進に努めるとされており、具

体的な導入状況と導入予定は（図 3章－ⅩⅢ－1）のとおりである。また、システムのイメ

ージは（図 3章－ⅩⅢ－2）のとおりである。 

 

（図 3章－ⅩⅢ－1）病院局の医療情報システムについて 

 

 

出典：病院局作成資料 

 

（図 3章－ⅩⅢ－2）医療情報システムのイメージ 

 

○ 小児医療センターは、医療の質、患者サービスを向上させるため、平成25年10月から電子カルテシステムの導入を予定している。
そのため、平成23年度、情報企画課のシステム事前評価を受けるとともに、ＩＴコンサルタントの助言のもと、院内で検討会議を開催し、システム機能の
検討・調整を進めている。

○ 精神医療センターは、平成23年10月から医療観察法病棟でのみ電子カルテシステムを導入する。
精神科における電子カルテの有効性を検証し、今後、他の病棟でも導入すべきか検討する。

出典：埼玉県 第 4次 IT推進アクションプラン 
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２.電子カルテ導入及び運用方法について 

 

（１）循環器・呼吸器病センター及びがんセンターにおける電子カルテの導入について 

循環器・呼吸器病センターにおいては平成22年4月1日から新オーダリングシステム

を稼働させ、平成22年7月1日から電子カルテシステムを稼働させる予定であったが、

オーダリングシステムの稼働時に不具合が生じたため、電子カルテシステムの稼働日

が7月1日から9月1日へと延期になった。なおオーダリングシステム稼働時には、医師

が指示した薬剤処方データが薬剤部や会計で受信できない、正しいデータが伝達され

ない、放射線のデータが会計で受信できない、診療や検査の予約の一部が欠落してい

る等の不具合が生じ、稼働当初の3日間、長時間の会計待ちが発生した。 

なお、がんセンターの電子カルテシステム導入に当たっては、循環器・呼吸器病セ

ンターのシステム導入の問題点を考慮し、（表 3章－ⅩⅢ－1）のような対応を行ってい

る。 

 

（表 3章－ⅩⅢ－1）電子カルテシステム導入に当たってのがんセンターでの対応 

項目 循環器・呼吸器病センターの 

問題点 

がんセンターでの対応 

システム開発期間 契約締結から稼働まで6か月の

開発期間であり、開発期間が短

い。 

開発期間を1年とした。 

オーダリングシス

テムの開発 

電子カルテシステムについて

は自社開発しているもののオ

ーダリングシステムが他社製

であったことからオーダリン

グシステムに不具合が発生し

た場合の対応が遅かった。 

システムの根幹をなすオーダ

リングシステムに不具合が発

生した場合でも速やかな対応

ができるよう、自社開発のオー

ダリングシステムであること

を仕様とした。 

システム開発の進

捗管理 

ITコンサルティング会社から

の助言を得ながら進めたもの

の、当初想定していたサービス

を十分に受けられなかった。 

ITコンサルティング会社に業

務委託し、適時適切な助言を得

て行った。 

出典：病院局作成資料 
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（２）電子カルテ導入及び運用方法に関するノウハウについて 

 

 

 

ⅰ）電子カルテの導入に関するノウハウについて 

がんセンターの電子カルテ導入に当たっては、循環器・呼吸器病センターで発生し

た電子カルテシステム導入の問題点など、システム導入の課題に対応するため、シス

テム導入に当たって仕様作成、調達、開発進捗管理及び保守運用に関する助言や業者

との調整をITコンサルティング会社に委託し、円滑なシステム導入、運用を図ってい

る。 

また、小児医療センターは平成25年10月から電子カルテシステムの導入を予定して

おり、平成23年度、情報企画課のシステム事前評価を受けるとともに、ITコンサルタ

ントの助言のもと、院内で検討会議を開催しシステム機能の検討・調整を進めている

が、そのほとんどの業務についてITコンサルティング会社が技術的な助言・調整を行

っているため、病院局に電子カルテ導入に関するノウハウが蓄積されにくい。今後は

システム導入のノウハウ（仕様作成、調達及び開発進捗管理）を病院局で把握し、今

後のシステム導入・運用に活かすことが必要である。 

なお、情報企画課のシステム事前評価はシステム導入の妥当性を評価するものであ

り、仕様書自体の検討は行わないため、事前評価によりシステム導入時の不具合を解

消することは困難である。 

 

ⅱ）電子カルテの運用に関するノウハウについて 

電子カルテ運用に当たって生じた問題点等については、各病院の事務局で取りまと

められ、各病院で対応することとなっているため、電子カルテの運用に関するノウハ

ウもほとんど病院局には蓄積されにくい状況である。 

以上のことから、電子カルテの導入及び運用に係るノウハウは病院局には蓄積され

にくい状況となっている。今後は、なお一層、経営会議や担当者会議においてシステ

ム運用上の課題等を情報共有した上で、その課題について病院局と業者が交渉を行う

など、運用体制を見直すことが望ましい。 

 

 

 

【意見 29】電子カルテ導入に当たっての IT コンサルティング会社のノウハウ（①

仕様作成、②調達、③開発進捗管理等）が十分に共有できていない。IT コンサ

ルティング会社のノウハウを県に残し、電子カルテシステム更新等に活かす必要

がある。 
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３.IT システムの全般管理体制の構築について 

 

循環器・呼吸器病センターやがんセンターの電子カルテの導入・運用についてはITコ

ンサルティング会社を含めた対応となり、また平成25年度に導入を予定している小児医

療センターの電子カルテについては平成23年度においてシステム機能の検討・調整に関

する助言をITコンサルティング会社に委託している。 

 

 

 

第4次埼玉県IT推進アクションプラン（平成23年度～25年度）では、庁内における高度

なIT技術を持つ人間を育成していくとされているが、小児医療センターの電子カルテの

導入に当たって、プランの対象となっている平成23年度においてもシステム機能の検

討・調整に関する助言をITコンサルティング会社に委託している状況である。 

また県立病院の病院医療情報システムの整備・充実により従来に比べ病院のIT依存度

が高くなってきており、県立病院のシステムを一元管理する専門部署、専門家の必要性

を認識しているものの、具体的な方針の策定がなされていない状況である。 

今後も県立病院におけるIT化を推進し、経常的にIT管理を行っていくことが重要であ

ると病院局が判断するのであれば、現在のようにITに関する業務全般を取引業者に委託

するのではなく、人材の内製化を検討する必要がある。なお、人材の内製化に当たって

は、第4次埼玉県IT推進アクションプランに記載された人材育成方針に従った対応が望ま

れる。 

 

【意見30】従来に比べ病院のIT依存度が高くなってきており、経常的にITシステム

全般について管理していく必要があるため、現在のようにITに関する業務全般を

取引業者に委託するのではなく、県職員による対応（人材の内製化）も検討すべ

きである。 

また、各病院のIT管理については、各病院の担当者もしくはITコンサルティン

グ会社により個別に行われており、県立病院のシステムを一元管理する専門部署、

専門家が不在となっているため、その必要性を具体的に検討することが望まれる。 
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（図 3章－ⅩⅢ－3）高度IT人材育成のイメージ 

 

出典：埼玉県 第4次IT推進アクションプラン 

 

４.医事会計システムへのアクセス管理について 

 

 

 

（１）各病院の医事会計システムへのアクセス管理状況について 

「Ⅷ.領収書管理」に記載しているとおり、現状の医事会計システムは、同じ番号で

納入通知書（請求書）兹領収書を再発行できることから、入金管理上のリスクがある。 

医事会計システムにそのような入金管理上のリスクがある中で、現状の医事会計シ

ステムへのアクセス管理状況はどのようになっているか。各病院の状況について、（表 

3章－ⅩⅢ－2）で検討した。 

  

【指摘 12】現状の医事会計システムは、入金管理上のリスクがある。当該リスクに対

処するためには、個人ごとの ID とアクセス権の設定、パスワード管理、例外操作

の操作ログ管理をしっかりと行うべきである。 
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（表 3章－ⅩⅢ－2）各病院の医事会計システムへのアクセス管理状況 

① 循環器・呼吸器病センター 

項目 管理状況 

１）入金の収納処理画

面と、保険点数の算定

処理画面のアクセス

権の分離 

分けることは可能だが、作業しやすいように、アクセ

ス権を分けていない。 

２）個人別のID・パス

ワード設定（医事業務

委託先も含む） 

医事業務を委託している会社には、一つのパスワード

を使わせている。忙しい時間には応援が必要であるこ

とと、収納と算定間での担当者のシフトがあるため。

但し、病院職員が業務の様子を見て牽制している。 

３）パスワード変更ル

ール 

システム管理規程で「利用者は定期的にパスワードを

変更すること。」と定めているが、定期的に変更され

ているかどうかは確認していない。 

４）一定時間でロック システム管理規程で「利用者は離席する際はログアウ

トすること。」と定めているが、自動的にはログアウ

トしない。 

５）操作ログについて

の定期的レビュー 

必要な場合には保守ベンダーに依頼して取得するた

め、定期的なレビューは実施していない。 

 

② がんセンター 

項目 管理状況 

１）入金の収納処理画

面と、保険点数の算定

処理画面のアクセス

権の分離 

入金処理と算定処理のアクセス権はシステム上分離

できない。 

２）個人別のID・パス

ワード設定（医事業務

委託先も含む） 

医事業務委託先も含めて、個人ごとに設定。 

３）パスワード変更ル

ール 

ルールがないため、パスワードは職員の自己管理とし

ている。 

４）一定時間でロック 電子カルテシステムからは45分後自動でログオフす

るが、医事会計システムには自動ロックはない。 

５）操作ログについて

の定期的レビュー 

定期的には行っていない。 
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③ 小児医療センター 

項目 管理状況 

１）入金の収納処理画

面と、保険点数の算定

処理画面のアクセス

権の分離 

アクセス権は分かれていない。 

２）個人別のID・パス

ワード設定（医事業務

委託先も含む） 

医事業務委託先も含めて、個人ごとに設定。 

３）パスワード変更ル

ール 

パスワードは6か月ごとの変更がルールだが、その変

更がなされたことは確認していない。 

４）一定時間でロック ロックはかかるようになっていない。 

５）操作ログについて

の定期的レビュー 

支障が生じた場合等に行うことはあるが、定期的には

実施していない。 

 

④ 精神医療センター 

項目 管理状況 

１）入金の収納処理画

面と、保険点数の算定

処理画面のアクセス

権の分離 

分かれていない。 

２）個人別のID・パス

ワード設定（医事業務

委託先も含む） 

個人ごとに設定している。 

３）パスワード変更ル

ール 

パスワードは定期的に変更するルールだが、その変更

を一部しか確認していない。 

４）一定時間でロック ロックはかからない。 

５）操作ログについて

の定期的レビュー 

実施していない。 

出典：病院局「包括外部監査依頼資料」から作成 

 

（２）アクセス管理上の問題点について 

上記のように各病院の管理状況を検討した結果、医事会計ステムへのアクセス管理

上、以下のような問題点が検出された。 

 全病院で入金についての収納処理画面と、保険点数についての算定処理画面の

アクセス権が分かれていない。 
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 循環器・呼吸器病センターでは、医事業務委託会社は一つのパスワードを使用

している。 

 パスワード変更ルールが、がんセンターにはない。また循環器・呼吸器病セン

ターと小児医療センターには変更ルールはあるが、実際の変更を確かめてはい

ない。精神医療センターは変更を一部しか確かめていない。 

 一定時間でロックがかかるようになっていない。 

 医事会計システムの操作ログについてのレビューを実施していない。 

このような医事会計システムへのアクセス管理状況であると、仮に領収書を再発行

して入金取消処理を行うことで、入金を横領したとしても、誰が不正を行ったかを追

跡することは困難である。 

すなわち現状は、不正リスクに対する医事会計システム上の統制の不備が大きいた

め、入金を横領する等の不正を行うことが可能な状態となっている。 

 

（３）アクセス管理上の問題点への対処方法 

以上により、医事会計システム上の統制の不備は、入金不正に繋がる点が多いため、

リスクに対してより厳重な統制が必要である。 

入金管理上のリスクに対処するためには、以下の方法が考えられる。 

 内部統制上、算定担当者と収納担当者を分けているのであれば、業務権限に従

い業務を行っていることをチェックするためにも、業務権限に従った個人ごと

のIDとアクセス権を付与すべき。 

 仮に業務上、例外的に算定担当者が収納業務を行う場合があるためアクセス権

を付与されていたとしても、個人ごとのIDがあれば例外操作のログを定期的に

チェックすることにより、内部統制上担当者を分けた牽制効果もある程度担保

される。 

 アクセス権とID設定を無効化しないように、パスワードについては規定化し定

期的に変更することが必要である。変更しないと自動的にログイン出来なくな

る等の変更確認が最も望ましい。しかし、変更したことを申告させることも一

定の効果があると考える。 

 また、アクセス管理上、正当な入力者以外の者による入力を防止するため、一

定時間後に自動ロックがかかるようにすることが最も望ましい。しかし、循環

器・呼吸器病センターのように「利用者は離席する際はログアウトすること」

を規定化し、運用することも一定の効果があると考える。 
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ⅩⅣ.病院職員のモチベーション及び患者満足度 

 

病院経営においては、各施設で働く職員のモチベーション、労働環境などを適時・適切

に把握し、これらの水準を高く維持しなければならない。また施設に入院・来院している

患者からは、施設の利用や職員の対応等に対する満足を得るために、患者からの要望・不

満を取り入れて改善していく必要がある。 

 

１.院内保育制度について 

 

小児医療センターでは平成 21年 4 月から、子育て中の看護師が職場へ復帰するための

方策として院内保育制度を導入し、一部使用されていない職員公舎を保育用に転用した。

また、看護師のニーズの高まりを受けて平成 23 年 4 月からは、週 2 回に限り夜間保育も

実施している。 

がんセンターでは、平成 21年 6 月に看護師のニーズに関して調査し、約 1/3 の看護師

にニーズがあることが確認されている。具体的なニーズとしては、延長保育・病後児保

育・夜間保育・休日保育が多い。また、がんセンターと精神医療センターでは、がんセ

ンター建替えに伴う既存施設の転用が課題となることから、平成 23 年 12 月に関係者で

構成する検討委員会が設置され、具体的な検討が始まっている。 

循環器・呼吸器病センターでは、平成 23 年 6月の調査結果として通常保育へのニーズ

は高くなかったが、これは同病院が県北部にあり、核家族化が進んでいないという個別

の理由によるものと考えられる。しかし、夜間保育や病後児保育など、現在の保育方法

の補完的手段としての利用を希望するニーズは高い。 

いずれの病院も継続して看護師ニーズの調査・分析を行い、適切な対応をとる予定と

なっている。 

 

２.勤務管理について 

 

（１）病院別・職種別時間外勤務の状況について 

 

 

 

県立病院における医師や看護師の慢性的な不足が問題となっている中で、これら職

員に時間外勤務として課せられる負担も大きくなっていることが懸念される。病院局

【意見 31】各病院とも、今後も業務の効率化、県に対し業務量に合わせた人員の

要求、適切な人員配置などを推進し、病院職員の時間外勤務時間を減尐させて労

働条件を改善させることが望まれる。 
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から入手した、県立4病院の職種別月平均時間外勤務時間の状況は、（表 3章－ⅩⅣ－1）

のとおりである。 

 

（表 3 章－ⅩⅣ－1）主な職種の月平均時間外勤務時間数 

 

出典：病院局作成資料 

 

平成 23 年度（4 月～5 月）の月平均時間外勤務時間につき、まず医師に関しては、

精神医療センターを除いて 30時間を超過しており、4病院全体でも 37.3時間となって

いることがわかる。特に循環器・呼吸器病センターは月平均 46.6 時間と他の病院と比

して多くなっている。循環器・呼吸器病センターでは、24 時間・365 日救急患者を受

け入れる体制を整備し、診療科目の性質上から緊急のオペやカテーテル手術の件数が

多いことが原因となっている。また、循環器・呼吸器病センターでは薬剤師に関して

も医師と同様に、月平均 44.3時間と勤務時間の負担が大きくなっている。 

看護師に関しては、4 病院全体で 10.1 時間と医師に比して尐ないが、小児医療セン

ターでは、平成 23 年度の月平均時間外勤務時間が 13.5 時間と年々増加する傾向にあ

る。 

事務職に関しては、全職種の中で最も時間外勤務時間が多く、4 病院全体でも月平均

41.2 時間となっている。その中でも、循環器・呼吸器病センターは月平均 47.7 時間、

がんセンターは 42.0時間、小児医療センターは 40.0 時間と増加傾向にある。循環器・

呼吸器病センター及びがんセンターは、新たに導入された電子カルテシステムへの対

応といった特殊要因が事務量増加の一因になっている。 

H19 H20 H21 H22 H23 H19 H20 H21 H22 H23

全体 16.3 12.8 14.2 16.4 15.1 全体 10.6 13.0 12.4 17.2 18.5

医師 46.7 48.7 48.2 52.8 46.6 医師 20.9 28.3 35.6 40.6 38.2

看護師 11.0 4.2 4.9 6.7 5.9 看護師 5.7 6.5 5.9 11.7 13.5

臨検 25.0 27.7 33.1 30.5 27.3 臨検 21.3 21.5 22.5 23.8 23.3

放射線 16.3 18.8 19.8 18.9 18.7 放射線 20.3 17.6 22.6 24.1 21.4

薬剤師 41.9 38.2 39.9 52.8 44.3 薬剤師 19.3 20.4 21.4 20.1 27.4

事務 17.9 22.0 33.2 40.0 47.7 事務 17.4 28.9 25.9 30.3 40.0

全体 12.9 13.7 16.6 16.7 17.2 全体 8.7 4.7 5.6 8.1 8.7

医師 31.4 31.7 33.6 33.9 37.7 医師 11.8 8.8 14.3 12.2 10.4

看護師 8.3 10.5 12.9 12.6 11.4 看護師 7.4 1.3 1.9 5.8 6.8

臨検 13.4 14.3 14.6 15.9 16.0 臨検 15.8 10.0 9.8 5.0 3.3

放射線 23.8 21.8 21.9 21.3 28.1 放射線 1.1 - - - -

薬剤師 24.3 29.0 24.8 21.1 28.0 薬剤師 3.1 4.9 11.2 13.8 12.6

事務 16.2 19.3 34.5 39.5 42.0 事務 11.0 16.1 18.5 21.4 32.0

全体 12.6 13.0 15.3 15.9 16.0

医師 28.9 32.5 39.3 38.0 37.3

看護師 8.1 6.6 9.1 10.1 10.1

臨検 18.8 19.8 21.4 21.9 20.9

放射線 19.3 19.7 21.0 21.3 23.2

薬剤師 25.1 26.2 29.9 27.3 30.0

事務 16.4 22.3 33.3 34.4 41.2

※平成23年度については、平成23年5月末時点

循
環
器

が
ん

4
病
院
計

小
児

精
神
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各病院とも、今後も業務の効率化、県に対し業務量に合わせた人員の要求、適切な

人員配置などを推進し、病院職員の時間外勤務時間を減尐させて労働条件を改善させ

ることが望まれる。 

 

（２）長時間労働職員の管理について 

 

ⅰ）長時間労働職員の状況について 

 

 

 

県立 4病院の職種別月平均時間外勤務時間の状況は前述のとおりであるが、平成 22

年度における各病院の長時間労働職員の状況は（表 3 章－ⅩⅣ－2）のとおりである。 

 

（表 3 章－ⅩⅣ－2） 

360 時間／年を超えて時間外勤務を行っている職員の状況＜4病院合計＞ 

 

所属名 職種 人数 平均時間

事務職 14 663.6

医師 24 826.9

薬剤師 8 665.3

診療放射線技師 3 448.3

臨床検査技師 12 480.8

看護師 1 484.0

医療社会事業職 1 493.0

臨床工学技士 8 423.5

事務職 15 627.7

医師 26 604.9

歯科医師 2 418.0

薬剤師 5 517.2

診療放射線技師 4 484.8

栄養士 2 470.0

臨床検査技師 4 401.5

看護師 17 455.5

医療社会事業職 1 472.0

事務職 13 543.0

医師 31 698.8

薬剤師 2 392.5

診療放射線技師 6 459.2

栄養士 1 579.0

臨床検査技師 8 426.8

医療社会事業職 1 609.0

臨床工学技士 2 696.0

事務職 3 422.7

薬剤師 1 475.0

215 591.6

循環器・呼吸器病センター

がんセンター

小児医療センター

精神医療センター

【意見 32】病院局及び各病院は、長時間労働となっている職員に関し、業務の効

率化を含めた具体的な改善措置を今後も継続して検討することで、職員の心身

の健康を維持させ、疲弊による離職を事前に防止することが望まれる。 
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平成 22 年度 長時間労働職員の状況＜循環器・呼吸器病センター＞ 

 

 

平成 22 年度 長時間労働職員の状況＜がんセンター＞ 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
職種別
のべ人数

※1 9 7 8 8 8 5 7 6 7 7 2 2 76
※2 7 10 6 7 8 9 8 13 9 8 12 7 104
※3 5 5 12 8 9 9 9 6 8 8 7 8 94
※1 0
※2 0
※3 1 1 2
※1 1 1
※2 3 2 1 1 1 2 10
※3 7 5 7 6 7 4 6 2 7 6 4 2 63
※1 0
※2 1 1 2 1 5
※3 1 2 2 2 1 8
※1 2 1 1 4
※2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 34
※3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 6 3 41
※1 2 2 3 1 6 14
※2 10 9 3 5 3 5 4 4 4 2 7 56
※3 4 3 7 7 6 6 10 9 8 2 7 4 73
※1 0
※2 1 2 1 4

※4 ※3 2 5 1 1 7 2 5 8 4 3 4 42
※1 14 8 8 8 11 5 7 9 8 7 2 8 95
※2 23 24 12 15 14 17 15 19 21 19 14 20 213
※3 22 23 33 25 32 22 30 25 38 24 27 22 323

※1 時間外勤務100時間以上
※2 時間外勤務60時間以上100時間未満
※3 時間外勤務40時間以上60時間未満
※4 その他職種には、管理栄養士、電気職、機械職、臨床工学士、医療社会従事職を含む

医師

月計

事務職

薬剤師

放射線技師

臨床検査技師

看護師

その他

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
職種別
のべ人数

※1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
※2 6 8 5 7 8 7 5 4 6 9 5 6 76
※3 16 4 15 9 8 9 15 16 10 11 12 9 134
※1 1 1
※2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 1 10
※3 5 4 5 9 8 1 6 6 6 6 5 8 69
※1 0
※2 1 1
※3 2 1 1 1 5
※1 0
※2 1 1 1 1 1 1 1 7
※3 2 2 1 2 2 2 3 1 4 19
※1 0
※2 1 1 2 2 2 1 1 10
※3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 18
※1 2 1 2 6 11
※2 8 6 4 1 4 1 2 3 2 4 4 4 43
※3 2 5 8 8 6 5 10 7 9 6 4 4 74
※1 0
※2 0

※4 ※3 2 2 3 1 1 1 2 2 3 6 23
※1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 8 25
※2 16 15 13 11 13 9 9 7 10 19 13 12 147
※3 28 19 35 27 25 19 35 34 32 29 26 33 342

※1 時間外勤務100時間以上
※2 時間外勤務60時間以上100時間未満
※3 時間外勤務40時間以上60時間未満
※4 その他職種には、電気職、設備職、医療社会事業職、MSW、栄養士、MEを含む

月計

医師

看護師

臨床検査技師

放射線技師

薬剤師

事務職

その他
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平成 22 年度 長時間労働職員の状況＜小児医療センター＞ 

 

 

平成 22 年度 長時間労働職員の状況＜精神医療センター＞ 

 

出典：病院局作成資料 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
職種別
のべ人数

※1 1 2 5 3 2 2 3 2 3 1 2 1 27
※2 17 13 9 14 11 12 17 19 10 13 13 13 161
※3 11 16 9 12 12 11 7 6 16 13 12 12 137
※1 0
※2 0
※3 1 1 10 1 3 16
※1 0
※2 1 1
※3 3 4 2 3 4 6 1 4 5 5 2 39
※1 0
※2 1 1
※3 4 4 4 3 1 2 2 1 2 3 4 3 33
※1 0
※2 1 1
※3 1 1 4 3 2 5 16
※1 0
※2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 16
※3 4 1 2 5 1 4 2 3 1 1 2 26
※1 0
※2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 11

※4 ※3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 29
※1 1 2 5 3 2 2 3 2 3 1 2 1 27
※2 20 14 14 16 14 15 19 22 11 15 14 17 191
※3 25 24 21 23 24 23 18 16 42 28 24 28 296

※1 時間外勤務100時間以上
※2 時間外勤務60時間以上100時間未満
※3 時間外勤務40時間以上60時間未満
※4 その他職種には、臨床工学士、医療社会従事職、栄養士、電気職、設備職、機械職を含む

月計

医師

看護師

臨床検査技師

放射線技師

薬剤師

事務職

その他

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
職種別
のべ人数

※1 0
※2 0
※3 0
※1 0
※2 0
※3 0
※1 0
※2 0
※3 0
※1 0
※2 0
※3 0
※1 0
※2 0
※3 1 1 1 1 1 1 1 7
※1 0
※2 2 2 1 2 7
※3 3 2 3 1 2 3 1 1 3 19
※1 0
※2 0

※4 ※3 1 1
※1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
※3 4 3 3 2 2 3 1 1 1 2 1 4 27

※1 時間外勤務100時間以上
※2 時間外勤務60時間以上100時間未満
※3 時間外勤務40時間以上60時間未満
※4 その他職種には、CPを含む

月計

医師

看護師

臨床検査技師

放射線技師

薬剤師

事務職

その他
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まず、病院局は病院職員との間で労働基準法第 36条（通称 36協定）に規定される

協定を締結しており、これに特別条項を付していることから、1 日あたり最大 10 時間

までの時間外勤務が認められている。したがって、通常 36 協定で規定されている年

間の時間外勤務時間 360 時間を超えても、それがすなわち協定違反とはならないが、

当該 360 時間を超えて時間外勤務を行っている職員は 4病院全体で 215人いることに

なる。 

また上表によれば、精神医療センターを除く 3病院に勤務する医師に長時間労働者

が偏って多いことがわかる。特に、循環器・呼吸器病センターに勤務する医師の中で、

1か月の時間外勤務時間が 100 時間を超える医師が、年間延べ 76人（月平均 6 人）い

ることは、医師の労働環境の悪化を招く原因となる可能性があり、何らかの改善策を

検討する必要性が高い。また一般的には、慢性的な医師の定員不足が残された医師の

時間外勤務を増加させ、これが労働環境の悪化を招き、結果として更なる医師不足の

状況を加速させるといったマイナスの循環プロセスに陥ることが懸念される。大学医

学部や大学病院への働きかけをより積極的に行い非常勤医師や研修医の確保に努め

るとともに、併せて県ホームページやポスター、県報広告における現状の説明と医師

募集の訴えを継続することなどで、慢性的な医師不足を解消させることが求められる。 

また、看護師は相対的にがんセンターが、臨床検査技師及び薬剤師は循環器・呼吸

器病センターが長時間労働の状況となっている。医師同様、一般的には長期にわたる

労働環境の悪化で職員が疲弊し、最終的に職員の離職が増加する可能性がある。した

がって、長時間労働となっている職員に対しては、業務の効率化を含めた具体的な改

善措置を継続して検討することで、職員を厳しい労働環境から脱却させることが望ま

れる。 

なお、循環器・呼吸器病センター及びがんセンターにおいて、事務職の時間外勤務

時間が多くなっている。これは、新たに導入された電子カルテシステムへの対応とい

った特殊要因が事務量増加の一因になっていることが考えられるが、今後の経過を観

察することが必要である。 

 

ⅱ）長時間労働職員に対する管理について 

 

 

 

過度の時間外勤務を行っている職員に対する各病院の具体的な対応方法は（表 3

章－ⅩⅣ－3）のとおりである。 

 

【意見 33】がんセンター以外の各病院は、長時間労働者への対応に関し、病院局

から通知された内容に準拠して適切に運用すべきである。 
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（表 3 章－ⅩⅣ－3）過度の時間外勤務を行っている職員への対応方法 

病院 対応方法 

循環器・呼吸器病

センター 

時間外勤務時間が月45時間以上の職員について衛生委員会へ報告し

たり、時間外勤務状況を集計した資料を病院長等に報告している。 

がんセンター 時間外勤務時間が月 45 時間以上の職員に対して、病院長から「疲労

蓄積度自己診断チェックリスト」が配布され、その回答をもとに面

談の要否がヒアリングされる。また、月 100 時間以上の職員につい

ては、ルールとして面談を義務付けている（図 3章－ⅩⅣ－1 参照）。 

小児医療センター 時間外勤務時間が月 45 時間以上の職員は衛生委員会へ報告し、60時

間以上の職員は病院長以下幹部への報告対象とする。 

精神医療センター 時間外勤務時間が月 60 時間以上の職員について、勤務実績報告書を

給与管理者・病院長に報告している。 

 

上表のとおり、各病院で過度の時間外勤務を行っている職員への対応方法が若干異

なっているが、病院局は過去におおむねがんセンターにて運用されている対応方法に

よって具体的に運用することを通知していることから、がんセンター以外の各病院で

は運用方法の見直しが望まれる。 

なお、がんセンターで運用している同チェックリスト及び平成 18 年度にがんセン

ター病院長が制定した「長時間労働者健康相談の流れ」（図 3 章－ⅩⅣ－1）を掲載す

る。 
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（図 3 章－ⅩⅣ－1） 
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出典：がんセンター作成資料 
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ⅲ）年休等の取得状況について 

 

 

 

平成 22 年 1 月～12 月の病院別職員一人あたり平均年休（有給休暇）等取得状況は

（表 3 章－ⅩⅣ－4）のとおりである。 

 

（表 3 章－ⅩⅣ－4）平成 22年（1月～12 月）職員一人あたり平均年休等取得状況 

所属 年休取得日数（日） 夏季休暇取得日数（日） 

循環器・呼吸器病センター 8.61 4.20 

がんセンター 4.33 4.57 

小児医療センター 7.01 4.59 

精神医療センター 11.30 4.16 

県病院局経営管理課 8.94 4.09 

本庁（県庁）の平均 8.68 4.36 

県立病院の平均 7.81 4.38 

全体の平均 8.10 4.37 

出典：病院局作成資料 

 

上表から、どの病院も夏季休暇に関しては本庁職員と大差なく、4 日以上 5 日未満

で取得できていることがわかる。それに対して年休の取得状況は、本庁職員が年 8.68

日取得できているのに対して、県立病院の平均は 7.81 日と低い。内訳を見ると、精

神医療センターが年 11.30 日取得できているのに対して、小児医療センターは 7.01

日と低く、またがんセンターに至っては 4.33日と著しく低くなっているのがわかる。 

これに対し、職員満足度調査の結果においても、満足度が特に低い項目として「年

休などの休暇が取れない」という不満を持っている職員が 7割以上いるのが現状であ

る。（表 3 章－ⅩⅣ－5）一般に年休の取得は、勤務する職員の精神的リフレッシュに

有効であり、逆に取得率が低い場合、職務に対するモチベーションに悪い影響を与え、

ひいては注意力が低下することで思わぬ医療事故を誘発する可能性が懸念される。が

んセンターと小児医療センターは、職員が年休を取得しやすい環境を整備し、それ以

外の病院もさらに取得が可能な状況を継続して検討することで、職員のモチベーショ

ン向上のための対策を講ずるべきである。 

 

【意見 34】がんセンターと小児医療センターは、職員が年休を取得しやすい環境

を整備し、それ以外の病院もさらに取得が可能な状況を継続して検討すること

で、職員のモチベーション向上のために対策を講ずるべきである。 



156 

 

（３）非常勤職員の勤務管理について 

 

 

 

県立病院では、非常勤職員の勤務管理について出勤簿（月次）を使用しており、非

常勤職員は自らが出勤した日付の出勤欄に押印又はサインをして月次で出勤簿をまと

め、これが総務部門に回覧されて出勤日数の集計がなされる。非常勤職員の場合、出

勤日数又は勤務時間に応じて給与が支払われるため、出勤簿が給与支払いの根拠資料

として存在する。しかしながら、循環器・呼吸器病センター及びがんセンターでは、

非常勤職員が月次で作成した出勤簿に対して、診療科や部門の上長が確認・承認した

証跡を残す様式となっておらず、給与支払いに際して事前に内部チェックが働いた証

拠が残されていない。非常勤職員に対して適正な給与を支払うというプロセスの中で、

出勤簿のもつ重要性を認識して、循環器・呼吸器病センター及びがんセンターでは出

勤簿の様式を適切に改訂するとともに、月次で上長が確認・承認した証跡を残すよう

に運用すべきである。 

 

（４）看護師の勤務交代制について 

現在、県立病院で勤務する看護師の交代制に関しては、各病院、病棟によって一日 2

交代制とするか、あるいは 3 交代制とするか選択し運用している状況である。実際に

勤務する看護師の意見としては、年齢の若い看護師には 2 交代制が好まれ、それ以外

の看護師、また緊張度のレベルが高い病棟に勤務する看護師には 3 交代制が好まれる

傾向にある。 

一般的に 3 交代制を導入すると、相対的に短い時間で集中して勤務できるというメ

リットがある半面、交代回数が増える分、看護師同士で行われる引継ぎの回数及び引

継ぎ時間も増加し、これが看護師の時間外勤務増加につながるといったデメリットが

考えられる。これに対して、2交代制を導入すると、シフトの頻度が減るため年休を取

得しやすくなる、また引継ぎ時間の短縮により時間外勤務の縮減が期待できるといっ

たメリットがある半面、1 回当たりの勤務時間が長いため心身への負担が大きくなると

いったデメリットもある。 

病院局及び各病院は、今後も病院、病棟ごとに、上記の交代制に係るメリット、デ

メリット、病棟ごとの看護師のニーズ、職務を行う上で集中が持続できる時間、時間

外勤務時間や年休取得の実態などを総合的に勘案し、その結果としていずれの交代制

度が望ましいかを合理的に判断した上で、導入・運用することが期待される。 

【指摘 13】循環器・呼吸器病センター及びがんセンターでは、非常勤職員が月次

で作成した出勤簿に対して上長が確認した証跡が残されていないため、早急に改

善すべきである。 
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３.職務満足度調査について 

 

病院局は、平成 16年度から年に 1回、県立病院で働く看護師を対象に職務満足度調査

を行っている。平成 21 年度からは、調査の簡便性と個人情報保護の視点から、県の電子

申請システムを用いた調査方法に変更し実施している。当該調査と結果の概要は、以下

のとおりである。 

 

（１）調査概要 

 

ⅰ）目的   

 県立病院に勤務する看護師に対して、職務満足度調査を実施し、看護師の職場

定着につなげるためのデータを導き出すこと。 

 調査結果について、迅速に評価・分析を行い、各病院で優先的に取り組む具体

的で実践可能な課題を導き出すこと。 

 

ⅱ）対象 

 県立病院で勤務する主査級以下の常勤看護師（育児短時間勤務制度利用者含

む。） 

 

ⅲ）調査期間 

 平成 23 年 8月 15 日～9月 4日 

 

ⅳ）調査方法 

 データは、電子申請システムを使用する。個別データは、病院ごとに決めた ID

番号で管理する。 

 

ⅴ）個人情報保護 

 アンケートは無記名とし、病院への返送に関しても個人が特定できないように

統計処理後各病院に送付する。 

 

（２）調査結果 

 

ⅰ）回収率 

 調査対象者 1,169 名、回答率 97.0％（1,134 名） ID 入力ミス、二重入力など

無効回答 26名を除く有効回答率 94.8％（1,108 名） 
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0.24 0.01 0.23

23 0.16
 0.28  0.25  0.03

-2
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5

76.8 73.5 40.9 24.7 16.8

1 340

5

43.7 48.0 42.2 40.9 22.0 16.0 14.7 5.1

1 531

No.

23 80.9 40.2 20.3 12.1 12.0 10.0 7.9 7.3 9.4

21 81.5 40.6 20.2 18.6 12.0 11.6 6.9 8.9 8.8

 0.6  0.4 0.1  6.5 0.0  1.6 1.0  1.6 0.6

No.

23 53.7 39.6 32.2 16.3 15.1 14.6 10.9 9.6 6.9 8.8

21 55.6 43.8 36.1 24.6 14.4 14.5 7.8 11.3 10.1 -

 1.9  4.2  3.9  8.3 0.7 0.1 3.1  1.7  3.2 -

35

 



160 

 

間の状況を考慮すれば、当該職務満足度調査は、看護師だけではなく医師も調査対象

者に含めて実施し、人材確保が困難な職種の定着化を図ることが望まれる。 

 

（４）調査結果の活用について 

 

 

 

職務満足度調査の結果は、翌年、各病院の看護部重点目標に挙げ、看護師の職場定

着の対策を講じている。平成 23 年度調査結果に関しては、総合評価点が 66.1 点（平

成 21 年度 64.0 点）であり、総合評価については、おおむね 6 割の看護師が肯定的な

回答をしている。しかし、満足度が低い要因である「適正な評価」「能力と（職務との）

適合度」「他部門と連携」「私生活への配慮」「福利厚生・報酬」「働きやすい職場環境」

「精神的不安の有無」などの項目については、平成 21 年度調査結果と比較して変化が

ない。また、仕事をする上での不満や負担として、「時間外が多い」「休憩・休暇が取

れない」といった項目についても平成 21 年度と同様の結果である。一般的に夜勤・交

替勤務や、患者の状態等によって発生する時間外勤務（時間を自分で管理できない）

など職務特性によって看護師の職務満足度は低いと言われているが、引き続き、病院

局としては、改善すべき項目について具体的に改善を図るべくプランニングする必要

がある。これにより病院職員の職務満足度が上がり、職務に対するモチベーションが

向上するように検討を重ねていくことが望まれる。 

 

４.職員公舎の利用状況について 

 

 

 

各病院の職員公舎は、緊急時に病院へ急行するなどの業務上の必要性や勤務時間が不

規則であることへの対応、医師や看護師の確保対策の一環として設置されている。 

平成 23 年 5月末現在に存在する各病院の職員公舎のうち、利用率（入居率）が低い公

舎が存在する。具体的に、入居率が 50％以下の職員公舎は（表 3 章－ⅩⅣ－6）のとおり

である。 

 

【意見 37】建築年月が古く入居率の低い職員公舎に関して、病院局は具体的な利活用

方法等を検討すべきである。 

【意見 36】職務満足度調査の結果、改善すべき項目について、病院局は引き続き

具体的に改善を図るべくプランニングし、これによって病院職員の職務満足度が

上がるように検討を重ねていくことが望まれる。 
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（表 3 章－ⅩⅣ－6）各病院別職員公舎の状況（所有公舎分） 

 

出典：病院局作成資料 

 

上表のとおり、入居率が 50％以下の職員公舎が 7 件存在する。この中で、循環器・呼

吸器病センターの B公舎は建築年月が昭和 59年 3月と古く、看護師や（単身）医療職員

用の公舎としては老朽化が目立ち、入居率も 45.0％と低下している。循環器・呼吸器病

センターでは、公舎に対する現在の職員ニーズからも従来よりの居住目的での使用率の

向上は望めない状況であり、また、平成 23年 6 月の調査結果として院内保育制度へのニ

ーズも高くなかったことから、院内保育目的で転用することも難しい状況であったため、

現在はオンコール職員待機用への転用を図っている。今後も継続して、積極的な転用を

図ることが望まれる。 

また、がんセンターの場合も同様、4 件とも建築年月が昭和 49 年 12 月～昭和 52 年 8

月と古く、当初は勤務する医師の居住用に建築したものであるが、結果として入居率が

低下する状況となっている。病院局は、このうち仲町・東大宮・常盤の各公舎について、

将来的に小児医療センターの移転も踏まえ、小児医療センターとの共同利用も視野に入

れた利活用を考えることなど、それぞれ具体的な利活用方法を検討すべきである。 

なお、小児医療センターでは、現状で一部の部長公舎を院内保育用に転用することに

加え、入院患者の家族用宿泊施設や短期研修生用施設として活用しているが、将来の病

院移設後にこれらの公舎をどのように利活用するのか、具体的な検討がなされることが

望まれる。 

 

５.患者満足度調査について 

 

病院局では、患者へのサービス向上といった観点から、毎年同時期に入院患者・外来

患者に対して、1週間程度の期間にわたりアンケートを実施している。当該アンケート結

果は、院内で分析するとともに外部に公表もされている。 

（主な調査内容） 

入院：医療の説明、入院生活、看護師等の説明、清潔感など 

外来：受付対応、医師・看護師の対応、院内の設備や表示、交通手段など 

公舎名 所在地 種類 構造 間取 面積 建築年月 戸数 入居数 入居率 入居者対象 管理料 使用料

看護師 2,200

（単身）医師 3,500

仲町公舎 さいたま市浦和区仲町4-3-22 戸 RC 5LDK 117.02 49年12月 1 0 0.0% 医師 42,000

東大宮公舎 さいたま市見沼区東大宮3-7-6 集 RC・2階 5LDK 111.8 52年8月 10 4 40.0% 医師 42,500

常盤公舎 さいたま市浦和区常盤3-7-20 集 RC・3階 3LDK 59.29 49年12月 12 4 33.3% 医師
600

（共用廊下電気代）
10,900

伊奈公舎 伊奈町小室818 集 RC・4階 3LDK 64.65 51年3月 16 8 50.0% 医師 8,300

小
児

部長公舎D棟 蓮田市馬込2001 戸 RC・2階 4LDK 107.82 58年3月 2 1 50.0% （世帯）部長、医長 32,600

精
神

医師公舎 伊奈町小室818 集 RC・3階 3DK 95.77 2年2月 8 2 25.0% 医師
2,000

（共用廊下等電気代）
26,100

59年3月 20 9 45.0%

が
ん

循
・
呼

B公舎 熊谷市（旧江南町）板井1659 集 RC・2階 1K 33.2
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平成 22 年度の各病院に対する満足度の状況は（表 3 章－ⅩⅣ－7）のとおりである。 

 

（表 3 章－ⅩⅣ－7）満足度の状況 

 

出典：病院局作成資料 

 

（１）循環器・呼吸器病センター 

入院・外来とも、「非常に満足」あるいは「満足」という肯定的な回答をした患者が

多かったことがわかる。ここで、課題とすべき点は、外来患者の満足度が平成 21 年度

に 88.5％だったのに対して、平成 22 年度は 80.9％と低下している点である。この原

因としては、受付や待合室での待ち時間の長さに不満を感じている患者が多いことが

挙げられる。同病院では、電子カルテ導入により医師が直接入力する業務が増え、導

入当初はこの操作に時間がかかったこと、また、重症患者対応や外来よりの緊急入院

患者対応の件数が多かったこと等を待ち時間が長くなった主な理由と分析している。

これに対して、平成 22 年度から医師事務作業補助者を配置し、医師の入力作業軽減を

図っている他、紹介状がない初再診患者の診療は一般の患者より時間がかかるため「初

再診外来」枞を別に設けることで外来患者の待ち時間短縮に努めていることから、今

後の外来患者満足度の動向について留意することが望まれる。 

また、患者用の駐車場について、平成 21 年度、平成 22 年度ともに駐車スペースの

問題や身障者・高齢者に対する駐車位置の配慮の点で不満を持つ意見が多かったため、

今後の改善に向け検討が望まれる。 

 

（２）がんセンター 

入院・外来とも、全体としてこの病院に満足しているという肯定的な回答をした患

者が多く、他の病院と比べて相対的に満足度が高いことがわかる。同病院に対する不

満は、建物等施設の老朽化に伴うものが多いが、これは計画中の新病院建替えにより

解消される可能性が高い。また、待ち時間の長さや駐車場の問題に関しては、やはり

入院 94.2% 入院 95.3% 入院 △1.1%

外来 80.9% 外来 88.5% 外来 △7.6%

入院 95.0% 入院 79.0% 入院 +16％

外来 89.0% 外来 64.0% 外来 +25％

入院 78.7% 入院 91.3% 入院 △12.6%

外来 54.2% 外来 62.3% 外来 △8.1%

入院 79点 入院 79点 入院 ±0点

外来 81点 外来 83点 外来 △2点
精神医療センター

H22 H21 H22-H21

循環器・呼吸器病センター

がんセンター

小児医療センター
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上記循環器・呼吸器病センターと同様の意見が出されているため、今後の改善に向け

検討が望まれる。 

 

（３）小児医療センター 

入院・外来とも、他の病院と比べて相対的に患者の満足度が低い。特に、課題とす

べき点は、平成 22年度の外来患者の満足度は 54.2％であり、平成 21年度の 62.3％よ

りも更に低下していることである。 

まず入院患者の調査は、患者家族及び本人それぞれから回答を得ているが、そのう

ち家族からの不満は施設面に関係するものがほとんどである。中でも、空調関係、プ

レイルームの広さ、トイレの広さ等に関する不満が多いが、これらは新病院への移設

に伴って解消する可能性が高い。また、本人からの不満は、食事内容、食事の味、食

事時間など大半が食事面の不満である。健康や食材コストの面で、患者の不満を完全

に解消することは困難かもしれないが、毎年同じ項目に対する満足度が目立って低い

ことから、今後一定の改善を図っていくことが必要と考えられる。 

次に外来患者の調査は、外来受診のため来院した患者家族から回答を得ている。外

来の場合は、診察、処置、検査、会計それぞれに対する待ち時間に関する不満が非常

に多い。また、外来受付窓口での職員の対応、薬を院内処方された場合の薬剤師の対

応など患者への接遇面で、相対的に満足度が低くなっている。ともに、今後の改善に

向け具体的な検討が望まれる。 

 

（４）精神医療センター 

入院・外来とも、平成 21 年度の調査結果と大差はなく、ともに約 8割の満足度とな

っている。このうち患者からの不満は、院内の売店に関するものが多い。売店に対す

る満足度は以前に比して評価は上がっているが、品揃え、値段等全般的に未だ 65％程

度の満足度である。引き続き、売店業者と交渉する等、改善に向けた努力が求められ

る。また平成 22 年度は、新病棟の建設工事の影響で、騒音、駐車場駐車台数の減尐が

あり、これに対する患者の不満が多かった。建設工事について患者に対する更なる配

慮が必要になるものと考えるが、これらは新病棟建設工事完了に伴い解消される可能

性が高い。 
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（５）まとめ 

 

 

 

いずれの病院も、診察・会計の待ち時間や駐車場の問題、食事の内容や売店の問題

等、患者の不満要因に大きな変化はなく平成 22 年度以前より継続しているものが多く、

各病院の改善努力により若干の改善傾向にある項目もあるが、全体としては未だ相対

的に満足度が低いままとなっているのが現状である。病院局及び各病院は、患者満足

度調査の結果を病院の各セクションにフィードバックし、毎年継続して不満項目とな

っている事項に関しては、積極的・具体的に改善策を検討・実施し、フォローを行う

ことが望まれる。 

また現在、患者満足度調査は、調査の方法や結果の集計、分析など、あくまで病院

ごとに決定、運用されている。今後は、調査対象や様式などの調査方法全般、結果の

集計や分析等、病院局が中心となってすべての県立病院で統一化し、患者満足度の項

目別病院間比較を可能にするとともに、不満足要因についても項目によってはすべて

の病院共通の課題とし、また他の病院の改善事例を参考にしながら対応していく方針

が必要と考える。 

 

 

 

 

 

 

  

【意見 38】病院局及び各病院は、毎年継続して患者の不満項目となっている事項

に関しては、具体的に改善するためのフォローを行うことが望まれる。また、患

者満足度の調査方法全般、結果の集計や分析等につき、病院局が中心となってす

べての県立病院で統一化すべきである。 
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ⅩⅤ.会計制度 

 

１.退職給与費引当金に関する財務規程の整備について 

 

 

  

現在、退職給与引当金に関する会計処理について、財務規程が十分に整備されていな

い。平成 26 年度以降は改正後の地方公営企業法により会計処理を行う必要があり、会計

処理に当たり、より明瞭性や継続性等が求められることから、当該改正に備え、財務規

程の整備・充実を図っていく必要がある。 

なお、病院局作成資料によると、平成 23 年 3月末における退職金要支給額、退職給与

引当金及び引当不足額は下記のとおりである。 

 

（単位：千円） 

退職金期末要支給額 7,238,091 

退職給与引当金 1,291,658 

引当不足額 5,946,433 

 

現在の地方公営企業会計は退職給与引当金の計上を求めているが、当該会計基準にお

いて、処理に関する明確な定めが存在しないために、上記の計上不足が生じている。退

職給与引当金が会計処理の拠り所としている退職給付会計が、将来負担すべき退職給付

額のうち、期末までに発生している部分を退職給付に関する債務として財務諸表に計上

するものであることに鑑みれば、期末における退職金要支給額を計上することが望まし

い。 

  

【意見 39】現在、退職給与引当金に関する会計処理について、財務規程が十分に整

備されていない。平成 26 年度以降は改正後の地方公営企業法により会計処理を行

う必要があるため、会計処理に当たり、より明瞭性や継続性等が求められる。当

該改正に備え、財務規程の整備・充実を図っていく必要がある。 
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２.新地方公営企業会計による影響について 

 

地方公営企業法の政省令が改正され、平成 26年度の予算・決算から新しい地方公営企

業会計制度が適用されるが、改訂内容は（表 3 章－ⅩⅤ－1)のとおりである。 

 

（表 3 章－ⅩⅤ－1） 

改訂内容 影響 

借入資本金 借入資本金は、負債として計上 

みなし償却の廃止 

補助金に相当する額についても減価償却

を強制し、資産取得のための補助金等は

減価償却に応じて収益化 

引当金の計上を強制 
引当金の要件に該当するものは計上を義

務化 

繰延資産の否認 原則として、新たな繰延資産は計上不可 

たな卸資産に低価法を適用 たな卸資産について低価法を義務付け 

減損会計 減損会計を導入 

リース会計 リース会計を導入 

セグメント情報の開示 セグメント情報の開示を導入 

キャッシュ・フロー計算書の作成を義務付け 
キャッシュ・フロー計算書の作成を義務

付け 

 

このように、当該改正が会計制度に与える影響は多岐にわたるが、その中でも、引当

金は最も影響を受ける項目の 1つである。 

現在の地方公営企業会計では、引当金として、退職給与引当金及び修繕引当金のみ計

上が求められているが、企業会計で一般的に計上されている評価性引当金（貸倒引当金）、

負債性引当金（賞与引当金、製品保証引当金、工事補償引当金等）の計上は原則として

求められていない。しかし改正後は、こうした引当金についても、引当金の要件に該当

する限り、計上が義務化される。引当金の要件とは下記のとおりである。 

 将来の特定の費用又は損失であること 

 その発生が当期以前の事象に起因すること 

 その発生する可能性が高いと想定されること 

 金額が合理的に見積り可能であること 

県立病院においては、尐なくとも退職給付引当金、修繕引当金、賞与引当金、貸倒引

当金の計上が必要であると想定される。当該引当金のうち、賞与引当金については、現

金主義で処理されている現在の賞与を発生主義で処理するという点で相違するが、年間

の賞与金額が費用化されるという点では改正前と同様であり、影響が軽微であるため、
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他の引当金について、改訂による影響を述べる。 

 

（１）退職給付引当金 

改訂後は原則として、一般会計と地方公営企業会計の負担区分を明確にした上で、

地方公営企業会計負担職員について引当が義務付けられるが、退職給付引当金の算定

方法は、簡便法（期末要支給額）によることができる。 

計上不足額については、適用時点での一括計上を原則とする。但し、その経営状況

に応じ、当該地方公営企業職員の退職までの平均残余勤務年数の範囲内（但し、最長

15 年以内）での対応が可能である。総務省自治財政局による平成 21 年度の地方公営企

業年鑑によれば、病院事業の平均残余勤務年数は 20年であり、これが当てはまる場合、

最長の 15 年での対応が可能である。 

平成 23 年 3 月末日における退職給与引当金の不足額は先述したように 5,946,433 千

円であり、原則規定に従えば当該金額が一括で費用計上される。容認規定に従って 15

年間で対応したとしても、1年当たり 396,428 千円の費用が増加する見込みである。 

 

（２）修繕引当金 

改正後は、将来の修繕に係る費用の発生に備えて、合理的な見積額のうち、当該事

業年度の負担に属する金額を費用として繰り入れる必要がある。計上に当たっては、

適切な将来修繕計画が必要であり、特に金額的に影響の大きい大規模修繕については、

正確な金額を見積る必要がある。 

現在、県立病院では、大規模修繕を修繕時に費用処理しているために、平成 5 年度

以降は引当・取崩を行っていない状況にある。したがって、当該引当金は今後の修繕

計画とは関係のない、合理性を欠く金額となっている。 

県立病院のうち、今後、大規模修繕が予想される循環器・呼吸器病センター及び精

神医療センターについて、平成 23年 3 月末日における修繕引当金を一定の仮定に基づ

き試算したところ、それぞれ 1,113,922 千円及び 769,609 千円（合計 1,883,532 千円）

の計上不足となっている。（算出過程は「Ⅺ.固定資産 4.」に記載している。）改正後

は当該状況を是正するとともに、将来の修繕に係る費用の発生に備えて、合理的な見

積額のうち、各事業年度の負担に属する金額を費用として計上する必要がある。 

 

（３）貸倒引当金 

改正後は、取り立て不能のおそれのある債権について、回収可能性を考慮した上で

貸倒引当金を設定し、取り立てることが出来ないと見込まれる額を未収金から控除す

る必要がある。引当金の計上に当たっては、各未収金を債務者の状況に応じて債権区

分を行うとともに、その区分に応じて貸倒見積高を算定することが必要となる。 

平成 23 年 3月末日における未収金について、一定の仮定に基づき、必要な引当金を
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試算したところ、213,374 千円の計上が必要である。（算出過程は「Ⅶ.患者未収金 3.」

に記載している。） 

 

（４）地方公営企業会計制度の改正による影響のまとめ 

上記（１）～（３）についてまとめると、引当金に関する改正による影響額は（表 

3 章－ⅩⅤ－2）のとおりである。 

 

（表 3 章－ⅩⅤ－2）引当金に関する改正による影響額 

引当項目 
改正による影響 

(費用増) 
備考 

退職給付引当金 5,946,433 千円 
 一括で費用計上することが原則であるが、最長

で 15 年で対応することが可能である。 

修繕引当金 1,883,532 千円 

 左記影響額は包括外部監査人が一定の仮定の下

に試算した影響額である。 

 改正後は修繕計画に基づき、各年度の負担額を

毎期引当処理していく必要がある。 

貸倒引当金 213,374 千円 
 左記影響額は包括外部監査人が一定の仮定の下

に試算した影響額である。 

 

埻玉県の財政は厳しい状況が続いており、病院事業会計に対して、今以上の一般会

計繰入金の投入を期待することは難しい状況であることから、医療の質・患者サービ

スの向上に努めつつ、経営改善に取り組んでいくことが必要であることは、これまで

に述べたとおりである。県立病院は、当該経営改善への取り組みに際して、各項目で

述べたことはもちろん、地方公営企業会計制度の改正による上記の費用増加も考慮し

た上で各施策を実施していく必要がある。 

 

（５）新地方公営企業会計制度の導入準備 

新地方公営企業会計制度は平成 26 年度からの適用ではあるが、改正に対応するため

には相当の準備を要するため、病院局は今年度中にも導入のスケジューリングを行う

必要があると考える。 

なお、予算も対象となるため、平成 25 年度半ばまでには、会計システムの改修を含

めた新会計制度への対応を完了させる必要がある。 
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第４章 監査の結果 － 環境事業に関する財務事務の執行について 

 

Ⅰ.埻玉県環境基本計画 

 

１.埻玉県環境基本計画の概要 

 

（１）埻玉県環境基本計画の趣旨 

埻玉県環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）は、埻玉県環境基本条例（以

下「環境基本条例」という。）の基本的理念である「健全で恵み豊かな環境を維持し

つつ、環境への負荷の尐ない持続的に発展することができる循環型社会の構築」を図

るため、環境基本条例第10条第1項に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合

的・計画的に推進するために策定されたものである。 

なお、当計画は県5か年計画（ゆとりとチャンスの埻玉プラン）を踏まえた環境分野

の部門別計画と位置づけており、また環境分野での基本的な方向を定めたものである

ことから議会の議決が必要な計画となっている。 

 

（２）環境政策推進における環境基本計画の位置づけ 

環境基本計画は環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め（環境基本条例第10条）のみならず、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定、

実施に当たっても、環境基本計画との整合を図らなければならないもの（環境基本条

例第11条）と位置づけられている。 

また、環境基本計画において、計画の役割・性格として以下の3点を掲げている。 

① 環境の保全・創造の長期的目標と施策の全体像の明示により、県行政の各部門

における環境の保全と創造に対する共通認識を形成し、施策相互の有機的連携

を図る 

② 環境に影響を及ぼす県の各種計画の策定及び施策の実施に対し、環境の保全と

創造を図る上での指針を示す 

③ 県民、事業者、行政等の各主体の環境の保全と創造に関する協働による取組を

進めるための指針を示す 

なお、環境基本計画と他の計画等の関連は、（図 4章－Ⅰ－1）に示すとおりであ

る。 

  




